
１．森林経営管理法の⼀部改正

２．森林法の⼀部改正

＜森林の集積・集約化を進める新たな仕組みの創設＞

① 市町村は、単独又は都道府県等と共同で、川中・川下を含む地域の関係者で協議し、
受け手となる林業経営体や路網整備等の方針といった森林の将来像を定める
「集約化構想」を策定（林業経営体は「集約化構想」策定の提案も可能）

② 所有権を含む森林の経営管理のための権利を、出し手である所有者から、
受け手となる林業経営体に迅速に設定又は移転できる仕組みを創設

太陽光発電設備の設置等において、許可条件に違反する林地開発行為が散見されるため、
条件違反者への罰則、開発行為の中止･復旧命令に従わない者の公表を措置

市町村等が集約化構想を策定
・ 集約化を進める区域における

受け⼿となる林業経営体や路
網整備等の⽅針を決定

所有者の意向調査

①市町村が集積計画を策定
・ 出し⼿(所有者)から市町村へ経営管理権の設定
・ 所有権は対象外

②市町村が配分計画を策定
・ 市町村から受け⼿へ経営管理実施権の設定

所有者の意向調査

＜市町村の事務負担の軽減＞

① 市町村に対する共有林の経営管理権の設定（間伐、間伐材の販売、保育）に必要な
共有者の同意要件を緩和（全員→１／２超）

② 所有者不明森林等について、市町村への経営管理権設定に関する公告期間を短縮（６月→２月）

③ 市町村の長が「委託を受けて市町村事務を支援する法人（経営管理支援法人）」を指定できる
仕組みを創設

【現⾏の仕組み】 【新たな仕組みを追加】

法律案の概要

背景

公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日施⾏期⽇

・ 我が国の人工林の多くが利用期を迎える中、
より多くのCO2を吸収する若い森林への転換を通じて、
2050年カーボンニュートラルの実現等に貢献すべく、
「伐って､使って､植えて､育てる」森林資源の循環利用を進める必要

・ 森林経営管理法は制度開始から５年経過
制度活用の必要な市町村の９割超で制度に基づく取組を開始
一方、林業経営体への森林の集積・集約化は低位に推移

・ 再造林等に責任を持って取り組む林業経営体への
迅速な集積・集約化を進めるため、
市町村や都道府県に加えて、受け手となる林業経営体など
地域の関係者の連携を強化する新たな仕組みを構築する必要

市町村、都道府県、林業
経営体などの関係者が森
林の将来像を話合い

市町村が権利取得に
向けた調整を実施

①林業経営体に集積・
集約化（約0.3万ha）

■制度に基づく集積・集約化の進捗
（市町村に委託希望のあった森林︓約22.6万haの状況）

その他森林整備につな
がったもの（予定含む）
（約9.0万ha）

対応検討中等
約11.4万ha

②市町村が権利取得
（①を除く。約2.0万ha）

林業経営体への森林の集積・集約化は低位

市町村が林業経営体を選定

【第43条から第50条まで】

【第51条から第56条まで】

【第４条第５項】

【第11条第６号及び第25条第３号】

【第57条から第61条まで】

【第206条第２号及び第10条の３第２項】

※このほか、第10条の11第３項第２号の表現を適正化＿

所有者情報の提供を受けた林業経営体が、
森林所有者へ働きかけ

市町村が集積配分⼀括計画を策定
・ 受け⼿となる林業経営体への迅速な権利設定・移転
・ 所有権も対象

森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律案の概要

テキストボックス
資料４



森
林
経
営
管
理
法
及
び
森
林
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 
森
林
経
営
管
理
法
の
一
部
改
正 

一 

経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
作
成
に
関
す
る
措
置 

㈠ 

数
人
の
共
有
に
属
す
る
集
積
計
画
対
象
森
林
に
つ
い
て
間
伐
等
経
営
管
理
権
（
存
続
期
間
が
五
十
年
を
超
え
ず
、
経

営
管
理
の
内
容
が
間
伐
（
こ
れ
に
係
る
木
材
の
販
売
を
含
む
。
）
及
び
保
育
の
み
で
あ
る
経
営
管
理
権
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
を
設
定
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
集
積
計
画
対
象
森
林
に
つ
い
て
所
有
権
を
有
す
る
者
の
同
意
に
つ
い
て

は
、
当
該
集
積
計
画
対
象
森
林
の
立
木
竹
及
び
土
地
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
二
分
の
一
を
超
え
る
共
有
持
分
を
有
す
る

者
の
同
意
が
得
ら
れ
て
い
れ
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
四
条
第
五
項
関
係
） 

㈡ 

共
有
者
不
明
森
林
及
び
所
有
者
不
明
森
林
に
係
る
特
例
に
お
け
る
公
告
期
間
を
六
月
か
ら
二
月
に
短
縮
す
る
こ
と
。

 

（
第
十
一
条
第
六
号
及
び
第
二
十
五
条
第
三
号
関
係
） 

二 

地
域
経
営
管
理
集
約
化
構
想 

㈠ 

地
域
経
営
管
理
集
約
化
構
想
の
作
成 

１ 

市
町
村
は
、
単
独
で
又
は
他
の
市
町
村
若
し
く
は
都
道
府
県
（
当
該
市
町
村
又
は
当
該
他
の
市
町
村
の
区
域
を
そ



の
区
域
に
含
む
都
道
府
県
に
限
る
。
）
と
共
同
し
て
、
㈢
の
１
の
協
議
の
結
果
を
踏
ま
え
、
一
以
上
の
一
体
経
営
管

理
森
林
（
自
然
的
経
済
的
社
会
的
諸
条
件
等
を
勘
案
し
て
、
一
体
と
し
て
経
営
管
理
を
行
う
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら

れ
る
森
林
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
存
す
る
地
域
ご
と
に
、
当
該
地
域
に
お
け
る
経
営
管
理
の
集
約
化
に
関
す
る

構
想
（
以
下
「
集
約
化
構
想
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

 
 

（
第
四
十
三
条
第
一
項
関
係
） 

２ 

集
約
化
構
想
に
お
い
て
は
、
一
体
経
営
管
理
森
林
の
区
域
、
当
該
区
域
に
係
る
経
営
管
理
の
集
約
化
に
関
す
る
目

標
等
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
四
十
三
条
第
二
項
関
係
） 

３ 

市
町
村
（
当
該
市
町
村
が
他
の
市
町
村
又
は
都
道
府
県
と
共
同
し
て
集
約
化
構
想
を
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
市
町
村
及
び
当
該
他
の
市
町
村
又
は
当
該
都
道
府
県
。
以
下
「
市
町
村
等
」
と
い
う
。
）
は
、
集
約
化
構
想
に

お
い
て
、
２
の
目
標
と
し
て
、
構
想
森
林
（
２
の
一
体
経
営
管
理
森
林
の
区
域
に
お
い
て
経
営
管
理
実
施
権
の
設
定

そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
べ
き
森
林
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
構
想
適
合
事
業
者
（
適
合
事
業
者
（
㈡
の
２
に
よ

り
都
道
府
県
が
公
表
し
て
い
る
民
間
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
中
か
ら
選
定
さ
れ
た
構
想
森
林
に
お
い
て

経
営
管
理
を
行
う
べ
き
適
合
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
定
め
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
を
記
載
し
た
地
図
を



作
成
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
四
十
三
条
第
三
項
関
係
） 

４ 

集
約
化
構
想
に
お
い
て
は
、
２
の
ほ
か
、
林
道
の
開
設
及
び
改
良
に
関
す
る
事
項
並
び
に
施
業
実
施
協
定
又
は
施

業
施
設
協
定
の
締
結
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
四
十
三
条
第
四
項
関
係
） 

㈡ 

民
間
事
業
者
の
公
募
及
び
公
表 

１ 

都
道
府
県
は
、
定
期
的
に
、
都
道
府
県
が
定
め
る
区
域
ご
と
に
、
集
約
化
構
想
が
定
め
ら
れ
る
場
合
に
当
該
集
約

化
構
想
に
お
い
て
定
め
ら
れ
る
一
体
経
営
管
理
森
林
の
区
域
内
の
森
林
に
つ
い
て
経
営
管
理
を
行
う
こ
と
を
希
望
す

る
民
間
事
業
者
を
公
募
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
四
十
四
条
第
一
項
関
係
） 

２ 

都
道
府
県
は
、
１
の
公
募
に
応
募
し
た
民
間
事
業
者
の
う
ち
、
経
営
管
理
を
効
率
的
か
つ
安
定
的
に
行
う
能
力
を

有
し
、
か
つ
、
経
営
管
理
を
確
実
に
行
う
に
足
り
る
経
理
的
な
基
礎
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
公
表
す
る
も

の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
四
十
四
条
第
二
項
関
係
） 

㈢ 

協
議
の
場
の
設
置
等 

１ 

市
町
村
等
は
、
集
約
化
構
想
を
定
め
る
場
合
に
は
、
市
町
村
森
林
整
備
計
画
を
勘
案
し
て
一
以
上
の
一
体
経
営
管

理
森
林
が
存
す
る
と
見
込
ま
れ
る
地
域
ご
と
に
、
適
合
事
業
者
及
び
当
該
地
域
内
の
森
林
の
森
林
所
有
者
、
木
材
関



連
事
業
者
そ
の
他
の
当
該
地
域
の
関
係
者
に
よ
る
協
議
の
場
を
設
け
、
そ
の
協
議
の
結
果
を
取
り
ま
と
め
る
も
の
と

す
る
こ
と
。 

（
第
四
十
五
条
第
一
項
関
係
） 

２ 
市
町
村
等
は
、
１
の
協
議
を
行
う
場
合
に
は
、
１
の
地
域
内
の
森
林
に
関
す
る
地
図
を
活
用
し
、
経
営
管
理
の
集

約
化
に
資
す
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

（
第
四
十
五
条
第
三
項
関
係
） 

㈣ 

集
約
化
構
想
に
係
る
特
例 

１ 

市
町
村
等
は
、
集
約
化
構
想
を
定
め
た
場
合
に
は
、
構
想
森
林
ご
と
に
、
構
想
適
合
事
業
者
の
求
め
に
応
じ
、
当

該
集
約
化
構
想
の
実
現
の
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
当
該
構
想
適
合
事
業
者
に
対
し
、
当
該
構
想
森
林
に
つ

い
て
所
有
権
、
地
上
権
、
質
権
、
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
、
賃
借
権
又
は
そ
の
他
の
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る

権
利
を
有
す
る
者
の
氏
名
等
の
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
四
十
六
条
関
係
） 

２ 

市
町
村
は
、
集
約
化
構
想
に
お
い
て
林
道
の
開
設
及
び
改
良
に
関
す
る
事
項
を
定
め
た
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知

事
に
対
し
、
当
該
事
項
に
関
連
し
て
必
要
と
な
る
地
域
森
林
計
画
を
た
て
、
又
は
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
の
要
請
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
四
十
八
条
関
係
） 



３ 

集
約
化
構
想
に
従
っ
て
構
想
適
合
事
業
者
が
締
結
す
る
施
業
実
施
協
定
又
は
施
業
施
設
協
定
に
つ
い
て
は
、
当
該

集
約
化
構
想
の
公
告
が
あ
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら
の
協
定
の
公
告
及
び
縦
覧
が
あ
り
、
か
つ
、
縦
覧
期
間
が

満
了
し
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
四
十
九
条
関
係
） 

４ 

適
合
事
業
者
は
、
市
町
村
に
対
し
、
集
約
化
構
想
を
定
め
る
べ
き
こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

こ
と
。 

（
第
五
十
条
関
係
） 

三 

権
利
集
積
配
分
一
括
計
画 

㈠ 

権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
の
作
成 

１ 

市
町
村
は
、
集
約
化
構
想
を
定
め
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
集
約
化
構
想
の
実
現
の
た
め
、
当
該
集
約
化
構
想
に

お
い
て
定
め
ら
れ
た
構
想
森
林
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
当
該
市
町
村
へ
の
経
営
管
理
権
の
集
積
及
び
当
該
経

営
管
理
権
に
基
づ
く
構
想
適
合
事
業
者
へ
の
経
営
管
理
実
施
権
の
設
定
を
一
括
し
て
行
う
こ
と
が
必
要
か
つ
適
当
で

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
十
一
条
第
一
項
関
係
） 

２ 

権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
に
お
い
て
は
、
市
町
村
へ
の
経
営
管
理
権
の
集
積
に
関
す
る
事
項
と
し
て
、
市
町
村
が

経
営
管
理
権
の
設
定
を
受
け
る
構
想
森
林
（
以
下
「
一
括
計
画
対
象
森
林
」
と
い
う
。
）
の
所
在
、
一
括
計
画
対
象



森
林
の
森
林
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
市
町
村
が
設
定
を
受
け
る
経
営
管
理
権
の
始
期
及
び
存
続
期
間
、
当
該
経

営
管
理
権
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
経
営
管
理
の
内
容
等
を
、
構
想
適
合
事
業
者
へ
の
経
営
管
理
実
施
権
の
設
定
に
関

す
る
事
項
と
し
て
、
経
営
管
理
実
施
権
の
設
定
を
受
け
る
構
想
適
合
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
構
想
適
合
事
業
者

が
経
営
管
理
実
施
権
の
設
定
を
受
け
る
一
括
計
画
対
象
森
林
の
所
在
、
構
想
適
合
事
業
者
が
設
定
を
受
け
る
経
営
管

理
実
施
権
の
始
期
及
び
存
続
期
間
、
当
該
経
営
管
理
実
施
権
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
経
営
管
理
の
内
容
等
を
、
そ
れ

ぞ
れ
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
五
十
一
条
第
二
項
関
係
） 

３ 

市
町
村
は
、
２
の
ほ
か
、
構
想
森
林
（
一
括
計
画
対
象
森
林
を
除
く
。
）
の
立
木
竹
及
び
土
地
を
対
象
と
し
て
、

構
想
適
合
事
業
者
へ
の
所
有
権
の
移
転
の
促
進
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
に
当
該
所
有

権
の
移
転
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
五
十
一
条
第
四
項
関
係
） 

４ 

権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
は
、
一
括
計
画
対
象
森
林
ご
と
に
、
当
該
一
括
計
画
対
象
森
林
に
つ
い
て
所
有
権
、
地

上
権
、
質
権
、
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
、
賃
借
権
又
は
そ
の
他
の
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
有
す
る
者

の
全
部
及
び
２
の
構
想
適
合
事
業
者
の
同
意
が
得
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
数

人
の
共
有
に
属
す
る
一
括
計
画
対
象
森
林
に
つ
い
て
間
伐
等
経
営
管
理
権
を
設
定
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
一
括
計



画
対
象
森
林
に
つ
い
て
所
有
権
を
有
す
る
者
の
同
意
に
つ
い
て
は
、
当
該
一
括
計
画
対
象
森
林
の
立
木
竹
及
び
土
地

の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
二
分
の
一
を
超
え
る
共
有
持
分
を
有
す
る
者
の
同
意
が
得
ら
れ
て
い
れ
ば
足
り
る
も
の
と
す

る
こ
と
。 

（
第
五
十
一
条
第
五
項
関
係
） 

㈡ 

権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
の
公
告
等 

１ 

市
町
村
は
、
権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
公
告
す
る
も
の
と
し
、
そ
の

公
告
が
あ
っ
た
権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
の
う
ち
、
市
町
村
へ
の
経
営
管
理
権
の
集
積
に
関
す
る
事
項
に
係
る
部
分

に
あ
っ
て
は
当
該
市
町
村
が
経
営
管
理
権
集
積
計
画
を
定
め
て
公
告
し
た
も
の
と
、
構
想
適
合
事
業
者
へ
の
経
営
管

理
実
施
権
の
設
定
に
関
す
る
事
項
に
係
る
部
分
に
あ
っ
て
は
当
該
市
町
村
が
経
営
管
理
実
施
権
配
分
計
画
を
定
め
て

公
告
し
た
も
の
と
、
そ
れ
ぞ
れ
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
関
係
） 

２ 

１
の
公
告
（
㈠
の
３
の
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
が
あ
っ
た

と
き
は
、
そ
の
公
告
が
あ
っ
た
権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
所
有
権
が
移
転
す
る
も
の
と
す

る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
第
五
十
二
条
第
三
項
関
係
） 

３ 

権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
の
う
ち
市
町
村
へ
の
経
営
管
理
権
の
集
積
に
関
す
る
事
項
に
係
る
部
分
を
定
め
る
場
合



に
お
い
て
、
当
該
部
分
に
係
る
一
括
計
画
対
象
森
林
の
う
ち
に
、
共
有
者
不
明
森
林
、
確
知
所
有
者
不
同
意
森
林
又

は
所
有
者
不
明
森
林
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
森
林
に
係
る
特
例
の
規
定
を
準
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

（
第
五
十
三
条
関
係
） 

４ 

市
町
村
の
長
は
、
権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
所
有
権
の
移
転
を
受
け
た
構
想
適
合
事
業

者
が
当
該
権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
森
林
の
立
木
竹
及
び
土
地
の
利
用
目
的
に
従
っ
て
森
林

の
立
木
竹
及
び
土
地
を
利
用
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
構
想
適
合
事
業
者
に
対
し
、
当
該
利
用
目
的
に

従
っ
て
こ
れ
ら
を
利
用
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
五
十
六
条
関
係
） 

四 

経
営
管
理
支
援
法
人 

㈠ 

市
町
村
の
長
は
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
、
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
又
は
経
営
管
理
の
実
施
を
支

援
す
る
活
動
を
行
う
法
人
で
あ
っ
て
、
経
営
管
理
の
実
施
の
支
援
に
関
す
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で

き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
経
営
管
理
支
援
法
人
（
以
下
「
支
援
法
人
」
と
い
う
。
）
と
し
て

指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
五
十
七
条
関
係
） 

㈡ 

市
町
村
の
長
は
、
支
援
法
人
か
ら
、
そ
の
業
務
（
委
託
に
基
づ
き
、
現
に
経
営
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
森
林
の
森



林
所
有
者
の
探
索
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
の
遂
行
の
た
め
森
林
所
有
者
を
知
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
森
林
所
有
者

に
関
す
る
情
報
の
提
供
の
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
支
援
法
人
に
対
し
、
当
該
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
こ

と
。 

（
第
六
十
条
関
係
） 

五 

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

第
二 

森
林
法
の
一
部
改
正 

一 

開
発
行
為
の
許
可 

㈠ 

都
道
府
県
知
事
は
、
開
発
行
為
の
中
止
又
は
復
旧
に
関
す
る
命
令
を
受
け
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
当
該
命

令
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
命
令
に
係
る
森
林
の
土
地
の
地
番
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
公
表
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
十
条
の
三
第
二
項
関
係
） 

㈡ 

民
有
林
に
お
け
る
開
発
行
為
の
許
可
に
付
し
た
条
件
（
擁
壁
、
排
水
施
設
そ
の
他
の
森
林
の
有
す
る
公
益
的
機
能
を

維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
の
設
置
又
は
維
持
管
理
を
内
容
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
違
反
し
、
開
発
行
為
を
し

た
者
は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

 
 

（
第
二
百
六
条
第
二
号
関
係
） 



二 

市
町
村
が
伐
採
す
る
場
合
に
お
け
る
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
の
届
出
等 

 
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
の
届
出
等
の
対
象
と
な
る
森
林
所
有
者
等
か
ら
、
市
町
村
が
そ
の
区
域
内
に
お
い
て
伐
採
す

る
場
合
の
当
該
市
町
村
を
除
く
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
十
条
の
八
関
係
） 

三 

施
業
実
施
協
定
及
び
施
業
施
設
協
定 

㈠ 

施
業
実
施
協
定
の
認
可
の
要
件
と
し
て
、
集
約
化
構
想
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
集
約
化
構
想
に

お
い
て
定
め
ら
れ
た
一
体
経
営
管
理
森
林
の
区
域
が
施
業
実
施
協
定
の
対
象
と
す
る
森
林
の
区
域
を
含
む
も
の
で
あ
る

と
き
は
、
施
業
実
施
協
定
の
内
容
が
当
該
集
約
化
構
想
の
実
現
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
追
加
す

る
こ
と
。 

（
第
十
条
の
十
一
の
四
第
一
項
第
四
号
関
係
） 

㈡ 

森
林
所
有
者
等
及
び
施
設
所
有
者
等
は
、
市
町
村
の
長
の
認
可
を
受
け
て
、
施
業
施
設
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
十
条
の
十
一
の
九
関
係
） 

四 

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

第
三 

施
行
期
日
等 

一 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の



と
す
る
こ
と
。 

（
附
則
第
一
条
関
係
） 

二 
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
経
過
措
置
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
関
係
法
律
の
規
定
の
整
備
等
を
行
う
こ
と
。 

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
十
条
ま
で
関
係
） 
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森
林
経
営
管
理
法
及
び
森
林
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律 

（
森
林
経
営
管
理
法
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 
森
林
経
営
管
理
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

「
第
五
章 

経
営
管
理
の
集
約
化 

 

第
一
節 

定
義
（
第
四
十
二 

 

第
二
節 

地
域
経
営
管
理
集 

目
次
中
「
第
五
章 

災
害
等
防
止
措
置
命
令
等
（
第
四
十
二
条
・
第
四
十
三
条
）
」
を 

第
三
節 

権
利
集
積
配
分
一 

 

第
六
章 

経
営
管
理
支
援
法
人 

 

第
七
章 

災
害
等
防
止
措
置
命 

の
推
進 

 

条
） 

 

約
化
構
想
の
作
成
等
（
第
四
十
三
条―

第
五
十
条
） 

に
、
「
第
六
章
」
を
「
第
八
章
」
に
、
「
第
四
十
四
条―

第
四
十
六 

括
計
画
の
作
成
等
（
第
五
十
一
条―

第
五
十
六
条
） 
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（
第
五
十
七
条―

第
六
十
一
条
） 

 
令
等
（
第
六
十
二
条
・
第
六
十
三
条
） 

 
 

 
 

」 
条
」
を
「
第
六
十
四
条―

第
六
十
六
条
」
に
、
「
第
七
章
」
を
「
第
九
章
」
に
、
「
第
四
十
七
条―

第
五
十
一
条
」
を
「
第

六
十
七
条―
第
七
十
一
条
」
に
、
「
第
八
章
」
を
「
第
十
章
」
に
、
「
第
五
十
二
条
・
第
五
十
三
条
」
を
「
第
七
十
二
条
・

第
七
十
三
条
」
に
改
め
る
。 

第
一
条
中
「
、
経
営
管
理
権
集
積
計
画
を
定
め
」
を
削
る
。 

第
二
条
第
三
項
中
「
第
五
章
」
を
「
第
七
章
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
第
三
項
中
「
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
経
営
管
理
が
行
わ
れ
る
よ
う
」
を
「
実
施
さ
れ
る
よ
う
」
に
改
め
、
同
条

第
四
項
中
「
い
う
」
の
下
に
「
。
第
四
十
三
条
第
五
項
第
一
号
及
び
第
五
十
一
条
第
五
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
」
を
加

え
、
同
条
第
五
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

た
だ
し
、
数
人
の
共
有
に
属
す
る
集
積
計
画
対
象
森
林
に
つ
い
て
経
営
管
理
権
（
そ
の
存
続
期
間
が
五
十
年
を
超
え
な

い
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
経
営
管
理
権
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
経
営
管
理
の
内
容
が
間
伐
（
こ
れ
に
係
る
木
材
の
販
売
を

含
む
。
）
及
び
保
育
の
み
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
第
十
条
及
び
第
五
十
一
条
第
五
項
第
三
号
た
だ
し
書
に
お
い
て
「
間
伐
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等
経
営
管
理
権
」
と
い
う
。
）
を
設
定
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
集
積
計
画
対
象
森
林
に
つ
い
て
所
有
権
を
有
す
る
者
の

同
意
に
つ
い
て
は
、
当
該
集
積
計
画
対
象
森
林
の
立
木
竹
及
び
土
地
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
二
分
の
一
を
超
え
る
共
有
持

分
を
有
す
る
者
の
同
意
が
得
ら
れ
て
い
れ
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
。 

第
五
条
の
見
出
し
を
「
（
意
向
調
査
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
（
第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
経
営
管
理
意

向
調
査
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

た
だ
し
、
当
該
集
積
計
画
対
象
森
林
に
つ
い
て
、
既
に
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
行
っ
て
い
る
場
合

は
、
当
該
調
査
の
実
施
を
も
っ
て
、
こ
の
条
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
実
施
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
条
中
「
全
部
」
を
「
う
ち
い
ず
れ
か
の
者
」
に
改
め
、
「
と
き
」
の
下
に
「
（
当
該
共
有
者
不
明
森
林
に
つ
い
て
間

伐
等
経
営
管
理
権
を
設
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
共
有
者
不
明
森
林
の
立
木
竹
及
び
土
地
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
二
分

の
一
を
超
え
る
共
有
持
分
を
有
す
る
者
が
当
該
経
営
管
理
権
集
積
計
画
に
同
意
し
て
い
る
と
き
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。 

第
十
一
条
第
六
号
及
び
第
二
十
五
条
第
三
号
中
「
六
月
」
を
「
二
月
」
に
改
め
る
。 

第
四
十
条
第
一
項
中
「
、
第
十
五
条
第
二
項
」
を
「
又
は
第
十
五
条
第
二
項
」
に
、
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改

め
、
「
第
三
十
二
条
第
二
項
」
の
下
に
「
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
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え
る
。 

第
五
十
三
条
を
第
七
十
三
条
と
す
る
。 

第
五
十
二
条
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
六
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
十
二
条
と
す
る
。 

第
八
章
を
第
十
章
と
す
る
。 

第
七
章
中
第
五
十
一
条
を
第
七
十
一
条
と
し
、
第
五
十
条
を
第
七
十
条
と
し
、
第
四
十
九
条
を
第
六
十
九
条
と
す
る
。 

第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
経
営
管
理
意
向
調
査
」
を
「
第
五
条
又
は
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の

実
施
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

五 

集
約
化
構
想
の
作
成
に
関
す
る
事
務 

六 

権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
の
作
成
に
関
す
る
事
務 

第
四
十
八
条
を
第
六
十
八
条
と
す
る
。 

第
四
十
七
条
中
「
第
二
十
五
条
」
の
下
に
「
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」

を
加
え
、
同
条
を
第
六
十
七
条
と
す
る
。 

第
七
章
を
第
九
章
と
す
る
。 
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第
六
章
中
第
四
十
六
条
を
第
六
十
六
条
と
し
、
第
四
十
五
条
を
第
六
十
五
条
と
し
、
第
四
十
四
条
を
第
六
十
四
条
と
す

る
。 第

六
章
を
第
八
章
と
す
る
。 

第
四
十
三
条
第
四
項
を
削
り
、
第
五
章
中
同
条
を
第
六
十
三
条
と
し
、
第
四
十
二
条
を
第
六
十
二
条
と
す
る
。 

第
五
章
を
第
七
章
と
し
、
第
四
章
の
次
に
次
の
二
章
を
加
え
る
。 

第
五
章 

経
営
管
理
の
集
約
化
の
推
進 

第
一
節 

定
義 

第
四
十
二
条 

こ
の
章
に
お
い
て
「
経
営
管
理
の
集
約
化
」
と
は
、
一
体
経
営
管
理
森
林
（
自
然
的
経
済
的
社
会
的
諸
条

件
、
そ
の
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
土
地
の
利
用
の
動
向
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
一
体
と
し
て
経
営
管
理
を
行
う
こ

と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
森
林
を
い
う
。
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
第
一
号
並
び
に
第
四
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
区
域
に
お
い
て
、
必
要
な
作
業
路
網
の
整
備
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
つ
つ
、
当
該
区
域
内
の
森
林
ご
と
に
必
要

な
経
営
管
理
実
施
権
の
設
定
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
一
体
的
か
つ
効
率
的
な
経
営
管
理
の
実
施
を
実
現

す
る
こ
と
を
い
う
。 
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２ 

こ
の
章
に
お
い
て
「
適
合
事
業
者
」
と
は
、
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
経
営
管
理
を
効
率
的
か
つ
安
定
的

に
行
う
能
力
を
有
し
、
か
つ
、
経
営
管
理
を
確
実
に
行
う
に
足
り
る
経
理
的
な
基
礎
を
有
す
る
と
都
道
府
県
が
認
め
て
公

表
し
て
い
る
民
間
事
業
者
を
い
う
。 

第
二
節 

地
域
経
営
管
理
集
約
化
構
想
の
作
成
等 

（
地
域
経
営
管
理
集
約
化
構
想
の
作
成
） 

第
四
十
三
条 

市
町
村
は
、
単
独
で
又
は
他
の
市
町
村
若
し
く
は
都
道
府
県
（
当
該
市
町
村
又
は
当
該
他
の
市
町
村
の
区
域

を
そ
の
区
域
に
含
む
都
道
府
県
に
限
る
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
共
同
し
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

第
四
十
五
条
第
一
項
の
協
議
の
結
果
を
踏
ま
え
、
一
以
上
の
一
体
経
営
管
理
森
林
が
存
す
る
地
域
ご
と
に
、
当
該
地
域
に

お
け
る
経
営
管
理
の
集
約
化
に
関
す
る
構
想
（
以
下
「
集
約
化
構
想
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

集
約
化
構
想
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 

一
体
経
営
管
理
森
林
の
区
域 

二 

前
号
に
掲
げ
る
区
域
に
お
け
る
経
営
管
理
の
方
針 

三 

前
号
に
掲
げ
る
方
針
を
踏
ま
え
た
経
営
管
理
の
集
約
化
に
関
す
る
目
標 
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四 

前
号
に
掲
げ
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
作
業
路
網
の
整
備
そ
の
他
の
措
置
に
関
す
る
方
針 

３ 
市
町
村
（
当
該
市
町
村
が
他
の
市
町
村
又
は
都
道
府
県
と
共
同
し
て
集
約
化
構
想
を
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

市
町
村
及
び
当
該
他
の
市
町
村
又
は
当
該
都
道
府
県
。
以
下
「
市
町
村
等
」
と
い
う
。
）
は
、
集
約
化
構
想
に
お
い
て
、

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
目
標
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
地
図
を
作
成

す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て
経
営
管
理
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
経
営
管
理
実
施
権
の
設
定
そ
の
他
の
措

置
を
講
ず
べ
き
森
林 

二 

適
合
事
業
者
（
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
募
に
お
い
て
、
集
約
化
構
想
が
定
め
ら
れ
る
場
合
に
前
項
第
一
号
に

掲
げ
る
区
域
を
含
む
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
募
区
域
に
お
い
て
経
営
管
理
を
行
う
こ
と
を
希
望
し
た
適
合
事
業
者

に
限
る
。
第
七
項
及
び
第
四
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
中
か
ら
選
定
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
森
林
に
お
い

て
経
営
管
理
を
行
う
べ
き
適
合
事
業
者 

４ 

集
約
化
構
想
に
お
い
て
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
区
域
に
お
け
る
経
営
管
理

の
集
約
化
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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一 

林
道
の
開
設
及
び
改
良
に
関
す
る
事
項 

二 

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
適
合
事
業
者
が
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
森
林
の
森
林
所
有
者
等
（
森
林
法
第
十
条
の
七
に
規

定
す
る
森
林
所
有
者
等
を
い
う
。
第
四
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
施
業
実
施
協
定
（
同
法

第
十
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
施
業
実
施
協
定
で
あ
っ
て
、
同
項
に
規
定
す
る
森
林
施
業
の
共
同
化
及
び
そ
の
た

め
に
必
要
な
施
設
の
整
備
に
関
す
る
措
置
を
内
容
と
す
る
も
の
を
い
う
。
第
四
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
施
業

施
設
協
定
（
同
法
第
十
条
の
十
一
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
施
業
施
設
協
定
を
い
う
。
第
四
十
九
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
締
結
に
関
す
る
事
項 

５ 

集
約
化
構
想
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

集
約
化
構
想
を
定
め
る
市
町
村
が
森
林
法
第
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
た
て
た
市
町
村
森
林
整
備
計
画
（
第

四
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
単
に
「
市
町
村
森
林
整
備
計
画
」
と
い
う
。
）
、
当
該
市
町
村
の
区
域
を
そ
の
区
域
に
含

む
都
道
府
県
の
治
山
事
業
の
実
施
に
関
す
る
計
画
そ
の
他
地
方
公
共
団
体
の
森
林
の
整
備
及
び
保
全
に
関
す
る
計
画
と

の
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

経
営
管
理
の
集
約
化
を
図
る
た
め
必
要
な
も
の
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
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と
。 

６ 
集
約
化
構
想
を
定
め
た
市
町
村
等
は
、
情
勢
の
推
移
に
よ
り
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
集
約
化
構
想
を
変
更
す
る

も
の
と
す
る
。 

７ 

市
町
村
等
は
、
集
約
化
構
想
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
適
合
事
業
者
及
び
第
四
十

五
条
第
一
項
の
地
域
の
関
係
者
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
に
つ
い

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

８ 

市
町
村
等
は
、
集
約
化
構
想
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
す
る
場
合
（
前
項
た
だ
し
書
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
軽

微
な
変
更
を
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
告
し
、
当
該
集
約

化
構
想
の
案
を
当
該
公
告
の
日
か
ら
二
週
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
利
害
関
係
人

は
、
当
該
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
集
約
化
構
想
の
案
に
つ
い
て
、
当
該
市
町
村
等
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

９ 

市
町
村
等
は
、
集
約
化
構
想
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。 
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（
民
間
事
業
者
の
公
募
及
び
公
表
） 

第
四
十
四
条 

都
道
府
県
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
定
期
的
に
、
都
道
府
県
が
定
め
る
区
域
（
第
五

十
条
第
一
項
に
お
い
て
「
公
募
区
域
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
、
集
約
化
構
想
が
定
め
ら
れ
る
場
合
に
当
該
集
約
化
構
想
に

お
い
て
定
め
ら
れ
る
前
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
区
域
内
の
森
林
に
つ
い
て
経
営
管
理
を
行
う
こ
と
を
希
望
す
る
民
間

事
業
者
を
公
募
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

都
道
府
県
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
募
に
応
募
し
た
民
間
事
業
者
の
う

ち
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
及
び
そ
の
応
募
の
内
容
に
関
す
る
情
報
を
整
理
し
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す

る
。 

一 

経
営
管
理
を
効
率
的
か
つ
安
定
的
に
行
う
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

二 

経
営
管
理
を
確
実
に
行
う
に
足
り
る
経
理
的
な
基
礎
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

（
協
議
の
場
の
設
置
等
） 

第
四
十
五
条 

市
町
村
等
は
、
集
約
化
構
想
を
定
め
る
場
合
に
は
、
市
町
村
森
林
整
備
計
画
を
勘
案
し
て
一
以
上
の
一
体
経

営
管
理
森
林
が
存
す
る
と
見
込
ま
れ
る
地
域
ご
と
に
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
地
域
に
お
け
る
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一
体
経
営
管
理
森
林
の
区
域
及
び
当
該
区
域
に
お
け
る
経
営
管
理
の
方
針
そ
の
他
経
営
管
理
の
集
約
化
を
図
る
た
め
に
必

要
な
事
項
に
つ
い
て
、
適
合
事
業
者
及
び
当
該
地
域
内
の
森
林
の
森
林
所
有
者
、
木
材
関
連
事
業
者
（
木
材
の
製
造
、
加

工
、
輸
入
、
輸
出
又
は
販
売
を
す
る
事
業
、
木
材
を
使
用
し
て
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
建
築
又
は
建
設
を
す
る
事
業

そ
の
他
木
材
を
利
用
す
る
事
業
を
行
う
者
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
当
該
地
域
の
関
係
者
に
よ
る
協
議
の
場
を
設
け
、
そ
の

協
議
の
結
果
を
取
り
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

集
約
化
構
想
を
定
め
る
市
町
村
は
、
前
項
の
協
議
を
行
う
場
合
に
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同

項
の
地
域
（
当
該
市
町
村
の
区
域
内
の
も
の
に
限
る
。
）
内
の
森
林
の
森
林
所
有
者
（
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申

出
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
対
し
、
当
該
森
林
に
つ
い
て
の
経
営
管
理
の
意
向
に
関
す
る
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
当
該
森
林
に
つ
い
て
、
既
に
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
行
っ
て
い
る
場
合
は
、
当
該
調
査
の
実
施
を
も
っ

て
、
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
実
施
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

市
町
村
等
は
、
第
一
項
の
協
議
を
行
う
場
合
に
は
、
同
項
の
地
域
の
関
係
者
の
理
解
と
協
力
を
得
る
た
め
、
当
該
地
域

内
の
森
林
に
関
す
る
地
図
を
活
用
し
、
当
該
森
林
の
森
林
所
有
者
の
当
該
森
林
に
つ
い
て
の
経
営
管
理
の
意
向
、
当
該
森

林
に
係
る
森
林
資
源
の
状
況
そ
の
他
の
経
営
管
理
の
集
約
化
に
資
す
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
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講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
関
係
権
利
者
に
関
す
る
情
報
の
提
供
） 

第
四
十
六
条 

市
町
村
等
は
、
集
約
化
構
想
を
定
め
た
場
合
に
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
構
想
森
林

（
第
四
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
集
約
化
構
想
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
森
林
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
ご
と
に
、
構
想
適
合
事
業
者
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
集
約
化
構
想
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
同
項
第
二

号
に
掲
げ
る
適
合
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
求
め
に
応
じ
、
当
該
集
約
化
構
想
の
実
現
の
た
め
に
必
要
な
限
度

に
お
い
て
、
当
該
構
想
適
合
事
業
者
に
対
し
、
当
該
構
想
森
林
に
つ
い
て
所
有
権
、
地
上
権
、
質
権
、
使
用
貸
借
に
よ
る

権
利
、
賃
借
権
又
は
そ
の
他
の
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
有
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
関
係
権
利

者
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
そ
の
他
の
関
係
権
利
者
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
不
動
産
登
記
法
の
特
例
） 

第
四
十
七
条 

市
町
村
等
は
、
集
約
化
構
想
を
定
め
た
場
合
に
お
い
て
、
一
筆
の
土
地
（
当
該
集
約
化
構
想
に
お
い
て
定
め

ら
れ
た
第
四
十
三
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
区
域
内
の
森
林
の
土
地
に
限
る
。
）
及
び
こ
れ
に
隣
接
す
る
他
の
土
地
で

あ
っ
て
、
森
林
法
第
百
九
十
一
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
林
地
台
帳
に
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
と
し
て
当
該
一
筆
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の
土
地
と
当
該
他
の
土
地
と
の
境
界
に
関
す
る
測
量
が
実
施
さ
れ
た
旨
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
境
界
が
特
定

さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
三
十
一
条
第
二
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
土
地
の
所
有
権
登
記
名
義
人
等
（
同
法
第
百
二
十
三
条
第
五
号
に
規
定
す
る
所
有
権
登

記
名
義
人
等
を
い
う
。
）
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
者
の
同
意
を
得
た
と
き
は
、
同
法
第
百
二
十
五
条
に
規
定
す
る
筆
界
特
定

登
記
官
に
対
し
、
当
該
一
筆
の
土
地
と
当
該
他
の
土
地
と
の
筆
界
（
同
法
第
百
二
十
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
筆
界
を
い

い
、
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
地
図
が
作
成
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
同
法
第
百
二
十
三
条
第
二
号

に
規
定
す
る
筆
界
特
定
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
林
道
の
開
設
及
び
改
良
に
係
る
地
域
森
林
計
画
の
変
更
等
の
要
請
） 

第
四
十
八
条 

市
町
村
（
集
約
化
構
想
を
市
町
村
と
共
同
し
て
定
め
た
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
を
除
く
。
）
は
、
集

約
化
構
想
に
お
い
て
第
四
十
三
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
場
合
に
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
を
そ
の
区

域
に
含
む
都
道
府
県
の
知
事
に
対
し
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
集
約
化
構
想
に
お
い
て
定
め
ら

れ
た
当
該
事
項
に
関
連
し
て
必
要
と
な
る
森
林
法
第
五
条
第
一
項
の
地
域
森
林
計
画
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

単
に
「
地
域
森
林
計
画
」
と
い
う
。
）
を
た
て
、
又
は
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
の
要
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場



- 14 - 

 

合
に
お
い
て
は
、
当
該
要
請
に
係
る
地
域
森
林
計
画
の
素
案
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
前
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
要
請
を
踏
ま
え
た
地
域
森
林
計
画
（
当
該

要
請
に
係
る
地
域
森
林
計
画
の
素
案
の
内
容
の
全
部
又
は
一
部
を
実
現
す
る
こ
と
と
な
る
地
域
森
林
計
画
を
い
う
。
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
た
て
、
又
は
こ
れ
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
、
そ
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
そ
の
案
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
要
請
を
踏
ま
え
た
地
域
森
林
計
画
を
た
て
、
又
は
こ

れ
を
変
更
す
る
必
要
が
な
い
と
判
断
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
、
当
該
要
請
を
し
た
市
町
村

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
森
林
法
の
特
例
） 

第
四
十
九
条 

構
想
適
合
事
業
者
が
構
想
森
林
の
森
林
所
有
者
等
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
集
約
化
構
想
（
第
四
十
三
条

第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
従
っ
て
当
該
構
想
適
合
事
業
者
が
締
結
す
る
施

業
実
施
協
定
又
は
施
業
施
設
協
定
に
関
す
る
森
林
法
第
十
条
の
十
一
の
三
第
一
項
（
同
法
第
十
条
の
十
一
の
九
第
三
項
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
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三
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
同
法
第
十
条
の
十
一
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
及

び
縦
覧
が
あ
り
、
か
つ
、
同
項
の
縦
覧
期
間
が
満
了
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

（
適
合
事
業
者
に
よ
る
集
約
化
構
想
の
作
成
の
申
出
） 

第
五
十
条 
適
合
事
業
者
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
募
に
お

い
て
集
約
化
構
想
が
定
め
ら
れ
る
場
合
に
経
営
管
理
を
行
う
こ
と
を
希
望
し
た
公
募
区
域
内
の
森
林
の
区
域
に
つ
い
て
、

当
該
森
林
の
所
在
地
の
市
町
村
に
対
し
、
集
約
化
構
想
を
定
め
る
べ
き
こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
受
け
た
市
町
村
は
、
当
該
申
出
に
係
る
森
林
の
区
域
に
つ
い
て
集
約
化
構
想
を
定
め
な
い

こ
と
と
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
、
当
該
申
出
を
し
た
適
合
事
業
者
に
通
知
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す

る
。 

第
三
節 

権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
の
作
成
等 

（
権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
の
作
成
） 

第
五
十
一
条 

市
町
村
は
、
集
約
化
構
想
を
定
め
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
集
約
化
構
想
の
実
現
の
た
め
、
当
該
集
約
化
構

想
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
構
想
森
林
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
当
該
市
町
村
へ
の
当
該
構
想
森
林
の
経
営
管
理
権
の
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集
積
及
び
当
該
経
営
管
理
権
に
基
づ
く
構
想
適
合
事
業
者
へ
の
経
営
管
理
実
施
権
の
設
定
を
一
括
し
て
行
う
こ
と
が
必
要

か
つ
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
に
お
い
て
は
、
当
該
権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行

為
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 

市
町
村
へ
の
経
営
管
理
権
の
集
積 

次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

市
町
村
が
経
営
管
理
権
の
設
定
を
受
け
る
構
想
森
林
（
以
下
「
一
括
計
画
対
象
森
林
」
と
い
う
。
）
の
所
在
、
地

番
、
地
目
及
び
面
積 

ロ 

一
括
計
画
対
象
森
林
の
森
林
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所 

ハ 

市
町
村
が
設
定
を
受
け
る
経
営
管
理
権
の
始
期
及
び
存
続
期
間 

ニ 

市
町
村
が
設
定
を
受
け
る
経
営
管
理
権
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
経
営
管
理
の
内
容 

ホ 

販
売
収
益
か
ら
伐
採
等
に
要
す
る
経
費
を
控
除
し
て
な
お
利
益
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
森
林
所
有
者
に
支
払
わ
れ

る
べ
き
金
銭
の
額
の
算
定
方
法
並
び
に
当
該
金
銭
の
支
払
の
時
期
、
相
手
方
及
び
方
法 

ヘ 

一
括
計
画
対
象
森
林
に
つ
い
て
権
利
を
設
定
し
、
又
は
移
転
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
市
町
村
に
そ
の
旨
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を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
の
条
件 

ト 

ハ
に
規
定
す
る
存
続
期
間
の
満
了
時
及
び
第
九
条
第
二
項
又
は
第
五
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
五
条
第
二

項
、
第
二
十
三
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
委
託
が
解
除

さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
時
に
お
け
る
清
算
の
方
法 

チ 

そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項 

二 

構
想
適
合
事
業
者
へ
の
経
営
管
理
実
施
権
の
設
定 

次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

経
営
管
理
実
施
権
の
設
定
を
受
け
る
構
想
適
合
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所 

ロ 

構
想
適
合
事
業
者
が
経
営
管
理
実
施
権
の
設
定
を
受
け
る
一
括
計
画
対
象
森
林
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積 

ハ 

ロ
に
規
定
す
る
一
括
計
画
対
象
森
林
の
森
林
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所 

ニ 

構
想
適
合
事
業
者
が
設
定
を
受
け
る
経
営
管
理
実
施
権
の
始
期
及
び
存
続
期
間 

ホ 

構
想
適
合
事
業
者
が
設
定
を
受
け
る
経
営
管
理
実
施
権
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
経
営
管
理
の
内
容 

ヘ 

ロ
に
規
定
す
る
一
括
計
画
対
象
森
林
に
係
る
前
号
ホ
に
規
定
す
る
金
銭
の
額
の
算
定
方
法
並
び
に
当
該
金
銭
の
支

払
の
時
期
、
相
手
方
及
び
方
法 
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ト 

市
町
村
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
金
銭
が
あ
る
場
合
（
チ
に
規
定
す
る
清
算
の
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
当
該
金
銭

の
額
の
算
定
方
法
及
び
当
該
金
銭
の
支
払
の
時
期 

チ 
ニ
に
規
定
す
る
存
続
期
間
の
満
了
時
及
び
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
委
託
が
解
除
さ

れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
時
に
お
け
る
清
算
の
方
法 

リ 

そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項 

３ 

前
項
第
一
号
ホ
に
規
定
す
る
算
定
方
法
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
計
画
的
か
つ
確
実
に
伐
採
後
の
造
林
及
び
保
育
が

実
施
さ
れ
る
よ
う
、
伐
採
後
の
造
林
及
び
保
育
に
要
す
る
経
費
が
適
切
に
算
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

市
町
村
は
、
集
約
化
構
想
を
定
め
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
集
約
化
構
想
の
実
現
の
た
め
、
第
二
項
各
号
に
定
め
る
事

項
の
ほ
か
、
当
該
集
約
化
構
想
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
構
想
森
林
（
一
括
計
画
対
象
森
林
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
立
木
竹
及
び
土
地
を
対
象
と
し
て
、
構
想
適
合
事
業
者
へ
の
所
有
権
の
移
転
の
促
進
を
行
お
う
と
す
る
と

き
は
、
権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

所
有
権
の
移
転
を
受
け
る
構
想
適
合
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所 

二 

構
想
適
合
事
業
者
が
所
有
権
の
移
転
を
受
け
る
構
想
森
林
の
立
木
竹
及
び
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積 
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三 

構
想
適
合
事
業
者
に
前
号
に
規
定
す
る
構
想
森
林
の
立
木
竹
及
び
土
地
に
つ
い
て
所
有
権
の
移
転
を
行
う
者
の
氏
名

又
は
名
称
及
び
住
所 

四 
構
想
適
合
事
業
者
が
移
転
を
受
け
る
所
有
権
の
移
転
の
後
に
お
け
る
森
林
の
立
木
竹
及
び
土
地
の
利
用
目
的
並
び
に

当
該
所
有
権
の
移
転
の
時
期
並
び
に
移
転
の
対
価
及
び
そ
の
支
払
の
方
法 

五 

そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項 

５ 

権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
の
内
容
が
集
約
化
構
想
の
実
現
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

森
林
法
第
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
た
て
ら
れ
た
市
町
村
森
林
整
備
計
画
、
都
道
府
県
の
治
山
事
業
の
実
施

に
関
す
る
計
画
そ
の
他
地
方
公
共
団
体
の
森
林
の
整
備
及
び
保
全
に
関
す
る
計
画
と
の
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。 

三 

第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
一
括
計
画
対
象
森
林
ご
と
に
、
当
該
一
括
計
画
対
象
森
林
に
つ
い
て
所

有
権
、
地
上
権
、
質
権
、
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
、
賃
借
権
又
は
そ
の
他
の
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
有

す
る
者
の
全
部
の
同
意
が
得
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
数
人
の
共
有
に
属
す
る
一
括
計
画
対
象
森
林
に
つ
い
て
間
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伐
等
経
営
管
理
権
を
設
定
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
一
括
計
画
対
象
森
林
に
つ
い
て
所
有
権
を
有
す
る
者
の
同
意
に
つ

い
て
は
、
当
該
一
括
計
画
対
象
森
林
の
立
木
竹
及
び
土
地
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
二
分
の
一
を
超
え
る
共
有
持
分
を
有

す
る
者
の
同
意
が
得
ら
れ
て
い
れ
ば
足
り
る
。 

四 

第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
一
括
計
画
対
象
森
林
ご
と
に
、
同
号
イ
に
規
定
す
る
構
想
適
合
事
業
者

の
同
意
が
得
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

五 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。 

イ 

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
構
想
森
林
の
立
木
竹
及
び
土
地
ご
と
に
、
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
構
想
適
合
事
業
者

並
び
に
当
該
構
想
森
林
の
立
木
竹
及
び
土
地
に
つ
い
て
所
有
権
、
地
上
権
、
質
権
、
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
、
賃
借

権
又
は
そ
の
他
の
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
有
す
る
者
の
全
部
の
同
意
が
得
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

ロ 

前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
構
想
適
合
事
業
者
が
、
所
有
権
の
移
転
が
行
わ
れ
た
後
に
お
い
て
、
同
項
第
二
号
に
規

定
す
る
構
想
森
林
の
立
木
竹
及
び
土
地
を
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
森
林
の
立
木
竹
及
び
土
地
の
利
用
目
的
に
即
し

て
適
正
か
つ
確
実
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

（
権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
の
公
告
等
） 
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第
五
十
二
条 

市
町
村
は
、
権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅

滞
な
く
、
そ
の
旨
を
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
公
告
が
あ
っ
た
権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
の
う
ち
、
前
条
第
二
項

第
一
号
に
定
め
る
事
項
に
係
る
部
分
に
あ
っ
て
は
前
項
の
市
町
村
が
経
営
管
理
権
集
積
計
画
を
定
め
て
第
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
し
た
も
の
と
、
前
条
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
事
項
に
係
る
部
分
に
あ
っ
て
は
前
項
の
市
町
村
が
経
営

管
理
実
施
権
配
分
計
画
を
定
め
て
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
た
も
の
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
、
こ
の
法

律
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
五
条
第
二
項
第
六
号
中
「
第
四
条
第
二
項
第
五
号
」
と
あ
る
の

は
「
第
五
十
一
条
第
二
項
第
一
号
ホ
」
と
、
第
四
十
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
三
十
六
条
第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は

「
第
四
十
四
条
第
二
項
各
号
」
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
（
前
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
定
め
ら
れ
た
権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
に
係
る
も

の
に
限
る
。
第
五
十
四
条
か
ら
第
五
十
六
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
公
告
が
あ
っ
た
権
利
集

積
配
分
一
括
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
所
有
権
が
移
転
す
る
。 

（
権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
の
作
成
手
続
の
特
例
） 
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第
五
十
三
条 

第
二
章
第
二
節
の
規
定
は
、
権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
の
う
ち
第
五
十
一
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
事
項

に
係
る
部
分
を
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
部
分
に
係
る
一
括
計
画
対
象
森
林
の
う
ち
に
、
共
有
者
不
明
森
林
、
確
知

所
有
者
不
同
意
森
林
又
は
所
有
者
不
明
森
林
が
あ
る
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
一
条
第

一
項
及
び
第
三
十
条
第
一
項
中
「
第
七
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
五
十
二
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。 

（
登
記
の
特
例
） 

第
五
十
四
条 

第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
っ
た
権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
に
係
る
土
地
の
登
記
に
つ
い

て
は
、
政
令
で
、
不
動
産
登
記
法
の
特
例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
森
林
法
の
特
例
） 

第
五
十
五
条 

第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
森
林
法
第
十
条
の
七
の
二
第
一
項
本
文
の
規

定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。 

（
勧
告
） 

第
五
十
六
条 

市
町
村
の
長
は
、
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
っ
た
権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
の
定
め
る
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と
こ
ろ
に
よ
る
所
有
権
の
移
転
を
受
け
た
構
想
適
合
事
業
者
が
当
該
権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
森

林
の
立
木
竹
及
び
土
地
の
利
用
目
的
に
従
っ
て
森
林
の
立
木
竹
及
び
土
地
を
利
用
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該

構
想
適
合
事
業
者
に
対
し
、
相
当
の
期
限
を
定
め
て
、
当
該
利
用
目
的
に
従
っ
て
森
林
の
立
木
竹
及
び
土
地
を
利
用
す
べ

き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
六
章 

経
営
管
理
支
援
法
人 

（
経
営
管
理
支
援
法
人
の
指
定
） 

第
五
十
七
条 

市
町
村
の
長
は
、
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定

非
営
利
活
動
法
人
、
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
又
は
経
営
管
理
の
実
施
を
支
援
す
る
活
動
を
行
う
法
人
で

あ
っ
て
、
次
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ

り
、
経
営
管
理
支
援
法
人
（
以
下
「
支
援
法
人
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

市
町
村
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
支
援
法
人
の
名
称
又
は
商
号
、
住
所
及
び
事
務
所

又
は
営
業
所
の
所
在
地
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

支
援
法
人
は
、
そ
の
名
称
若
し
く
は
商
号
、
住
所
又
は
事
務
所
若
し
く
は
営
業
所
の
所
在
地
を
変
更
す
る
と
き
は
、
あ
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ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
市
町
村
の
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 
市
町
村
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
届
出
に
係
る
事
項
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
支
援
法
人
の
業
務
） 

第
五
十
八
条 
支
援
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

森
林
所
有
者
、
民
間
事
業
者
そ
の
他
経
営
管
理
を
行
お
う
と
す
る
者
に
対
し
、
経
営
管
理
の
実
施
に
関
す
る
情
報
の

提
供
又
は
相
談
そ
の
他
の
経
営
管
理
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。 

二 

経
営
管
理
の
実
施
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
う
こ
と
。 

三 

経
営
管
理
の
実
施
に
関
す
る
普
及
啓
発
を
行
う
こ
と
。 

四 

委
託
に
基
づ
き
、
現
に
経
営
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
森
林
の
森
林
所
有
者
（
第
六
十
条
第
二
項
に
お
い
て
単
に

「
森
林
所
有
者
」
と
い
う
。
）
の
探
索
を
行
う
こ
と
。 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
経
営
管
理
の
実
施
を
支
援
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
又
は
事
務
を
行
う
こ
と
。 

（
監
督
等
） 

第
五
十
九
条 

市
町
村
の
長
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
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め
る
と
き
は
、
支
援
法
人
に
対
し
、
そ
の
業
務
に
関
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 
市
町
村
の
長
は
、
支
援
法
人
が
前
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、

支
援
法
人
に
対
し
、
そ
の
業
務
の
運
営
の
改
善
に
関
し
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

市
町
村
の
長
は
、
支
援
法
人
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

市
町
村
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
情
報
提
供
等
） 

第
六
十
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
支
援
法
人
に
対
し
、
そ
の
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
情
報
の
提
供
又
は
指
導
若

し
く
は
助
言
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

市
町
村
の
長
は
、
支
援
法
人
か
ら
第
五
十
八
条
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
の
遂
行
の
た
め
森
林
所
有
者
を
知
る
必
要
が
あ

る
と
し
て
、
森
林
所
有
者
に
関
す
る
情
報
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
所
有
者
関
連
情
報
」
と
い
う
。
）
の
提

供
の
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
森
林
所
有
者
の
探
索
に
必
要
な
限
度
で
、
当
該
支
援
法
人
に
対
し
、
所
有
者
関
連
情

報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。 
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３ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
の
長
は
、
支
援
法
人
に
対
し
所
有
者
関
連
情
報
を
提
供
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
当
該
所
有
者
関
連
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
に
つ
い
て
本
人
（
当
該
所
有
者
関
連
情
報
に
よ
っ
て
識
別
さ
れ
る
特
定
の

個
人
を
い
う
。
）
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

前
項
の
同
意
は
、
そ
の
所
在
が
判
明
し
て
い
る
者
に
対
し
て
求
め
れ
ば
足
り
る
。 

（
支
援
法
人
に
よ
る
経
営
管
理
権
集
積
計
画
等
の
作
成
の
申
出
） 

第
六
十
一
条 

支
援
法
人
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
支
援
法
人
を
指
定
し
た
市
町
村
に
対
し
、

当
該
市
町
村
の
区
域
内
の
森
林
に
つ
い
て
経
営
管
理
権
集
積
計
画
を
定
め
、
又
は
当
該
区
域
内
の
森
林
の
区
域
に
つ
い
て

集
約
化
構
想
を
定
め
る
べ
き
こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
森
林
法
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
六
条
第
五
項
第
一
号
中
「
及
び
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同

項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三 

前
条
第
二
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
森
林
経
営
管
理
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
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一
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
市
町
村
か
ら
の
要
請
に
係
る
部
分 

農
林
水
産
大
臣
及
び
当
該
市
町
村
の
長
に

協
議
す
る
こ
と
。 

第
十
条
の
二
第
一
項
中
「
こ
え
る
」
を
「
超
え
る
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改

め
、
同
項
各
号
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
か
ん
養
」
を
「
涵
養
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
条
件
を
附
す
る
」
を
「
擁
壁
、
排
水
施
設
そ
の
他
の
森
林
の
有
す
る
公
益
的
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
施

設
を
設
置
し
、
又
は
維
持
管
理
す
べ
き
こ
と
そ
の
他
の
条
件
を
付
す
る
」
に
改
め
る
。 

第
十
条
の
三
中
「
附
し
た
」
を
「
付
し
た
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
当
該
命
令
に
従
わ
な
か
つ
た

と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
命
令
に
係
る
森
林
の
土
地
の
地
番
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
十
条
の
八
第
一
項
中
「
森
林
所
有
者
等
は
」
を
「
森
林
所
有
者
等
（
市
町
村
が
そ
の
区
域
内
に
お
い
て
伐
採
す
る
場
合

の
当
該
市
町
村
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
」
に
改
め
る
。 

第
十
条
の
十
一
第
一
項
中
「
こ
の
項
」
の
下
に
「
及
び
第
十
条
の
十
一
の
九
第
一
項
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
第
二
号
イ

及
び
ロ
中
「
申
請
」
を
「
認
可
の
申
請
」
に
改
め
る
。 
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第
十
条
の
十
一
の
四
第
一
項
中
「
全
て
に
」
を
「
い
ず
れ
に
も
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

四 

第
十
条
の
十
一
第
一
項
の
認
可
の
申
請
に
係
る
施
業
実
施
協
定
に
あ
つ
て
は
、
森
林
経
営
管
理
法
第
四
十
三
条
第
一

項
に
規
定
す
る
集
約
化
構
想
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
集
約
化
構
想
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
同
条
第

二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
区
域
が
施
業
実
施
協
定
の
対
象
と
す
る
森
林
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
を
含
む
も
の
で
あ
る
と

き
は
、
施
業
実
施
協
定
の
内
容
が
当
該
集
約
化
構
想
の
実
現
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

第
十
条
の
十
一
の
八
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
施
業
施
設
協
定
） 

第
十
条
の
十
一
の
九 

対
象
森
林
の
森
林
所
有
者
等
及
び
当
該
対
象
森
林
の
施
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
作
業
路
網
そ

の
他
の
施
設
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
業
施
設
」
と
い
う
。
）
の
施
設
所
有
者
等
（
当
該
施
業
施
設
の
所
有
者
、
そ

の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
所
有
者
又
は
当
該
土
地
の
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
（
臨
時
設
備
そ
の
他
一
時
的
に
使

用
す
る
施
設
の
た
め
設
定
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
を
除
く
。
）
を
有
す
る
者
を
い
う
。
）
は
、
当
該
市
町
村
の
長

の
認
可
を
受
け
て
、
当
該
対
象
森
林
に
つ
い
て
一
定
の
区
域
を
定
め
、
そ
の
区
域
内
の
森
林
の
施
業
を
実
施
す
る
た
め
に

必
要
な
施
業
施
設
の
設
置
又
は
維
持
運
営
に
関
す
る
協
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
業
施
設
協
定
」
と
い
う
。
）
を
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締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 
施
業
施
設
協
定
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 
施
業
施
設
協
定
の
目
的
と
な
る
前
項
の
森
林
の
区
域
及
び
そ
の
面
積
並
び
に
施
業
施
設
の
位
置 

二 

施
業
施
設
の
設
置
又
は
維
持
運
営
に
関
す
る
事
項 

三 

施
業
施
設
協
定
の
有
効
期
間 

四 

施
業
施
設
協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置 

３ 

第
十
条
の
十
一
（
第
四
項
及
び
第
五
項
に
限
る
。
）
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
施
業
施
設
協
定
並
び
に
当
該
施
業
施

設
協
定
の
対
象
と
な
る
森
林
及
び
施
業
施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
の
十
一
第
四
項
中

「
森
林
の
土
地
の
所
有
者
」
と
あ
る
の
は
「
施
業
施
設
協
定
の
対
象
と
な
る
施
業
施
設
の
施
設
所
有
者
等
（
第
十
条
の
十

一
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
所
有
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
第
十
条
の
十
一
の
三
第
一
項
及
び
第
十
条

の
十
一
の
四
第
一
項
中
「
第
十
条
の
十
一
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
条
の
十
一
の
九
第
一
項
」
と
、
同

項
第
二
号
中
「
森
林
」
と
あ
る
の
は
「
森
林
及
び
施
業
施
設
協
定
の
対
象
と
す
る
施
業
施
設
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
第

十
条
の
十
一
第
一
項
の
認
可
の
申
請
に
係
る
施
業
実
施
協
定
に
あ
つ
て
は
、
森
林
経
営
管
理
法
」
と
あ
る
の
は
「
森
林
経
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営
管
理
法
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
明
示
し
」
と
あ
る
の
は
「
明
示
し
、
か
つ
、
施
業
施
設
協
定
の
対
象
と
す
る
施
業
施

設
で
あ
る
旨
を
当
該
施
業
施
設
内
の
見
や
す
い
場
所
に
、
又
は
当
該
施
業
施
設
が
存
す
る
旨
を
そ
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の

区
域
内
の
見
や
す
い
場
所
に
明
示
し
」
と
、
第
十
条
の
十
一
の
五
第
一
項
、
第
十
条
の
十
一
の
七
第
一
項
及
び
前
条
第
二

項
中
「
森
林
の
土
地
の
所
有
者
」
と
あ
る
の
は
「
施
設
所
有
者
等
」
と
、
第
十
条
の
十
一
の
六
中
「
森
林
の
土
地
の
所
有

者
」
と
あ
る
の
は
「
施
業
施
設
協
定
の
対
象
と
す
る
施
業
施
設
の
施
設
所
有
者
等
」
と
、
第
十
条
の
十
一
の
七
第
一
項
中

「
第
十
条
の
十
一
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
条
の
十
一
の
九
第
一
項
」
と
、
前
条
第
一
項
中
「
第

十
条
の
十
一
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
条
の
十
二
の
三
第
四
号
中
「
六
月
」
を
「
二
月
」
に
改
め
る
。 

第
二
百
六
条
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
同
条
第
二
号
中
「
第
十
条
の
三
」
を
「
第
十
条
の
三

第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二 

第
十
条
の
二
第
一
項
の
許
可
に
付
し
た
同
条
第
四
項
の
条
件
（
擁
壁
、
排
水
施
設
そ
の
他
の
森
林
の
有
す
る
公
益
的

機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
を
設
置
し
、
又
は
維
持
管
理
す
べ
き
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に

違
反
し
、
開
発
行
為
を
し
た
者 
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附 

則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
共
有
者
不
明
森
林
及
び
所
有
者
不
明
森
林
に
係
る
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
森
林
経
営
管
理
法
第
十
一
条
及
び
第
二
十
五
条
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の

日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
さ
れ
る
公
告
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
さ
れ
た
公
告
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
の
届
出
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
三
条 

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
森
林
法
（
次
条
及
び
附
則
第
五
条
に
お
い
て
「
新
森
林
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条

の
八
第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
さ
れ
る
伐
採
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
さ
れ
た
伐
採
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
施
業
実
施
協
定
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
四
条 

新
森
林
法
第
十
条
の
十
一
の
四
第
一
項
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
十
条
の
十
一
の
八
第
一
項
（
同
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号
に
掲
げ
る
要
件
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
新
森
林
法
第
十
条
の
十
一
第
一
項
の
認
可
の
申
請

の
あ
っ
た
同
項
に
規
定
す
る
施
業
実
施
協
定
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
森
林
法
第

十
条
の
十
一
第
一
項
の
認
可
の
申
請
の
あ
っ
た
同
項
に
規
定
す
る
施
業
実
施
協
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
共
有
者
不
確
知
森
林
の
共
有
者
に
よ
る
森
林
の
施
業
の
円
滑
化
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
五
条 

新
森
林
法
第
十
条
の
十
二
の
三
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
森
林
法
第
十
条
の
十
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公

告
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
申
請
に
係
る
公
告
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の

申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
申
請
に
係
る
公
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
検
討
） 

第
六
条 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
森
林
経
営
管
理
法
及
び
森
林
法

の
規
定
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
当
該
規
定
に
基
づ
く
規
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 
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別
表
第
二
の
五
の
四
十
一
の
項
及
び
別
表
第
四
の
四
の
四
十
一
の
項
中
「
経
営
管
理
意
向
調
査
の
実
施
」
を
「
調
査
」
に

改
め
、
「
第
二
十
四
条
」
の
下
に
「
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
五
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加

え
、
「
又
は
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
」
を
「
、
同
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
調
査
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
権
利
集

積
配
分
一
括
計
画
の
作
成
又
は
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

（
木
材
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
） 

第
八
条 

木
材
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 第

四
条
第
一
項
中
「
民
間
事
業
者
」
の
下
に
「
、
同
法
第
四
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
適
合
事
業
者
」
を
加
え
る
。 

（
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
法
の
一
部
改
正
） 

第
九
条 

独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
二
条
第
三
項
中
「
第
四
十
六
条
」
を
「
第
六
十
六
条
」
に
改
め
る
。 

（
地
域
に
お
け
る
生
物
の
多
様
性
の
増
進
の
た
め
の
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
十
条 

地
域
に
お
け
る
生
物
の
多
様
性
の
増
進
の
た
め
の
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
十
八
号
）
の
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一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
第
二
項
中
「
及
び
当
該
市
町
村
」
を
削
り
、
「
認
定
連
携
市
町
村
等
」
を
「
認
定
連
携
活
動
実
施
者
」
に
改
め

る
。



理

由

最
近
に
お
け
る
森
林
の
経
営
管
理
を
め
ぐ
る
状
況
に
鑑
み
、
森
林
の
循
環
利
用
を
促
進
す
る
た
め
、
市
町
村
等
が
経
営
管
理

の
集
約
化
に
関
す
る
目
標
等
を
定
め
る
構
想
を
定
め
た
場
合
に
、
市
町
村
は
そ
の
実
現
の
た
め
経
営
管
理
権
及
び
経
営
管
理
実

施
権
を
一
括
で
設
定
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
と
と
も
に
、
施
業
実
施
協
定
に
加
え
、
施
設
整
備
等
の
共
同
化
に
関
す
る
協
定

を
追
加
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。



森
林
経
営
管
理
法
及
び
森
林
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

新
旧
対
照
条
文

目
次

○

森
林
経
営
管
理
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
五
号
）
（
第
一
条
関
係
）

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
 

１

○

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
（
第
二
条
関
係
）

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
 

20

○

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
（
附
則
第
七
条
関
係
）

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
 

26

○

木
材
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
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森
林
経
営
管
理
法
及
び
森
林
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

新
旧
対
照
条
文

○

森
林
経
営
管
理
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
五
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条―
第
三
条
）

第
二
章

市
町
村
へ
の
経
営
管
理
権
の
集
積

第
一
節 

経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
作
成
等
（
第
四
条―

第
九
条
）

第
二
節

経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
作
成
手
続
の
特
例 

第
一
款 

共
有
者
不
明
森
林
に
係
る
特
例
（
第
十
条―

第
十
五
条
）

第
二
款

確
知
所
有
者
不
同
意
森
林
に
係
る
特
例
（
第
十
六
条―

第
二
十

三
条
） 

第
三
款

所
有
者
不
明
森
林
に
係
る
特
例
（
第
二
十
四
条―

第
三
十
二
条

） 

第
三
章

市
町
村
に
よ
る
森
林
の
経
営
管
理
（
第
三
十
三
条
・
第
三
十
四
条
）

第
四
章

民
間
事
業
者
へ
の
経
営
管
理
実
施
権
の
配
分
（
第
三
十
五
条―

第
四

十
一
条
） 

第
五
章

経
営
管
理
の
集
約
化
の
推
進

第
一
節 

定
義
（
第
四
十
二
条
） 

第
二
節

地
域
経
営
管
理
集
約
化
構
想
の
作
成
等
（
第
四
十
三
条―

第
五
十

条
） 

第
三
節

権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
の
作
成
等
（
第
五
十
一
条―

第
五
十
六

条
） 

第
六
章

経
営
管
理
支
援
法
人
（
第
五
十
七
条―

第
六
十
一
条
）

第
七
章

災
害
等
防
止
措
置
命
令
等
（
第
六
十
二
条
・
第
六
十
三
条
）

第
八
章

林
業
経
営
者
に
対
す
る
支
援
措
置
（
第
六
十
四
条―

第
六
十
六
条
）

第
九
章

雑
則
（
第
六
十
七
条―

第
七
十
一
条
） 

第
十
章

罰
則
（
第
七
十
二
条
・
第
七
十
三
条
）

附
則 

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条―

第
三
条
）

第
二
章

市
町
村
へ
の
経
営
管
理
権
の
集
積

第
一
節 

経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
作
成
等
（
第
四
条―

第
九
条
）

第
二
節

経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
作
成
手
続
の
特
例 

第
一
款 

共
有
者
不
明
森
林
に
係
る
特
例
（
第
十
条―

第
十
五
条
）

第
二
款

確
知
所
有
者
不
同
意
森
林
に
係
る
特
例
（
第
十
六
条―

第
二
十

三
条
） 

第
三
款

所
有
者
不
明
森
林
に
係
る
特
例
（
第
二
十
四
条―

第
三
十
二
条

） 

第
三
章

市
町
村
に
よ
る
森
林
の
経
営
管
理
（
第
三
十
三
条
・
第
三
十
四
条
）

第
四
章

民
間
事
業
者
へ
の
経
営
管
理
実
施
権
の
配
分
（
第
三
十
五
条―

第
四

十
一
条
） 

第
五
章

災
害
等
防
止
措
置
命
令
等
（
第
四
十
二
条
・
第
四
十
三
条
）

第
六
章

林
業
経
営
者
に
対
す
る
支
援
措
置
（
第
四
十
四
条―

第
四
十
六
条
）

第
七
章

雑
則
（
第
四
十
七
条―

第
五
十
一
条
） 

第
八
章

罰
則
（
第
五
十
二
条
・
第
五
十
三
条
）

附
則 
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（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
た
て
ら
れ
た
地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
す
る
森
林

に
つ
い
て
、
市
町
村
が
、
森
林
所
有
者
か
ら
経
営
管
理
権
を
取
得
し
た
上
で
、

自
ら
経
営
管
理
を
行
い
、
又
は
経
営
管
理
実
施
権
を
民
間
事
業
者
に
設
定
す
る

等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
林
業
経
営
の
効
率
化
及
び
森
林
の
管
理
の

適
正
化
の
一
体
的
な
促
進
を
図
り
、
も
っ
て
林
業
の
持
続
的
発
展
及
び
森
林
の

有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
た
て
ら
れ
た
地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
す
る
森
林

に
つ
い
て
、
市
町
村
が
、
経
営
管
理
権
集
積
計
画
を
定
め
、
森
林
所
有
者
か
ら

経
営
管
理
権
を
取
得
し
た
上
で
、
自
ら
経
営
管
理
を
行
い
、
又
は
経
営
管
理
実

施
権
を
民
間
事
業
者
に
設
定
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
林
業
経

営
の
効
率
化
及
び
森
林
の
管
理
の
適
正
化
の
一
体
的
な
促
進
を
図
り
、
も
っ
て

林
業
の
持
続
的
発
展
及
び
森
林
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
に
資
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

（
略
） 

（
定
義
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
経
営
管
理
」
と
は
、
森
林
（
森
林
法
第
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
た
て
ら
れ
た
地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
す
る
も
の
に
限
る
。
第

七
章
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
自
然
的
経
済
的
社
会
的
諸
条
件
に
応

じ
た
適
切
な
経
営
又
は
管
理
を
持
続
的
に
行
う
こ
と
を
い
う
。 

３ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
経
営
管
理
」
と
は
、
森
林
（
森
林
法
第
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
た
て
ら
れ
た
地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
す
る
も
の
に
限
る
。
第

五
章
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
自
然
的
経
済
的
社
会
的
諸
条
件
に
応

じ
た
適
切
な
経
営
又
は
管
理
を
持
続
的
に
行
う
こ
と
を
い
う
。 

４
・
５ 

（
略
） 

４
・
５ 

（
略
） 

 

（
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
作
成
） 

第
四
条 

（
略
） 

（
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
作
成
） 

第
四
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
計
画
的
か

つ
確
実
に
伐
採
後
の
造
林
及
び
保
育
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
伐
採
後
の
造
林
及

び
保
育
に
要
す
る
経
費
が
適
切
に
算
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
計
画
的
か

つ
確
実
に
伐
採
後
の
造
林
及
び
保
育
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
経
営
管
理
が

行
わ
れ
る
よ
う
、
伐
採
後
の
造
林
及
び
保
育
に
要
す
る
経
費
が
適
切
に
算
定
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

経
営
管
理
権
集
積
計
画
は
、
森
林
法
第
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
た

て
ら
れ
た
市
町
村
森
林
整
備
計
画
、
都
道
府
県
の
治
山
事
業
（
同
法
第
十
条
の

十
五
第
四
項
第
四
号
に
規
定
す
る
治
山
事
業
を
い
う
。
第
四
十
三
条
第
五
項
第

一
号
及
び
第
五
十
一
条
第
五
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
実
施
に
関
す
る

計
画
そ
の
他
地
方
公
共
団
体
の
森
林
の
整
備
及
び
保
全
に
関
す
る
計
画
と
の
調

４ 

経
営
管
理
権
集
積
計
画
は
、
森
林
法
第
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
た

て
ら
れ
た
市
町
村
森
林
整
備
計
画
、
都
道
府
県
の
治
山
事
業
（
同
法
第
十
条
の

十
五
第
四
項
第
四
号
に
規
定
す
る
治
山
事
業
を
い
う
。
）
の
実
施
に
関
す
る
計

画
そ
の
他
地
方
公
共
団
体
の
森
林
の
整
備
及
び
保
全
に
関
す
る
計
画
と
の
調
和

が
保
た
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 
経
営
管
理
権
集
積
計
画
は
、
集
積
計
画
対
象
森
林
ご
と
に
、
当
該
集
積
計
画

対
象
森
林
に
つ
い
て
所
有
権
、
地
上
権
、
質
権
、
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
、
賃

借
権
又
は
そ
の
他
の
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
有
す
る
者
の
全
部

の
同
意
が
得
ら
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
数
人
の
共

有
に
属
す
る
集
積
計
画
対
象
森
林
に
つ
い
て
経
営
管
理
権
（
そ
の
存
続
期
間
が

五
十
年
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
経
営
管
理
権
に
基
づ
い
て
行
わ
れ

る
経
営
管
理
の
内
容
が
間
伐
（
こ
れ
に
係
る
木
材
の
販
売
を
含
む
。
）
及
び
保

育
の
み
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
第
十
条
及
び
第
五
十
一
条
第
五
項
第
三
号
た
だ

し
書
に
お
い
て
「
間
伐
等
経
営
管
理
権
」
と
い
う
。
）
を
設
定
す
る
場
合
に
お

け
る
当
該
集
積
計
画
対
象
森
林
に
つ
い
て
所
有
権
を
有
す
る
者
の
同
意
に
つ
い

て
は
、
当
該
集
積
計
画
対
象
森
林
の
立
木
竹
及
び
土
地
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

二
分
の
一
を
超
え
る
共
有
持
分
を
有
す
る
者
の
同
意
が
得
ら
れ
て
い
れ
ば
足
り

る
も
の
と
す
る
。 

 

５ 

経
営
管
理
権
集
積
計
画
は
、
集
積
計
画
対
象
森
林
ご
と
に
、
当
該
集
積
計
画

対
象
森
林
に
つ
い
て
所
有
権
、
地
上
権
、
質
権
、
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
、
賃

借
権
又
は
そ
の
他
の
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
有
す
る
者
の
全
部

の
同
意
が
得
ら
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
意
向
調
査
） 

第
五
条 

市
町
村
は
、
経
営
管
理
権
集
積
計
画
を
定
め
る
場
合
に
は
、
農
林
水
産

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
集
積
計
画
対
象
森
林
の
森
林
所
有
者
（
次
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
対
し
、
当
該
集
積
計

画
対
象
森
林
に
つ
い
て
の
経
営
管
理
の
意
向
に
関
す
る
調
査
を
行
う
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
当
該
集
積
計
画
対
象
森
林
に
つ
い
て
、
既
に
第
四
十
五
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
行
っ
て
い
る
場
合
は
、
当
該
調
査
の
実
施
を
も
っ
て

、
こ
の
条
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
実
施
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

。 

 

（
経
営
管
理
意
向
調
査
） 

第
五
条 

市
町
村
は
、
経
営
管
理
権
集
積
計
画
を
定
め
る
場
合
に
は
、
農
林
水
産

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
集
積
計
画
対
象
森
林
の
森
林
所
有
者
（
次
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
対
し
、
当
該
集
積
計

画
対
象
森
林
に
つ
い
て
の
経
営
管
理
の
意
向
に
関
す
る
調
査
（
第
四
十
八
条
第

一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
経
営
管
理
意
向
調
査
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の
と

す
る
。 

（
不
明
森
林
共
有
者
の
探
索
） 

第
十
条 

市
町
村
は
、
経
営
管
理
権
集
積
計
画
（
存
続
期
間
が
五
十
年
を
超
え
な

い
経
営
管
理
権
の
設
定
を
市
町
村
が
受
け
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
に
限
る

。
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、
集
積
計
画
対

象
森
林
の
う
ち
に
、
数
人
の
共
有
に
属
す
る
森
林
で
あ
っ
て
そ
の
森
林
所
有
者

の
一
部
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
（
以
下
「
共
有
者
不
明
森
林
」
と

い
う
。
）
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
森
林
所
有
者
で
知
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
い

（
不
明
森
林
共
有
者
の
探
索
） 

第
十
条 

市
町
村
は
、
経
営
管
理
権
集
積
計
画
（
存
続
期
間
が
五
十
年
を
超
え
な

い
経
営
管
理
権
の
設
定
を
市
町
村
が
受
け
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
に
限
る

。
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、
集
積
計
画
対

象
森
林
の
う
ち
に
、
数
人
の
共
有
に
属
す
る
森
林
で
あ
っ
て
そ
の
森
林
所
有
者

の
一
部
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
（
以
下
「
共
有
者
不
明
森
林
」
と

い
う
。
）
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
森
林
所
有
者
で
知
れ
て
い
る
も
の
の
全
部
が
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ず
れ
か
の
者
が
当
該
経
営
管
理
権
集
積
計
画
に
同
意
し
て
い
る
と
き
（
当
該
共

有
者
不
明
森
林
に
つ
い
て
間
伐
等
経
営
管
理
権
を
設
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、

当
該
共
有
者
不
明
森
林
の
立
木
竹
及
び
土
地
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
二
分
の
一

を
超
え
る
共
有
持
分
を
有
す
る
者
が
当
該
経
営
管
理
権
集
積
計
画
に
同
意
し
て

い
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
相
当
な
努
力
が
払
わ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と

し
て
政
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
森
林
所
有
者
で
確
知
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
も
の
（
以
下
「
不
明
森
林
共
有
者
」
と
い
う
。
）
の
探
索
を
行
う
も
の

と
す
る
。 

 

当
該
経
営
管
理
権
集
積
計
画
に
同
意
し
て
い
る
と
き
は
、
相
当
な
努
力
が
払
わ

れ
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
森
林
所

有
者
で
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
（
以
下
「
不
明
森
林
共
有
者
」
と
い

う
。
）
の
探
索
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
共
有
者
不
明
森
林
に
係
る
公
告
） 

第
十
一
条 

市
町
村
は
、
前
条
の
探
索
を
行
っ
て
も
な
お
不
明
森
林
共
有
者
を
確

知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
定
め
よ
う
と
す
る
経
営
管
理
権
集
積

計
画
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
五 

（
略
） 

（
共
有
者
不
明
森
林
に
係
る
公
告
） 

第
十
一
条 

市
町
村
は
、
前
条
の
探
索
を
行
っ
て
も
な
お
不
明
森
林
共
有
者
を
確

知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
定
め
よ
う
と
す
る
経
営
管
理
権
集
積

計
画
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
五 

（
略
） 

六 

不
明
森
林
共
有
者
は
、
公
告
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
以
内
に
、
農
林
水

産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
権
原
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
市

町
村
に
申
し
出
て
、
経
営
管
理
権
集
積
計
画
又
は
前
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
異
議
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
旨 

六 

不
明
森
林
共
有
者
は
、
公
告
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
以
内
に
、
農
林
水

産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
権
原
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
市

町
村
に
申
し
出
て
、
経
営
管
理
権
集
積
計
画
又
は
前
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
異
議
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
旨 

七 

（
略
） 

七 

（
略
） 

 

（
所
有
者
不
明
森
林
に
係
る
公
告
） 

第
二
十
五
条 

市
町
村
は
、
前
条
の
探
索
を
行
っ
て
も
な
お
不
明
森
林
所
有
者
を

確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
定
め
よ
う
と
す
る
経
営
管
理
権
集

積
計
画
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

（
所
有
者
不
明
森
林
に
係
る
公
告
） 

第
二
十
五
条 

市
町
村
は
、
前
条
の
探
索
を
行
っ
て
も
な
お
不
明
森
林
所
有
者
を

確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
定
め
よ
う
と
す
る
経
営
管
理
権
集

積
計
画
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

不
明
森
林
所
有
者
は
、
公
告
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
以
内
に
、
農
林
水

産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
権
原
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
市

町
村
に
申
し
出
る
べ
き
旨 

三 

不
明
森
林
所
有
者
は
、
公
告
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
以
内
に
、
農
林
水

産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
権
原
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
市

町
村
に
申
し
出
る
べ
き
旨 

四
～
八 

（
略
） 

四
～
八 
（
略
） 

 

（
経
営
管
理
実
施
権
配
分
計
画
の
取
消
し
） 

第
四
十
条 

市
町
村
は
、
第
九
条
第
二
項
又
は
第
十
五
条
第
二
項
、
第
二
十
三
条

（
経
営
管
理
実
施
権
配
分
計
画
の
取
消
し
） 

第
四
十
条 

市
町
村
は
、
第
九
条
第
二
項
、
第
十
五
条
第
二
項
、
第
二
十
三
条
第
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第
二
項
若
し
く
は
第
三
十
二
条
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十
三
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る

委
託
が
解
除
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
経
営
管
理
実
施
権
配
分

計
画
の
う
ち
当
該
解
除
に
係
る
経
営
管
理
権
に
基
づ
い
て
設
定
さ
れ
た
経
営
管

理
実
施
権
に
係
る
森
林
に
係
る
部
分
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。 

二
項
又
は
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
委

託
が
解
除
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
経
営
管
理
実
施
権
配
分
計

画
の
う
ち
当
該
解
除
に
係
る
経
営
管
理
権
に
基
づ
い
て
設
定
さ
れ
た
経
営
管
理

実
施
権
に
係
る
森
林
に
係
る
部
分
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

第
五
章 

経
営
管
理
の
集
約
化
の
推
進 

 

（
新
設
） 

第
一
節 

定
義 

 

（
新
設
） 

第
四
十
二
条 

こ
の
章
に
お
い
て
「
経
営
管
理
の
集
約
化
」
と
は
、
一
体
経
営
管

理
森
林
（
自
然
的
経
済
的
社
会
的
諸
条
件
、
そ
の
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
土
地

の
利
用
の
動
向
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
一
体
と
し
て
経
営
管
理
を
行
う

こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
森
林
を
い
う
。
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
第
一
号

並
び
に
第
四
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
域
に
お
い
て
、
必
要
な

作
業
路
網
の
整
備
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
つ
つ
、
当
該
区
域
内
の
森
林
ご
と
に

必
要
な
経
営
管
理
実
施
権
の
設
定
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
一

体
的
か
つ
効
率
的
な
経
営
管
理
の
実
施
を
実
現
す
る
こ
と
を
い
う
。 

（
新
設
） 

  

２ 

こ
の
章
に
お
い
て
「
適
合
事
業
者
」
と
は
、
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
経
営
管
理
を
効
率
的
か
つ
安
定
的
に
行
う
能
力
を
有
し
、
か
つ
、
経
営

管
理
を
確
実
に
行
う
に
足
り
る
経
理
的
な
基
礎
を
有
す
る
と
都
道
府
県
が
認
め

て
公
表
し
て
い
る
民
間
事
業
者
を
い
う
。 

 

 

第
二
節 

地
域
経
営
管
理
集
約
化
構
想
の
作
成
等 

 

（
新
設
） 

（
地
域
経
営
管
理
集
約
化
構
想
の
作
成
） 

第
四
十
三
条 

市
町
村
は
、
単
独
で
又
は
他
の
市
町
村
若
し
く
は
都
道
府
県
（
当

該
市
町
村
又
は
当
該
他
の
市
町
村
の
区
域
を
そ
の
区
域
に
含
む
都
道
府
県
に
限

る
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
共
同
し
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
第
四
十
五
条
第
一
項
の
協
議
の
結
果
を
踏
ま
え
、
一
以
上
の
一
体
経
営
管

理
森
林
が
存
す
る
地
域
ご
と
に
、
当
該
地
域
に
お
け
る
経
営
管
理
の
集
約
化
に

 

（
新
設
） 



 

 

- 6 - 

関
す
る
構
想
（
以
下
「
集
約
化
構
想
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る

。 
２ 
集
約
化
構
想
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 
一
体
経
営
管
理
森
林
の
区
域 

二 

前
号
に
掲
げ
る
区
域
に
お
け
る
経
営
管
理
の
方
針 

三 

前
号
に
掲
げ
る
方
針
を
踏
ま
え
た
経
営
管
理
の
集
約
化
に
関
す
る
目
標 

四 

前
号
に
掲
げ
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
作
業
路
網
の
整
備
そ
の

他
の
措
置
に
関
す
る
方
針 

 

３ 

市
町
村
（
当
該
市
町
村
が
他
の
市
町
村
又
は
都
道
府
県
と
共
同
し
て
集
約
化

構
想
を
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
市
町
村
及
び
当
該
他
の
市
町
村
又
は

当
該
都
道
府
県
。
以
下
「
市
町
村
等
」
と
い
う
。
）
は
、
集
約
化
構
想
に
お
い

て
、
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
目
標
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
と
と
も

に
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
地
図
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て
経
営
管
理
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ

う
経
営
管
理
実
施
権
の
設
定
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
べ
き
森
林 

二 

適
合
事
業
者
（
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
募
に
お
い
て
、
集
約
化
構

想
が
定
め
ら
れ
る
場
合
に
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
区
域
を
含
む
同
条
第
一
項

に
規
定
す
る
公
募
区
域
に
お
い
て
経
営
管
理
を
行
う
こ
と
を
希
望
し
た
適
合

事
業
者
に
限
る
。
第
七
項
及
び
第
四
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

中
か
ら
選
定
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
森
林
に
お
い
て
経
営
管
理
を
行
う
べ
き

適
合
事
業
者 

 

４ 

集
約
化
構
想
に
お
い
て
は
、
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
同
項
第

一
号
に
掲
げ
る
区
域
に
お
け
る
経
営
管
理
の
集
約
化
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事

項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

林
道
の
開
設
及
び
改
良
に
関
す
る
事
項 

二 

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
適
合
事
業
者
が
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
森
林
の
森

林
所
有
者
等
（
森
林
法
第
十
条
の
七
に
規
定
す
る
森
林
所
有
者
等
を
い
う
。

第
四
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
施
業
実
施
協
定

（
同
法
第
十
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
施
業
実
施
協
定
で
あ
っ
て
、
同

項
に
規
定
す
る
森
林
施
業
の
共
同
化
及
び
そ
の
た
め
に
必
要
な
施
設
の
整
備

に
関
す
る
措
置
を
内
容
と
す
る
も
の
を
い
う
。
第
四
十
九
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
又
は
施
業
施
設
協
定
（
同
法
第
十
条
の
十
一
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
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施
業
施
設
協
定
を
い
う
。
第
四
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
締
結
に
関
す

る
事
項 

５ 
集
約
化
構
想
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

一 

集
約
化
構
想
を
定
め
る
市
町
村
が
森
林
法
第
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
た
て
た
市
町
村
森
林
整
備
計
画
（
第
四
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
単
に

「
市
町
村
森
林
整
備
計
画
」
と
い
う
。
）
、
当
該
市
町
村
の
区
域
を
そ
の
区

域
に
含
む
都
道
府
県
の
治
山
事
業
の
実
施
に
関
す
る
計
画
そ
の
他
地
方
公
共

団
体
の
森
林
の
整
備
及
び
保
全
に
関
す
る
計
画
と
の
調
和
が
保
た
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
。 

二 

経
営
管
理
の
集
約
化
を
図
る
た
め
必
要
な
も
の
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で

定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

６ 

集
約
化
構
想
を
定
め
た
市
町
村
等
は
、
情
勢
の
推
移
に
よ
り
必
要
が
生
じ
た

と
き
は
、
当
該
集
約
化
構
想
を
変
更
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

７ 

市
町
村
等
は
、
集
約
化
構
想
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
適
合
事
業
者
及
び
第
四
十
五
条
第
一
項
の
地
域
の
関
係
者
の
意

見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
に

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

８ 

市
町
村
等
は
、
集
約
化
構
想
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
す
る
場
合
（
前
項

た
だ
し
書
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
す
る
場
合
を
除
く
。
）

に
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
告
し
、
当
該

集
約
化
構
想
の
案
を
当
該
公
告
の
日
か
ら
二
週
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
も
の

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
利
害
関
係
人
は
、
当
該
縦
覧
期
間
満
了
の
日

ま
で
に
、
当
該
集
約
化
構
想
の
案
に
つ
い
て
、
当
該
市
町
村
等
に
意
見
書
を
提

出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

９ 

市
町
村
等
は
、
集
約
化
構
想
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
は
、
農

林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
公
告
す
る
も

の
と
す
る
。 

 

 

（
民
間
事
業
者
の
公
募
及
び
公
表
） 

第
四
十
四
条 

都
道
府
県
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
定
期

的
に
、
都
道
府
県
が
定
め
る
区
域
（
第
五
十
条
第
一
項
に
お
い
て
「
公
募
区
域

 

（
新
設
） 
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」
と
い
う
。
）
ご
と
に
、
集
約
化
構
想
が
定
め
ら
れ
る
場
合
に
当
該
集
約
化
構

想
に
お
い
て
定
め
ら
れ
る
前
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
区
域
内
の
森
林
に
つ

い
て
経
営
管
理
を
行
う
こ
と
を
希
望
す
る
民
間
事
業
者
を
公
募
す
る
も
の
と
す

る
。 

２ 

都
道
府
県
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に

よ
る
公
募
に
応
募
し
た
民
間
事
業
者
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
も

の
及
び
そ
の
応
募
の
内
容
に
関
す
る
情
報
を
整
理
し
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の

と
す
る
。 

一 

経
営
管
理
を
効
率
的
か
つ
安
定
的
に
行
う
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る

こ
と
。 

二 

経
営
管
理
を
確
実
に
行
う
に
足
り
る
経
理
的
な
基
礎
を
有
す
る
と
認
め
ら

れ
る
こ
と
。 

 

 

（
協
議
の
場
の
設
置
等
） 

第
四
十
五
条 

市
町
村
等
は
、
集
約
化
構
想
を
定
め
る
場
合
に
は
、
市
町
村
森
林

整
備
計
画
を
勘
案
し
て
一
以
上
の
一
体
経
営
管
理
森
林
が
存
す
る
と
見
込
ま
れ

る
地
域
ご
と
に
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
地
域
に
お

け
る
一
体
経
営
管
理
森
林
の
区
域
及
び
当
該
区
域
に
お
け
る
経
営
管
理
の
方
針

そ
の
他
経
営
管
理
の
集
約
化
を
図
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
適
合
事

業
者
及
び
当
該
地
域
内
の
森
林
の
森
林
所
有
者
、
木
材
関
連
事
業
者
（
木
材
の

製
造
、
加
工
、
輸
入
、
輸
出
又
は
販
売
を
す
る
事
業
、
木
材
を
使
用
し
て
建
築

物
そ
の
他
の
工
作
物
の
建
築
又
は
建
設
を
す
る
事
業
そ
の
他
木
材
を
利
用
す
る

事
業
を
行
う
者
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
当
該
地
域
の
関
係
者
に
よ
る
協
議
の
場

を
設
け
、
そ
の
協
議
の
結
果
を
取
り
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
新
設
） 

２ 

集
約
化
構
想
を
定
め
る
市
町
村
は
、
前
項
の
協
議
を
行
う
場
合
に
は
、
農
林

水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
地
域
（
当
該
市
町
村
の
区
域
内

の
も
の
に
限
る
。
）
内
の
森
林
の
森
林
所
有
者
（
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
申
出
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
対
し
、
当
該
森
林
に
つ
い
て
の
経
営
管
理

の
意
向
に
関
す
る
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
森
林
に
つ
い
て

、
既
に
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
行
っ
て
い
る
場
合
は
、
当
該
調
査
の
実

施
を
も
っ
て
、
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
実
施
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
。 
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３ 

市
町
村
等
は
、
第
一
項
の
協
議
を
行
う
場
合
に
は
、
同
項
の
地
域
の
関
係
者

の
理
解
と
協
力
を
得
る
た
め
、
当
該
地
域
内
の
森
林
に
関
す
る
地
図
を
活
用
し

、
当
該
森
林
の
森
林
所
有
者
の
当
該
森
林
に
つ
い
て
の
経
営
管
理
の
意
向
、
当

該
森
林
に
係
る
森
林
資
源
の
状
況
そ
の
他
の
経
営
管
理
の
集
約
化
に
資
す
る
情

報
を
提
供
す
る
こ
と
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

 

（
関
係
権
利
者
に
関
す
る
情
報
の
提
供
） 

第
四
十
六
条 

市
町
村
等
は
、
集
約
化
構
想
を
定
め
た
場
合
に
は
、
農
林
水
産
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
構
想
森
林
（
第
四
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
当
該
集
約
化
構
想
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
森
林
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
に
、
構
想
適
合
事
業
者
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

集
約
化
構
想
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
適
合
事
業
者
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
求
め
に
応
じ
、
当
該
集
約
化
構
想
の
実
現
の
た
め
に
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
当
該
構
想
適
合
事
業
者
に
対
し
、
当
該
構
想
森
林
に
つ

い
て
所
有
権
、
地
上
権
、
質
権
、
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
、
賃
借
権
又
は
そ
の

他
の
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
有
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
関
係
権
利
者
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
そ
の
他
の
関
係
権
利
者
に
関
す
る
情

報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 （
新
設
） 

（
不
動
産
登
記
法
の
特
例
） 

第
四
十
七
条 

市
町
村
等
は
、
集
約
化
構
想
を
定
め
た
場
合
に
お
い
て
、
一
筆
の

土
地
（
当
該
集
約
化
構
想
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
第
四
十
三
条
第
二
項
第
一
号

に
掲
げ
る
区
域
内
の
森
林
の
土
地
に
限
る
。
）
及
び
こ
れ
に
隣
接
す
る
他
の
土

地
で
あ
っ
て
、
森
林
法
第
百
九
十
一
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
林
地
台
帳
に

同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
と
し
て
当
該
一
筆
の
土
地
と
当
該
他
の
土
地
と
の

境
界
に
関
す
る
測
量
が
実
施
さ
れ
た
旨
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
境

界
が
特
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六

年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ

れ
ら
の
土
地
の
所
有
権
登
記
名
義
人
等
（
同
法
第
百
二
十
三
条
第
五
号
に
規
定

す
る
所
有
権
登
記
名
義
人
等
を
い
う
。
）
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
者
の
同
意
を
得

た
と
き
は
、
同
法
第
百
二
十
五
条
に
規
定
す
る
筆
界
特
定
登
記
官
に
対
し
、
当

該
一
筆
の
土
地
と
当
該
他
の
土
地
と
の
筆
界
（
同
法
第
百
二
十
三
条
第
一
号
に

 

（
新
設
） 
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規
定
す
る
筆
界
を
い
い
、
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
地
図
が
作
成
さ
れ
て
い
な

い
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
同
法
第
百
二
十
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
筆

界
特
定
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
林
道
の
開
設
及
び
改
良
に
係
る
地
域
森
林
計
画
の
変
更
等
の
要
請
） 

第
四
十
八
条 
市
町
村
（
集
約
化
構
想
を
市
町
村
と
共
同
し
て
定
め
た
都
道
府
県

の
区
域
内
の
市
町
村
を
除
く
。
）
は
、
集
約
化
構
想
に
お
い
て
第
四
十
三
条
第

四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
場
合
に
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
を
そ

の
区
域
に
含
む
都
道
府
県
の
知
事
に
対
し
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
当
該
集
約
化
構
想
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
当
該
事
項
に
関
連
し
て
必

要
と
な
る
森
林
法
第
五
条
第
一
項
の
地
域
森
林
計
画
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項

に
お
い
て
単
に
「
地
域
森
林
計
画
」
と
い
う
。
）
を
た
て
、
又
は
こ
れ
を
変
更

す
る
こ
と
の
要
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
要

請
に
係
る
地
域
森
林
計
画
の
素
案
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
新
設
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該

要
請
を
踏
ま
え
た
地
域
森
林
計
画
（
当
該
要
請
に
係
る
地
域
森
林
計
画
の
素
案

の
内
容
の
全
部
又
は
一
部
を
実
現
す
る
こ
と
と
な
る
地
域
森
林
計
画
を
い
う
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
た
て
、
又
は
こ
れ
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
か
ど

う
か
を
判
断
し
、
そ
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
案
を
作
成
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
要
請
を
踏

ま
え
た
地
域
森
林
計
画
を
た
て
、
又
は
こ
れ
を
変
更
す
る
必
要
が
な
い
と
判
断

し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
、
当
該
要
請
を
し
た
市

町
村
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
森
林
法
の
特
例
） 

第
四
十
九
条 

構
想
適
合
事
業
者
が
構
想
森
林
の
森
林
所
有
者
等
と
な
っ
た
場
合

に
お
い
て
、
集
約
化
構
想
（
第
四
十
三
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
が
定

め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
従
っ
て
当
該
構
想
適
合
事
業
者
が
締
結
す

る
施
業
実
施
協
定
又
は
施
業
施
設
協
定
に
関
す
る
森
林
法
第
十
条
の
十
一
の
三

第
一
項
（
同
法
第
十
条
の
十
一
の
九
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

 
（
新
設
） 
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、
第
四
十
三
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
同
法

第
十
条
の
十
一
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
縦
覧
が
あ
り
、
か
つ
、

同
項
の
縦
覧
期
間
が
満
了
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

（
適
合
事
業
者
に
よ
る
集
約
化
構
想
の
作
成
の
申
出
） 

第
五
十
条 

適
合
事
業
者
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
四

十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
募
に
お
い
て
集
約
化
構
想
が
定
め
ら
れ
る
場

合
に
経
営
管
理
を
行
う
こ
と
を
希
望
し
た
公
募
区
域
内
の
森
林
の
区
域
に
つ
い

て
、
当
該
森
林
の
所
在
地
の
市
町
村
に
対
し
、
集
約
化
構
想
を
定
め
る
べ
き
こ

と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
新
設
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
受
け
た
市
町
村
は
、
当
該
申
出
に
係
る
森
林
の

区
域
に
つ
い
て
集
約
化
構
想
を
定
め
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び

そ
の
理
由
を
、
当
該
申
出
を
し
た
適
合
事
業
者
に
通
知
す
る
よ
う
努
め
る
も
の

と
す
る
。 

 

 
 

第
三
節 

権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
の
作
成
等 

 

（
新
設
） 

（
権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
の
作
成
） 

第
五
十
一
条 

市
町
村
は
、
集
約
化
構
想
を
定
め
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
集
約

化
構
想
の
実
現
の
た
め
、
当
該
集
約
化
構
想
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
構
想
森
林

の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
当
該
市
町
村
へ
の
当
該
構
想
森
林
の
経
営
管
理

権
の
集
積
及
び
当
該
経
営
管
理
権
に
基
づ
く
構
想
適
合
事
業
者
へ
の
経
営
管
理

実
施
権
の
設
定
を
一
括
し
て
行
う
こ
と
が
必
要
か
つ
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
新
設
） 

２ 

権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
に
お
い
て
は
、
当
該
権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
に

従
っ
て
行
わ
れ
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
定
め
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

市
町
村
へ
の
経
営
管
理
権
の
集
積 

次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

市
町
村
が
経
営
管
理
権
の
設
定
を
受
け
る
構
想
森
林
（
以
下
「
一
括
計

画
対
象
森
林
」
と
い
う
。
）
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積 

ロ 

一
括
計
画
対
象
森
林
の
森
林
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所 

ハ 

市
町
村
が
設
定
を
受
け
る
経
営
管
理
権
の
始
期
及
び
存
続
期
間 
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ニ 

市
町
村
が
設
定
を
受
け
る
経
営
管
理
権
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
経
営
管

理
の
内
容 

ホ 

販
売
収
益
か
ら
伐
採
等
に
要
す
る
経
費
を
控
除
し
て
な
お
利
益
が
あ
る

場
合
に
お
い
て
森
林
所
有
者
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
金
銭
の
額
の
算
定
方
法

並
び
に
当
該
金
銭
の
支
払
の
時
期
、
相
手
方
及
び
方
法 

ヘ 

一
括
計
画
対
象
森
林
に
つ
い
て
権
利
を
設
定
し
、
又
は
移
転
す
る
場
合

に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
市
町
村
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

旨
の
条
件 

ト 

ハ
に
規
定
す
る
存
続
期
間
の
満
了
時
及
び
第
九
条
第
二
項
又
は
第
五
十

三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
五
条
第
二
項
、
第
二
十
三
条
第
二
項
若
し

く
は
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
委

託
が
解
除
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
時
に
お
け
る
清
算
の
方
法 

チ 

そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項 

二 

構
想
適
合
事
業
者
へ
の
経
営
管
理
実
施
権
の
設
定 

次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

経
営
管
理
実
施
権
の
設
定
を
受
け
る
構
想
適
合
事
業
者
の
氏
名
又
は
名

称
及
び
住
所 

ロ 

構
想
適
合
事
業
者
が
経
営
管
理
実
施
権
の
設
定
を
受
け
る
一
括
計
画
対

象
森
林
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積 

ハ 

ロ
に
規
定
す
る
一
括
計
画
対
象
森
林
の
森
林
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
住
所 

ニ 

構
想
適
合
事
業
者
が
設
定
を
受
け
る
経
営
管
理
実
施
権
の
始
期
及
び
存

続
期
間 

ホ 

構
想
適
合
事
業
者
が
設
定
を
受
け
る
経
営
管
理
実
施
権
に
基
づ
い
て
行

わ
れ
る
経
営
管
理
の
内
容 

ヘ 

ロ
に
規
定
す
る
一
括
計
画
対
象
森
林
に
係
る
前
号
ホ
に
規
定
す
る
金
銭

の
額
の
算
定
方
法
並
び
に
当
該
金
銭
の
支
払
の
時
期
、
相
手
方
及
び
方
法 

ト 

市
町
村
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
金
銭
が
あ
る
場
合
（
チ
に
規
定
す
る
清
算

の
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
当
該
金
銭
の
額
の
算
定
方
法
及
び
当
該
金

銭
の
支
払
の
時
期 

チ 

ニ
に
規
定
す
る
存
続
期
間
の
満
了
時
及
び
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
委
託
が
解
除
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
時
に

お
け
る
清
算
の
方
法 

リ 

そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項 
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３ 

前
項
第
一
号
ホ
に
規
定
す
る
算
定
方
法
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
計
画
的

か
つ
確
実
に
伐
採
後
の
造
林
及
び
保
育
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
伐
採
後
の
造
林

及
び
保
育
に
要
す
る
経
費
が
適
切
に
算
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
４ 

市
町
村
は
、
集
約
化
構
想
を
定
め
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
集
約
化
構
想
の

実
現
の
た
め
、
第
二
項
各
号
に
定
め
る
事
項
の
ほ
か
、
当
該
集
約
化
構
想
に
お

い
て
定
め
ら
れ
た
構
想
森
林
（
一
括
計
画
対
象
森
林
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
立
木
竹
及
び
土
地
を
対
象
と
し
て
、
構
想
適
合
事
業
者
へ

の
所
有
権
の
移
転
の
促
進
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
権
利
集
積
配
分
一
括
計

画
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

所
有
権
の
移
転
を
受
け
る
構
想
適
合
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所 

二 

構
想
適
合
事
業
者
が
所
有
権
の
移
転
を
受
け
る
構
想
森
林
の
立
木
竹
及
び

土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積 

三 

構
想
適
合
事
業
者
に
前
号
に
規
定
す
る
構
想
森
林
の
立
木
竹
及
び
土
地
に

つ
い
て
所
有
権
の
移
転
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所 

四 

構
想
適
合
事
業
者
が
移
転
を
受
け
る
所
有
権
の
移
転
の
後
に
お
け
る
森
林

の
立
木
竹
及
び
土
地
の
利
用
目
的
並
び
に
当
該
所
有
権
の
移
転
の
時
期
並
び

に
移
転
の
対
価
及
び
そ
の
支
払
の
方
法 

五 

そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項 

 

５ 

権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
の
内
容
が
集
約
化
構
想
の
実
現
に
資
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。 

二 

森
林
法
第
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
た
て
ら
れ
た
市
町
村
森
林
整

備
計
画
、
都
道
府
県
の
治
山
事
業
の
実
施
に
関
す
る
計
画
そ
の
他
地
方
公
共

団
体
の
森
林
の
整
備
及
び
保
全
に
関
す
る
計
画
と
の
調
和
が
保
た
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
。 

 

三 

第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
一
括
計
画
対
象
森
林
ご
と
に

、
当
該
一
括
計
画
対
象
森
林
に
つ
い
て
所
有
権
、
地
上
権
、
質
権
、
使
用
貸

借
に
よ
る
権
利
、
賃
借
権
又
は
そ
の
他
の
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権

利
を
有
す
る
者
の
全
部
の
同
意
が
得
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
数
人
の

共
有
に
属
す
る
一
括
計
画
対
象
森
林
に
つ
い
て
間
伐
等
経
営
管
理
権
を
設
定

す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
一
括
計
画
対
象
森
林
に
つ
い
て
所
有
権
を
有
す
る
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者
の
同
意
に
つ
い
て
は
、
当
該
一
括
計
画
対
象
森
林
の
立
木
竹
及
び
土
地
の

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
二
分
の
一
を
超
え
る
共
有
持
分
を
有
す
る
者
の
同
意
が

得
ら
れ
て
い
れ
ば
足
り
る
。 

四 
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
一
括
計
画
対
象
森
林
ご
と
に

、
同
号
イ
に
規
定
す
る
構
想
適
合
事
業
者
の
同
意
が
得
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

五 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
こ
と
。 

イ 

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
構
想
森
林
の
立
木
竹
及
び
土
地
ご
と
に
、
同

項
第
一
号
に
規
定
す
る
構
想
適
合
事
業
者
並
び
に
当
該
構
想
森
林
の
立
木

竹
及
び
土
地
に
つ
い
て
所
有
権
、
地
上
権
、
質
権
、
使
用
貸
借
に
よ
る
権

利
、
賃
借
権
又
は
そ
の
他
の
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
有
す

る
者
の
全
部
の
同
意
が
得
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

ロ 

前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
構
想
適
合
事
業
者
が
、
所
有
権
の
移
転
が
行

わ
れ
た
後
に
お
い
て
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
構
想
森
林
の
立
木
竹
及

び
土
地
を
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
森
林
の
立
木
竹
及
び
土
地
の
利
用
目

的
に
即
し
て
適
正
か
つ
確
実
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る

こ
と
。 

 

 

（
権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
の
公
告
等
） 

第
五
十
二
条 

市
町
村
は
、
権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
農
林

水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
公
告
す
る
も
の

と
す
る
。 

 

（
新
設
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
公
告
が
あ
っ
た
権
利
集

積
配
分
一
括
計
画
の
う
ち
、
前
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
事
項
に
係
る
部
分

に
あ
っ
て
は
前
項
の
市
町
村
が
経
営
管
理
権
集
積
計
画
を
定
め
て
第
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
た
も
の
と
、
前
条
第
二
項
第
二
号
に
定
め
る
事
項
に

係
る
部
分
に
あ
っ
て
は
前
項
の
市
町
村
が
経
営
管
理
実
施
権
配
分
計
画
を
定
め

て
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
た
も
の
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て

、
こ
の
法
律
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
五
条
第
二

項
第
六
号
中
「
第
四
条
第
二
項
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
一
条
第
二
項

第
一
号
ホ
」
と
、
第
四
十
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
三
十
六
条
第
二
項
各
号
」

と
あ
る
の
は
「
第
四
十
四
条
第
二
項
各
号
」
と
す
る
。 
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３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
（
前
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
定
め
ら

れ
た
権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
に
係
る
も
の
に
限
る
。
第
五
十
四
条
か
ら
第
五

十
六
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
公
告
が
あ
っ
た
権

利
集
積
配
分
一
括
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
所
有
権
が
移
転
す
る
。 

 

 

（
権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
の
作
成
手
続
の
特
例
） 

第
五
十
三
条 

第
二
章
第
二
節
の
規
定
は
、
権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
の
う
ち
第

五
十
一
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
事
項
に
係
る
部
分
を
定
め
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
部
分
に
係
る
一
括
計
画
対
象
森
林
の
う
ち
に
、
共
有
者
不
明
森
林
、

確
知
所
有
者
不
同
意
森
林
又
は
所
有
者
不
明
森
林
が
あ
る
と
き
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
十
条
第
一
項
中

「
第
七
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
五
十
二
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。 

 

 

（
新
設
） 

（
登
記
の
特
例
） 

第
五
十
四
条 

第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
っ
た
権
利
集
積
配

分
一
括
計
画
に
係
る
土
地
の
登
記
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
、
不
動
産
登
記
法
の

特
例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 

（
新
設
） 

（
森
林
法
の
特
例
） 

第
五
十
五
条 

第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
森

林
法
第
十
条
の
七
の
二
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
も
の
と
み

な
す
。 

 

 

（
新
設
） 

（
勧
告
） 

第
五
十
六
条 

市
町
村
の
長
は
、
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ

っ
た
権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
所
有
権
の
移
転
を
受

け
た
構
想
適
合
事
業
者
が
当
該
権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ

た
森
林
の
立
木
竹
及
び
土
地
の
利
用
目
的
に
従
っ
て
森
林
の
立
木
竹
及
び
土
地

を
利
用
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
構
想
適
合
事
業
者
に
対
し
、
相

当
の
期
限
を
定
め
て
、
当
該
利
用
目
的
に
従
っ
て
森
林
の
立
木
竹
及
び
土
地
を

利
用
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
（
新
設
） 
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第
六
章 

経
営
管
理
支
援
法
人 

 

（
新
設
） 

（
経
営
管
理
支
援
法
人
の
指
定
） 

第
五
十
七
条 
市
町
村
の
長
は
、
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第

七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
、
一
般
社
団
法
人

若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
又
は
経
営
管
理
の
実
施
を
支
援
す
る
活
動
を
行
う
法

人
で
あ
っ
て
、
次
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で

き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
経
営
管
理
支
援
法
人
（
以

下
「
支
援
法
人
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
新
設
） 

２ 

市
町
村
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
支
援
法

人
の
名
称
又
は
商
号
、
住
所
及
び
事
務
所
又
は
営
業
所
の
所
在
地
を
公
示
す
る

も
の
と
す
る
。 

 

３ 

支
援
法
人
は
、
そ
の
名
称
若
し
く
は
商
号
、
住
所
又
は
事
務
所
若
し
く
は
営

業
所
の
所
在
地
を
変
更
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
市
町
村
の
長

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

４ 

市
町
村
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
届
出

に
係
る
事
項
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

 

（
支
援
法
人
の
業
務
） 

第
五
十
八
条 

支
援
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

森
林
所
有
者
、
民
間
事
業
者
そ
の
他
経
営
管
理
を
行
お
う
と
す
る
者
に
対

し
、
経
営
管
理
の
実
施
に
関
す
る
情
報
の
提
供
又
は
相
談
そ
の
他
の
経
営
管

理
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。 

二 

経
営
管
理
の
実
施
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
う
こ
と
。 

三 

経
営
管
理
の
実
施
に
関
す
る
普
及
啓
発
を
行
う
こ
と
。 

四 

委
託
に
基
づ
き
、
現
に
経
営
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
森
林
の
森
林
所
有

者
（
第
六
十
条
第
二
項
に
お
い
て
単
に
「
森
林
所
有
者
」
と
い
う
。
）
の
探

索
を
行
う
こ
と
。 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
経
営
管
理
の
実
施
を
支
援
す
る
た
め
に

必
要
な
事
業
又
は
事
務
を
行
う
こ
と
。 

 

 （
新
設
） 
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（
監
督
等
） 

第
五
十
九
条 

市
町
村
の
長
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な

実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
支
援
法
人
に
対
し
、

そ
の
業
務
に
関
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

市
町
村
の
長
は
、
支
援
法
人
が
前
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実

に
実
施
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
支
援
法
人
に
対
し
、
そ
の
業
務
の
運

営
の
改
善
に
関
し
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

市
町
村
の
長
は
、
支
援
法
人
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き

は
、
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

市
町
村
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の

旨
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

 

（
新
設
） 

（
情
報
提
供
等
） 

第
六
十
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
支
援
法
人
に
対
し
、
そ
の
業
務
の
実
施

に
関
し
必
要
な
情
報
の
提
供
又
は
指
導
若
し
く
は
助
言
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
新
設
） 

２ 

市
町
村
の
長
は
、
支
援
法
人
か
ら
第
五
十
八
条
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
の
遂

行
の
た
め
森
林
所
有
者
を
知
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
森
林
所
有
者
に
関
す
る

情
報
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
所
有
者
関
連
情
報
」
と
い
う
。
）

の
提
供
の
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
森
林
所
有
者
の
探
索
に
必
要
な
限
度

で
、
当
該
支
援
法
人
に
対
し
、
所
有
者
関
連
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

３ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
の
長
は
、
支
援
法
人
に
対
し
所
有
者
関
連

情
報
を
提
供
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
所
有
者
関
連
情
報
を
提
供
す

る
こ
と
に
つ
い
て
本
人
（
当
該
所
有
者
関
連
情
報
に
よ
っ
て
識
別
さ
れ
る
特
定

の
個
人
を
い
う
。
）
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

４ 

前
項
の
同
意
は
、
そ
の
所
在
が
判
明
し
て
い
る
者
に
対
し
て
求
め
れ
ば
足
り

る
。 

 

 

（
支
援
法
人
に
よ
る
経
営
管
理
権
集
積
計
画
等
の
作
成
の
申
出
） 

第
六
十
一
条 

支
援
法
人
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該

支
援
法
人
を
指
定
し
た
市
町
村
に
対
し
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
の
森
林
に
つ

い
て
経
営
管
理
権
集
積
計
画
を
定
め
、
又
は
当
該
区
域
内
の
森
林
の
区
域
に
つ

い
て
集
約
化
構
想
を
定
め
る
べ
き
こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
新
設
） 
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第
七
章 

災
害
等
防
止
措
置
命
令
等 

 

第
五
章 

災
害
等
防
止
措
置
命
令
等 

第
六
十
二
条 

（
略
） 

 

第
四
十
二
条 

（
略
） 

 

（
代
執
行
） 

第
六
十
三
条 

（
略
） 

（
代
執
行
） 

第
四
十
三
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

（
削
る
。
） 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
の
長
が
災
害
等
防
止
措
置
の
全
部
又
は
一
部

を
講
ず
る
場
合
に
お
け
る
立
木
の
伐
採
に
つ
い
て
は
、
森
林
法
第
十
条
の
八
第

一
項
本
文
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

第
八
章 

林
業
経
営
者
に
対
す
る
支
援
措
置 

 

第
六
章 

林
業
経
営
者
に
対
す
る
支
援
措
置 

 

第
六
十
四
条
～
第
六
十
六
条 

（
略
） 

 

第
四
十
四
条
～
第
四
十
六
条 

（
略
） 

 

第
九
章 

雑
則 

 

第
七
章 

雑
則 

（
情
報
提
供
等
） 

第
六
十
七
条 

農
林
水
産
大
臣
は
、
共
有
者
不
明
森
林
及
び
所
有
者
不
明
森
林
に

関
す
る
情
報
の
周
知
を
図
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
連

携
し
、
第
十
一
条
又
は
第
二
十
五
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十
三
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
係
る
共
有
者
不
明
森
林

又
は
所
有
者
不
明
森
林
に
関
す
る
情
報
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
る
提

供
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
（
情
報
提
供
等
） 

第
四
十
七
条 

農
林
水
産
大
臣
は
、
共
有
者
不
明
森
林
及
び
所
有
者
不
明
森
林
に

関
す
る
情
報
の
周
知
を
図
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
連

携
し
、
第
十
一
条
又
は
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
係
る
共
有
者
不
明

森
林
又
は
所
有
者
不
明
森
林
に
関
す
る
情
報
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ

る
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
都
道
府
県
に
よ
る
森
林
経
営
管
理
事
務
の
代
替
執
行
） 

第
六
十
八
条 

都
道
府
県
は
、
そ
の
区
域
内
の
市
町
村
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事

務
の
実
施
体
制
の
整
備
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
当
該
市
町
村
の

当
該
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
、
当
該
市
町
村
の
名
に
お
い
て
管
理
し
、
及
び

執
行
す
る
こ
と
（
第
三
項
に
お
い
て
「
森
林
経
営
管
理
事
務
の
代
替
執
行
」
と

い
う
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
市
町
村
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
求
め
る
こ
と
が

（
都
道
府
県
に
よ
る
森
林
経
営
管
理
事
務
の
代
替
執
行
） 

第
四
十
八
条 

都
道
府
県
は
、
そ
の
区
域
内
の
市
町
村
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事

務
の
実
施
体
制
の
整
備
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
当
該
市
町
村
の

当
該
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
、
当
該
市
町
村
の
名
に
お
い
て
管
理
し
、
及
び

執
行
す
る
こ
と
（
第
三
項
に
お
い
て
「
森
林
経
営
管
理
事
務
の
代
替
執
行
」
と

い
う
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
市
町
村
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
求
め
る
こ
と
が
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で
き
る
。 

一 

第
五
条
又
は
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
実
施
に
関
す
る

事
務 

で
き
る
。 

一 

経
営
管
理
意
向
調
査
に
関
す
る
事
務 

二
～
四 

（
略
） 

二
～
四 

（
略
） 

五 

集
約
化
構
想
の
作
成
に
関
す
る
事
務 

六 

権
利
集
積
配
分
一
括
計
画
の
作
成
に
関
す
る
事
務 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

２
・
３ 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

第
六
十
九
条
～
第
七
十
一
条 

（
略
） 

 

第
四
十
九
条
～
第
五
十
一
条 

（
略
） 

 

第
十
章 

罰
則 

 

第
八
章 

罰
則 

 

第
七
十
二
条 

第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
三

十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

第
五
十
二
条 

第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
三

十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

第
七
十
三
条 

（
略
） 

第
五
十
三
条 

（
略
） 
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○ 

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
（
第
二
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改

正

案 

現

行 

 
 

（
地
域
森
林
計
画
の
案
の
縦
覧
等
） 

第
六
条 

（
略
） 

（
地
域
森
林
計
画
の
案
の
縦
覧
等
） 

第
六
条 

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

５ 

都
道
府
県
知
事
は
、
地
域
森
林
計
画
を
た
て
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
項
を
除
き
、
農
林
水
産
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
地
域
森
林
計
画
に
定
め
る
事
項
の
う
ち
次
の
各
号

に
掲
げ
る
も
の
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
手
続
を
経
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

一 

次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
事
項 

農
林
水
産
大
臣
に

協
議
す
る
こ
と
。 

二 

（
略
） 

５ 

都
道
府
県
知
事
は
、
地
域
森
林
計
画
を
た
て
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
項
を
除
き
、
農
林
水
産
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
地
域
森
林
計
画
に
定
め
る
事
項
の
う
ち
次
の
各
号

に
掲
げ
る
も
の
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
手
続
を
経
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

一 

次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
事
項 

農
林
水
産
大
臣
に
協
議

す
る
こ
と
。 

二 

（
略
） 

三 

前
条
第
二
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
森
林
経
営
管
理
法
（
平
成
三

十
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
に
規
定

す
る
市
町
村
か
ら
の
要
請
に
係
る
部
分 

農
林
水
産
大
臣
及
び
当
該
市
町
村

の
長
に
協
議
す
る
こ
と
。 

（
新
設
） 

 

 

四 

（
略
） 

三 

（
略
） 

６
・
７ 

（
略
） 

 

６
・
７ 

（
略
） 

（
開
発
行
為
の
許
可
） 

第
十
条
の
二 

地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
つ
て
い
る
民
有
林
（
第
二
十
五
条
又

は
第
二
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保
安
林
並
び
に
第
四
十
一
条

の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保
安
施
設
地
区
の
区
域
内
及
び
海
岸
法
（
昭
和
三

十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
海
岸
保
全
区
域

内
の
森
林
を
除
く
。
）
に
お
い
て
開
発
行
為
（
土
石
又
は
樹
根
の
採
掘
、
開
墾

そ
の
他
の
土
地
の
形
質
を
変
更
す
る
行
為
で
、
森
林
の
土
地
の
自
然
的
条
件
、

そ
の
行
為
の
態
様
等
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
規
模
を
超
え
る
も
の
を
い
う

（
開
発
行
為
の
許
可
） 

第
十
条
の
二 

地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
つ
て
い
る
民
有
林
（
第
二
十
五
条
又

は
第
二
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保
安
林
並
び
に
第
四
十
一
条

の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保
安
施
設
地
区
の
区
域
内
及
び
海
岸
法
（
昭
和
三

十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
海
岸
保
全
区
域

内
の
森
林
を
除
く
。
）
に
お
い
て
開
発
行
為
（
土
石
又
は
樹
根
の
採
掘
、
開
墾

そ
の
他
の
土
地
の
形
質
を
変
更
す
る
行
為
で
、
森
林
の
土
地
の
自
然
的
条
件
、

そ
の
行
為
の
態
様
等
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
規
模
を
こ
え
る
も
の
を
い
う
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。
以
下
同
じ
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
手
続
に

従
い
、
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
行
う
場
合 

二 

火
災
、
風
水
害
そ
の
他
の
非
常
災
害
の
た
め
に
必
要
な
応
急
措
置
と
し
て

行
う
場
合 

三 

森
林
の
土
地
の
保
全
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
少
な
く
、
か
つ

、
公
益
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
事
業
で
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
の

施
行
と
し
て
行
う
場
合 

。
以
下
同
じ
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
手
続
に

従
い
、
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の

各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
行
な
う
場
合 

二 

火
災
、
風
水
害
そ
の
他
の
非
常
災
害
の
た
め
に
必
要
な
応
急
措
置
と
し
て

行
な
う
場
合 

三 

森
林
の
土
地
の
保
全
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
少
な
く
、
か
つ

、
公
益
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
事
業
で
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
の

施
行
と
し
て
行
な
う
場
合 

２ 

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
許
可
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
許
可
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

一
・
一
の
二 

（
略
） 

２ 

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
許
可
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
許
可
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

一
・
一
の
二 

（
略
） 

二 

当
該
開
発
行
為
を
す
る
森
林
の
現
に
有
す
る
水
源
の
涵
養
の
機
能
か
ら
み

て
、
当
該
開
発
行
為
に
よ
り
当
該
機
能
に
依
存
す
る
地
域
に
お
け
る
水
の
確

保
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。 

二 

当
該
開
発
行
為
を
す
る
森
林
の
現
に
有
す
る
水
源
の
か
ん
養
の
機
能
か
ら

み
て
、
当
該
開
発
行
為
に
よ
り
当
該
機
能
に
依
存
す
る
地
域
に
お
け
る
水
の

確
保
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。 

三 

（
略
） 

三 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

４ 

第
一
項
の
許
可
に
は
、
擁
壁
、
排
水
施
設
そ
の
他
の
森
林
の
有
す
る
公
益
的

機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
を
設
置
し
、
又
は
維
持
管
理
す
べ
き
こ

と
そ
の
他
の
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

第
一
項
の
許
可
に
は
、
条
件
を
附
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５
・
６ 

（
略
） 

 

５
・
６ 

（
略
） 

（
監
督
処
分
） 

第
十
条
の
三 

都
道
府
県
知
事
は
、
森
林
の
有
す
る
公
益
的
機
能
を
維
持
す
る
た

め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
若

し
く
は
同
項
の
許
可
に
付
し
た
同
条
第
四
項
の
条
件
に
違
反
し
て
開
発
行
為
を

し
た
者
又
は
偽
り
そ
の
他
の
不
正
な
手
段
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け

て
開
発
行
為
を
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
開
発
行
為
の
中
止
を
命
じ
、
又
は
期
間

を
定
め
て
復
旧
に
必
要
な
行
為
を
す
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
監
督
処
分
） 

第
十
条
の
三 

都
道
府
県
知
事
は
、
森
林
の
有
す
る
公
益
的
機
能
を
維
持
す
る
た

め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
若

し
く
は
同
項
の
許
可
に
附
し
た
同
条
第
四
項
の
条
件
に
違
反
し
て
開
発
行
為
を

し
た
者
又
は
偽
り
そ
の
他
の
不
正
な
手
段
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け

て
開
発
行
為
を
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
開
発
行
為
の
中
止
を
命
じ
、
又
は
期
間

を
定
め
て
復
旧
に
必
要
な
行
為
を
す
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
者
が
、
正
当
な
理

由
が
な
く
て
当
該
命
令
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
命
令
に

（
新
設
） 
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係
る
森
林
の
土
地
の
地
番
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
（
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
の
届
出
等
） 

第
十
条
の
八 

森
林
所
有
者
等
（
市
町
村
が
そ
の
区
域
内
に
お
い
て
伐
採
す
る
場

合
の
当
該
市
町
村
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
地
域
森
林

計
画
の
対
象
と
な
つ
て
い
る
民
有
林
（
第
二
十
五
条
又
は
第
二
十
五
条
の
二
の

規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保
安
林
及
び
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ

た
保
安
施
設
地
区
の
区
域
内
の
森
林
を
除
く
。
）
の
立
木
を
伐
採
す
る
に
は
、

農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
市
町
村
の
長
に
森

林
の
所
在
場
所
、
伐
採
面
積
、
伐
採
方
法
、
伐
採
齢
、
伐
採
後
の
造
林
の
方
法

、
期
間
及
び
樹
種
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
伐
採
及

び
伐
採
後
の
造
林
の
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
の
届
出
等
） 

第
十
条
の
八 

森
林
所
有
者
等
は
、
地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
つ
て
い
る
民
有

林
（
第
二
十
五
条
又
は
第
二
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保
安
林

及
び
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保
安
施
設
地
区
の
区
域
内
の
森

林
を
除
く
。
）
の
立
木
を
伐
採
す
る
に
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
市
町
村
の
長
に
森
林
の
所
在
場
所
、
伐
採
面
積
、
伐

採
方
法
、
伐
採
齢
、
伐
採
後
の
造
林
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種
そ
の
他
農
林
水

産
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
の
届
出
書
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一
～
十
一 

（
略
） 

一
～
十
一 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
施
業
実
施
協
定
） 

第
十
条
の
十
一 

市
町
村
の
区
域
内
に
存
す
る
一
団
の
民
有
林
で
次
に
掲
げ
る
要

件
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
条
の
十
一
の
九
第
一
項
に
お
い

て
「
対
象
森
林
」
と
い
う
。
）
の
森
林
所
有
者
等
又
は
当
該
対
象
森
林
の
土
地

の
所
有
者
は
、
当
該
市
町
村
の
長
の
認
可
を
受
け
て
、
森
林
施
業
の
実
施
に
関

す
る
協
定
（
以
下
「
施
業
実
施
協
定
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
当
該
対
象
森
林

に
つ
い
て
行
う
間
伐
又
は
保
育
そ
の
他
の
森
林
施
業
の
共
同
化
及
び
そ
の
た
め

に
必
要
な
施
設
の
整
備
に
関
す
る
措
置
を
内
容
と
す
る
も
の
を
締
結
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

（
施
業
実
施
協
定
） 

第
十
条
の
十
一 

市
町
村
の
区
域
内
に
存
す
る
一
団
の
民
有
林
で
次
に
掲
げ
る
要

件
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
対
象
森
林
」
と
い
う
。
）
の

森
林
所
有
者
等
又
は
当
該
対
象
森
林
の
土
地
の
所
有
者
は
、
当
該
市
町
村
の
長

の
認
可
を
受
け
て
、
森
林
施
業
の
実
施
に
関
す
る
協
定
（
以
下
「
施
業
実
施
協

定
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
当
該
対
象
森
林
に
つ
い
て
行
う
間
伐
又
は
保
育
そ

の
他
の
森
林
施
業
の
共
同
化
及
び
そ
の
た
め
に
必
要
な
施
設
の
整
備
に
関
す
る

措
置
を
内
容
と
す
る
も
の
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一
・
二 

（
略
） 
一
・
二 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 
（
略
） 

３ 

施
業
実
施
協
定
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

森
林
施
業
の
実
施
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

第
一
項
の
認
可
の
申
請
に
係
る
施
業
実
施
協
定
に
あ
つ
て
は
、
森
林
所

有
者
等
が
共
同
し
て
行
う
森
林
施
業
の
種
類
並
び
に
そ
の
実
施
の
方
法
及

３ 

施
業
実
施
協
定
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

森
林
施
業
の
実
施
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

第
一
項
の
申
請
に
係
る
施
業
実
施
協
定
に
あ
つ
て
は
、
森
林
所
有
者
等

が
共
同
し
て
行
う
森
林
施
業
の
種
類
並
び
に
そ
の
実
施
の
方
法
及
び
時
期
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び
時
期
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項 

ロ 

前
項
の
認
可
の
申
請
に
係
る
施
業
実
施
協
定
に
あ
つ
て
は
、
特
定
非
営

利
活
動
法
人
等
が
行
う
森
林
施
業
の
種
類
並
び
に
そ
の
実
施
の
方
法
及
び

時
期
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項 

そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項 

ロ 

前
項
の
申
請
に
係
る
施
業
実
施
協
定
に
あ
つ
て
は
、
特
定
非
営
利
活
動

法
人
等
が
行
う
森
林
施
業
の
種
類
並
び
に
そ
の
実
施
の
方
法
及
び
時
期
そ

の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項 

三
～
五 
（
略
） 

三
～
五 

（
略
） 

４
・
５ 

（
略
） 

４
・
５ 

（
略
） 

 

（
施
業
実
施
協
定
の
認
可
） 

第
十
条
の
十
一
の
四 

市
町
村
の
長
は
、
第
十
条
の
十
一
第
一
項
又
は
第
二
項
の

認
可
の
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
施
業
実
施

協
定
を
認
可
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
三 

（
略
） 

（
施
業
実
施
協
定
の
認
可
） 

第
十
条
の
十
一
の
四 

市
町
村
の
長
は
、
第
十
条
の
十
一
第
一
項
又
は
第
二
項
の

認
可
の
申
請
が
次
の
各
号
の
全
て
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
施
業
実
施
協
定

を
認
可
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
三 

（
略
） 

四 

第
十
条
の
十
一
第
一
項
の
認
可
の
申
請
に
係
る
施
業
実
施
協
定
に
あ
つ
て

は
、
森
林
経
営
管
理
法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
集
約
化
構
想
が
定

め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
集
約
化
構
想
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た

同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
区
域
が
施
業
実
施
協
定
の
対
象
と
す
る
森
林

の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
施
業
実
施
協
定
の

内
容
が
当
該
集
約
化
構
想
の
実
現
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。 

（
新
設
） 

２ 

（
略
） 

 

２ 

（
略
） 

 

（
施
業
施
設
協
定
） 

第
十
条
の
十
一
の
九 

対
象
森
林
の
森
林
所
有
者
等
及
び
当
該
対
象
森
林
の
施
業

を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
作
業
路
網
そ
の
他
の
施
設
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
施
業
施
設
」
と
い
う
。
）
の
施
設
所
有
者
等
（
当
該
施
業
施
設
の
所
有
者

、
そ
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
所
有
者
又
は
当
該
土
地
の
使
用
及
び
収
益
を
目
的

と
す
る
権
利
（
臨
時
設
備
そ
の
他
一
時
的
に
使
用
す
る
施
設
の
た
め
設
定
さ
れ

た
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
を
除
く
。
）
を
有
す
る
者
を
い
う
。
）
は
、
当
該
市

町
村
の
長
の
認
可
を
受
け
て
、
当
該
対
象
森
林
に
つ
い
て
一
定
の
区
域
を
定
め

、
そ
の
区
域
内
の
森
林
の
施
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
施
業
施
設
の
設
置

又
は
維
持
運
営
に
関
す
る
協
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
業
施
設
協
定
」

と
い
う
。
）
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
新
設
） 
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２ 

施
業
施
設
協
定
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 

施
業
施
設
協
定
の
目
的
と
な
る
前
項
の
森
林
の
区
域
及
び
そ
の
面
積
並
び

に
施
業
施
設
の
位
置 

二 
施
業
施
設
の
設
置
又
は
維
持
運
営
に
関
す
る
事
項 

三 

施
業
施
設
協
定
の
有
効
期
間 

四 

施
業
施
設
協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置 

 
３ 

第
十
条
の
十
一
（
第
四
項
及
び
第
五
項
に
限
る
。
）
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定

は
、
施
業
施
設
協
定
並
び
に
当
該
施
業
施
設
協
定
の
対
象
と
な
る
森
林
及
び
施

業
施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
の
十
一
第
四
項

中
「
森
林
の
土
地
の
所
有
者
」
と
あ
る
の
は
「
施
業
施
設
協
定
の
対
象
と
な
る

施
業
施
設
の
施
設
所
有
者
等
（
第
十
条
の
十
一
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設

所
有
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
第
十
条
の
十
一
の
三
第
一
項
及
び

第
十
条
の
十
一
の
四
第
一
項
中
「
第
十
条
の
十
一
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
あ

る
の
は
「
第
十
条
の
十
一
の
九
第
一
項
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
森
林
」
と
あ

る
の
は
「
森
林
及
び
施
業
施
設
協
定
の
対
象
と
す
る
施
業
施
設
」
と
、
同
項
第

四
号
中
「
第
十
条
の
十
一
第
一
項
の
認
可
の
申
請
に
係
る
施
業
実
施
協
定
に
あ

つ
て
は
、
森
林
経
営
管
理
法
」
と
あ
る
の
は
「
森
林
経
営
管
理
法
」
と
、
同
条

第
二
項
中
「
明
示
し
」
と
あ
る
の
は
「
明
示
し
、
か
つ
、
施
業
施
設
協
定
の
対

象
と
す
る
施
業
施
設
で
あ
る
旨
を
当
該
施
業
施
設
内
の
見
や
す
い
場
所
に
、
又

は
当
該
施
業
施
設
が
存
す
る
旨
を
そ
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域
内
の
見
や
す

い
場
所
に
明
示
し
」
と
、
第
十
条
の
十
一
の
五
第
一
項
、
第
十
条
の
十
一
の
七

第
一
項
及
び
前
条
第
二
項
中
「
森
林
の
土
地
の
所
有
者
」
と
あ
る
の
は
「
施
設

所
有
者
等
」
と
、
第
十
条
の
十
一
の
六
中
「
森
林
の
土
地
の
所
有
者
」
と
あ
る

の
は
「
施
業
施
設
協
定
の
対
象
と
す
る
施
業
施
設
の
施
設
所
有
者
等
」
と
、
第

十
条
の
十
一
の
七
第
一
項
中
「
第
十
条
の
十
一
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と

あ
る
の
は
「
第
十
条
の
十
一
の
九
第
一
項
」
と
、
前
条
第
一
項
中
「
第
十
条
の

十
一
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。 

 

 

（
公
告
） 

第
十
条
の
十
二
の
三 

市
町
村
の
長
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ

つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
次
に
掲

（
公
告
） 

第
十
条
の
十
二
の
三 

市
町
村
の
長
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ

つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
次
に
掲
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げ
る
事
項
を
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

げ
る
事
項
を
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

四 
次
に
掲
げ
る
者
は
、
公
告
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
以
内
に
、
農
林
水
産

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
権
原
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
、
市

町
村
の
長
に
申
し
出
る
べ
き
旨 

四 

次
に
掲
げ
る
者
は
、
公
告
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
以
内
に
、
農
林
水
産

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
権
原
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
、
市

町
村
の
長
に
申
し
出
る
べ
き
旨 

イ
・
ロ 
（
略
） 

イ
・
ロ 

（
略
） 

五 

（
略
） 

 

五 

（
略
） 

 

第
二
百
六
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑

又
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一 

（
略
） 

第
二
百
六
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑

又
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

第
十
条
の
二
第
一
項
の
許
可
に
付
し
た
同
条
第
四
項
の
条
件
（
擁
壁
、
排

水
施
設
そ
の
他
の
森
林
の
有
す
る
公
益
的
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な

施
設
を
設
置
し
、
又
は
維
持
管
理
す
べ
き
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
に
限
る

。
）
に
違
反
し
、
開
発
行
為
を
し
た
者 

（
新
設
） 

 

三 

第
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者 

二 

第
十
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者 

四
・
五 

（
略
） 

三
・
四 

（
略
） 
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○ 

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
（
附
則
第
七
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改

正

案 

現

行 

 
 

別
表
第
二
（
第
三
十
条
の
十
、
第
三
十
条
の
四
十
四
の
三
関
係
） 

 
 

提
供
を
受
け
る
通
知
都
道
府

県
又
は
附
票
通
知
都
道
府
県

の
区
域
内
の
市
町
村
の
市
町

村
長
そ
の
他
の
執
行
機
関 

事 
 
 
 
 

務 

 
 

（
略
） 
（
略
） 

五
の
四
十
一 

市
町
村
長 

森
林
経
営
管
理
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第

三
十
五
号
）
に
よ
る
同
法
第
四
条
第
一
項

の
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
作
成
、
同
法

第
五
条
の
調
査
、
同
法
第
十
条
若
し
く
は

第
二
十
四
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第

五
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
探
索
、
同
法
第
三
十
五
条
第
一

項
の
経
営
管
理
実
施
権
配
分
計
画
の
作
成

、
同
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
調
査
、
同

法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
権
利
集
積
配
分

一
括
計
画
の
作
成
又
は
同
法
第
六
十
二
条

第
一
項
の
命
令
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て

総
務
省
令
で
定
め
る
も
の 

（
略
） 

（
略
） 

 

別
表
第
二
（
第
三
十
条
の
十
、
第
三
十
条
の
四
十
四
の
三
関
係
） 

 
 

提
供
を
受
け
る
通
知
都
道
府

県
又
は
附
票
通
知
都
道
府
県

の
区
域
内
の
市
町
村
の
市
町

村
長
そ
の
他
の
執
行
機
関 

事 
 
 
 
 

務 

 
 

（
略
） 

（
略
） 

五
の
四
十
一 

市
町
村
長 

森
林
経
営
管
理
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第

三
十
五
号
）
に
よ
る
同
法
第
四
条
第
一
項

の
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
作
成
、
同
法

第
五
条
の
経
営
管
理
意
向
調
査
の
実
施
、

同
法
第
十
条
若
し
く
は
第
二
十
四
条
の
探

索
、
同
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
経
営
管

理
実
施
権
配
分
計
画
の
作
成
又
は
同
法
第

四
十
二
条
第
一
項
の
命
令
に
関
す
る
事
務

で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の 

    

（
略
） 

（
略
） 

 

 

別
表
第
四
（
第
三
十
条
の
十
二
、
第
三
十
条
の
四
十
四
の
五
関
係
） 

 
 

提
供
を
受
け
る
通
知
都
道
府

県
及
び
附
票
通
知
都
道
府
県

以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
内

の
市
町
村
の
市
町
村
長
そ
の

事 
 
 
 
 

務 

 

別
表
第
四
（
第
三
十
条
の
十
二
、
第
三
十
条
の
四
十
四
の
五
関
係
） 

 
 

提
供
を
受
け
る
通
知
都
道
府

県
及
び
附
票
通
知
都
道
府
県

以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
内

の
市
町
村
の
市
町
村
長
そ
の

事 
 
 
 
 

務 
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他
の
執
行
機
関 

 
 

（
略
） 

（
略
） 

四
の
四
十
一 

市
町
村
長 

森
林
経
営
管
理
法
に
よ
る
同
法
第
四
条
第

一
項
の
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
作
成
、

同
法
第
五
条
の
調
査
、
同
法
第
十
条
若
し

く
は
第
二
十
四
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同

法
第
五
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
探
索
、
同
法
第
三
十
五
条

第
一
項
の
経
営
管
理
実
施
権
配
分
計
画
の

作
成
、
同
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
調
査

、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
権
利
集
積

配
分
一
括
計
画
の
作
成
又
は
同
法
第
六
十

二
条
第
一
項
の
命
令
に
関
す
る
事
務
で
あ

つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の 

（
略
） 

（
略
） 

 

他
の
執
行
機
関 

 
 

（
略
） 

（
略
） 

四
の
四
十
一 

市
町
村
長 

森
林
経
営
管
理
法
に
よ
る
同
法
第
四
条
第

一
項
の
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
作
成
、

同
法
第
五
条
の
経
営
管
理
意
向
調
査
の
実

施
、
同
法
第
十
条
若
し
く
は
第
二
十
四
条

の
探
索
、
同
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
経

営
管
理
実
施
権
配
分
計
画
の
作
成
又
は
同

法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
命
令
に
関
す
る

事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の 

    

（
略
） 

（
略
） 

 

 
 

  
 



 

 

- 28 - 

○ 

木
材
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
七
号
）
（
附
則
第
八
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改

正

案 

現

行 

 
 

（
事
業
計
画
） 

第
四
条 

森
林
所
有
者
等
（
指
定
地
域
内
の
森
林
の
森
林
所
有
者
（
森
林
法
第
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
森
林
所
有
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
権
原
に

基
づ
き
森
林
の
立
木
の
使
用
若
し
く
は
収
益
を
す
る
者
又
は
森
林
経
営
管
理
法

（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
表

さ
れ
て
い
る
民
間
事
業
者
、
同
法
第
四
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
適
合
事
業

者
、
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四

十
六
号
）
第
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
樹
木
採
取
権
の
設
定
を
受
け
る
こ

と
を
希
望
す
る
者
そ
の
他
の
権
原
に
基
づ
き
森
林
の
立
木
の
使
用
若
し
く
は
収

益
を
し
よ
う
と
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
当
該
森
林
所
有
者
等
が

生
産
し
た
木
材
を
製
品
の
原
材
料
若
し
く
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
利
用
す
る

事
業
者
若
し
く
は
そ
の
組
織
す
る
団
体
（
以
下
「
木
材
利
用
事
業
者
等
」
と
い

う
。
）
又
は
木
材
利
用
事
業
者
等
及
び
当
該
木
材
を
原
材
料
と
す
る
製
品
（
第

三
項
第
二
号
ヘ
(2)
に
お
い
て
「
木
材
製
品
」
と
い
う
。
）
を
利
用
す
る
事
業

と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
同
号
ヘ
(2)
に
お
い
て
「
木
材
製
品
利
用
事
業

」
と
い
う
。
）
を
行
う
者
（
第
十
六
条
第
二
号
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
「
木
材
製

品
利
用
事
業
者
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
そ
の
組
織
す
る
団
体
（
以
下
「
木
材

製
品
利
用
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
と
共
同
し
て
、
木
材
の
安
定
的
な
取
引
関

係
の
確
立
（
こ
れ
と
併
せ
て
実
施
す
る
作
業
路
網
、
乾
燥
施
設
そ
の
他
の
木
材

の
生
産
又
は
流
通
の
改
善
を
図
る
た
め
の
施
設
（
以
下
「
木
材
生
産
流
通
改
善

施
設
」
と
い
う
。
）
の
整
備
を
含
む
。
）
を
図
る
事
業
（
以
下
「
木
材
安
定
供

給
確
保
事
業
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
計
画
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
事
業

計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ
を
当
該
指
定
地
域
を
指
定
し
た
都
道
府

県
知
事
（
同
項
第
二
号
ハ
の
事
業
所
、
同
号
ニ
の
木
材
生
産
流
通
改
善
施
設
又

は
同
号
ヘ
(2)
の
事
業
所
若
し
く
は
区
域
が
当
該
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県

の
区
域
内
に
所
在
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
農
林
水
産
大
臣
。
以
下
「
都
道
府

県
知
事
等
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
て
、
当
該
事
業
計
画
が
適
当
で
あ
る
旨
の

（
事
業
計
画
） 

第
四
条 

森
林
所
有
者
等
（
指
定
地
域
内
の
森
林
の
森
林
所
有
者
（
森
林
法
第
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
森
林
所
有
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
権
原
に

基
づ
き
森
林
の
立
木
の
使
用
若
し
く
は
収
益
を
す
る
者
又
は
森
林
経
営
管
理
法

（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
表

さ
れ
て
い
る
民
間
事
業
者
、
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
六
号
）
第
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
樹
木
採
取

権
の
設
定
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
そ
の
他
の
権
原
に
基
づ
き
森
林
の
立

木
の
使
用
若
し
く
は
収
益
を
し
よ
う
と
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、

当
該
森
林
所
有
者
等
が
生
産
し
た
木
材
を
製
品
の
原
材
料
若
し
く
は
エ
ネ
ル
ギ

ー
源
と
し
て
利
用
す
る
事
業
者
若
し
く
は
そ
の
組
織
す
る
団
体
（
以
下
「
木
材

利
用
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
又
は
木
材
利
用
事
業
者
等
及
び
当
該
木
材
を
原

材
料
と
す
る
製
品
（
第
三
項
第
二
号
ヘ
(2)
に
お
い
て
「
木
材
製
品
」
と
い
う

。
）
を
利
用
す
る
事
業
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
同
号
ヘ
(2)
に
お
い
て

「
木
材
製
品
利
用
事
業
」
と
い
う
。
）
を
行
う
者
（
第
十
六
条
第
二
号
ロ
及
び

ハ
に
お
い
て
「
木
材
製
品
利
用
事
業
者
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
そ
の
組
織
す

る
団
体
（
以
下
「
木
材
製
品
利
用
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
と
共
同
し
て
、
木

材
の
安
定
的
な
取
引
関
係
の
確
立
（
こ
れ
と
併
せ
て
実
施
す
る
作
業
路
網
、
乾

燥
施
設
そ
の
他
の
木
材
の
生
産
又
は
流
通
の
改
善
を
図
る
た
め
の
施
設
（
以
下

「
木
材
生
産
流
通
改
善
施
設
」
と
い
う
。
）
の
整
備
を
含
む
。
）
を
図
る
事
業

（
以
下
「
木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
計
画
（
以
下
こ

の
章
に
お
い
て
「
事
業
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ
を
当
該
指
定
地

域
を
指
定
し
た
都
道
府
県
知
事
（
同
項
第
二
号
ハ
の
事
業
所
、
同
号
ニ
の
木
材

生
産
流
通
改
善
施
設
又
は
同
号
ヘ
(2)
の
事
業
所
若
し
く
は
区
域
が
当
該
都
道

府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
所
在
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
農
林
水
産

大
臣
。
以
下
「
都
道
府
県
知
事
等
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
て
、
当
該
事
業
計

画
が
適
当
で
あ
る
旨
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２
～
13 

（
略
） 

 

２
～
13 

（
略
） 
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○ 

独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
（
附
則
第
九
条
関
係
） 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改

正

案 

現

行 

 
 

（
業
務
の
範
囲
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

信
用
基
金
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
業
務
の
遂
行

に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
森
林
経
営
管
理
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
五

号
）
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

（
業
務
の
範
囲
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

信
用
基
金
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
業
務
の
遂
行

に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
森
林
経
営
管
理
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
五

号
）
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 
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○ 

地
域
に
お
け
る
生
物
の
多
様
性
の
増
進
の
た
め
の
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
十
八
号
）
（
附
則
第
十
条
関
係
） 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改

正

案 

現

行 

 
 

（
森
林
法
の
特
例
） 

第
二
十
条 

（
略
） 

（
森
林
法
の
特
例
） 

第
二
十
条 

（
略
） 

２ 

認
定
増
進
活
動
実
施
者
（
そ
の
市
町
村
の
区
域
に
お
け
る
認
定
増
進
活
動
実

施
計
画
を
作
成
し
た
市
町
村
と
共
同
し
て
当
該
認
定
増
進
活
動
実
施
計
画
を
作

成
し
た
者
に
限
る
。
）
又
は
認
定
連
携
活
動
実
施
者
が
認
定
増
進
活
動
実
施
計

画
又
は
認
定
連
携
増
進
活
動
実
施
計
画
に
従
っ
て
行
う
立
木
の
伐
採
に
つ
い
て

は
、
森
林
法
第
十
条
の
八
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い

。 

２ 

認
定
増
進
活
動
実
施
者
（
そ
の
市
町
村
の
区
域
に
お
け
る
認
定
増
進
活
動
実

施
計
画
を
作
成
し
た
市
町
村
及
び
当
該
市
町
村
と
共
同
し
て
当
該
認
定
増
進
活

動
実
施
計
画
を
作
成
し
た
者
に
限
る
。
）
又
は
認
定
連
携
市
町
村
等
が
認
定
増

進
活
動
実
施
計
画
又
は
認
定
連
携
増
進
活
動
実
施
計
画
に
従
っ
て
行
う
立
木
の

伐
採
に
つ
い
て
は
、
森
林
法
第
十
条
の
八
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
の
規
定
は

、
適
用
し
な
い
。 
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○

森
林
経
営
管
理
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
五
号
）
（
抄
）

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条―

第
三
条
）

第
二
章

市
町
村
へ
の
経
営
管
理
権
の
集
積

第
一
節

経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
作
成
等
（
第
四
条―

第
九
条
）

第
二
節

経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
作
成
手
続
の
特
例

第
一
款

共
有
者
不
明
森
林
に
係
る
特
例
（
第
十
条―

第
十
五
条
）

第
二
款

確
知
所
有
者
不
同
意
森
林
に
係
る
特
例
（
第
十
六
条―

第
二
十
三
条
）

第
三
款

所
有
者
不
明
森
林
に
係
る
特
例
（
第
二
十
四
条―

第
三
十
二
条
）

第
三
章

市
町
村
に
よ
る
森
林
の
経
営
管
理
（
第
三
十
三
条
・
第
三
十
四
条
）

第
四
章

民
間
事
業
者
へ
の
経
営
管
理
実
施
権
の
配
分
（
第
三
十
五
条―

第
四
十
一
条
）

第
五
章

災
害
等
防
止
措
置
命
令
等
（
第
四
十
二
条
・
第
四
十
三
条
）

第
六
章

林
業
経
営
者
に
対
す
る
支
援
措
置
（
第
四
十
四
条―

第
四
十
六
条
）

第
七
章

雑
則
（
第
四
十
七
条―

第
五
十
一
条
）

第
八
章

罰
則
（
第
五
十
二
条
・
第
五
十
三
条
）

附
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
た
て
ら
れ
た
地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
す
る
森
林
に
つ
い
て
、
市
町
村

が
、
経
営
管
理
権
集
積
計
画
を
定
め
、
森
林
所
有
者
か
ら
経
営
管
理
権
を
取
得
し
た
上
で
、
自
ら
経
営
管
理
を
行
い
、
又
は
経
営
管
理
実
施
権
を
民
間
事
業
者
に
設
定
す
る
等
の
措

置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
林
業
経
営
の
効
率
化
及
び
森
林
の
管
理
の
適
正
化
の
一
体
的
な
促
進
を
図
り
、
も
っ
て
林
業
の
持
続
的
発
展
及
び
森
林
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮

に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
森
林
」
と
は
、
森
林
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
民
有
林
を
い
う
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
森
林
所
有
者
」
と
は
、
権
原
に
基
づ
き
森
林
の
土
地
の
上
に
木
竹
を
所
有
し
、
及
び
育
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
い
う
。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
経
営
管
理
」
と
は
、
森
林
（
森
林
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
た
て
ら
れ
た
地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
す
る
も
の
に
限
る
。
第
五
章
を
除
き
、
以
下

同
じ
。
）
に
つ
い
て
自
然
的
経
済
的
社
会
的
諸
条
件
に
応
じ
た
適
切
な
経
営
又
は
管
理
を
持
続
的
に
行
う
こ
と
を
い
う
。

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
経
営
管
理
権
」
と
は
、
森
林
に
つ
い
て
森
林
所
有
者
が
行
う
べ
き
自
然
的
経
済
的
社
会
的
諸
条
件
に
応
じ
た
経
営
又
は
管
理
を
市
町
村
が
行
う
た
め
、
当

該
森
林
所
有
者
の
委
託
を
受
け
て
立
木
の
伐
採
及
び
木
材
の
販
売
、
造
林
並
び
に
保
育
（
以
下
「
伐
採
等
」
と
い
う
。
）
（
木
材
の
販
売
に
よ
る
収
益
（
以
下
「
販
売
収
益
」
と
い
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う
。
）
を
収
受
す
る
と
と
も
に
、
販
売
収
益
か
ら
伐
採
等
に
要
す
る
経
費
を
控
除
し
て
な
お
利
益
が
あ
る
場
合
に
そ
の
一
部
を
森
林
所
有
者
に
支
払
う
こ
と
を
含
む
。
）
を
実
施
す

る
た
め
の
権
利
を
い
う
。 

５ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
経
営
管
理
実
施
権
」
と
は
、
森
林
に
つ
い
て
経
営
管
理
権
を
有
す
る
市
町
村
が
当
該
経
営
管
理
権
に
基
づ
い
て
行
う
べ
き
自
然
的
経
済
的
社
会
的
諸
条
件

に
応
じ
た
経
営
又
は
管
理
を
民
間
事
業
者
が
行
う
た
め
、
当
該
市
町
村
の
委
託
を
受
け
て
伐
採
等
（
販
売
収
益
を
収
受
す
る
と
と
も
に
、
販
売
収
益
か
ら
伐
採
等
に
要
す
る
経
費
を

控
除
し
て
な
お
利
益
が
あ
る
場
合
に
そ
の
一
部
を
市
町
村
及
び
森
林
所
有
者
に
支
払
う
こ
と
を
含
む
。
）
を
実
施
す
る
た
め
の
権
利
を
い
う
。 

 

第
二
章 

市
町
村
へ
の
経
営
管
理
権
の
集
積 

 

第
一
節 

経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
作
成
等 

 

（
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
作
成
） 

第
四
条 

市
町
村
は
、
そ
の
区
域
内
に
存
す
る
森
林
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
当
該
森
林
に
つ
い
て
の
経
営
管
理
の
状
況
、
当
該
森
林
の
存
す
る
地
域
の
実
情
そ
の
他
の
事
情
を

勘
案
し
て
、
当
該
森
林
の
経
営
管
理
権
を
当
該
市
町
村
に
集
積
す
る
こ
と
が
必
要
か
つ
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
経
営
管
理
権
集
積
計
画
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

経
営
管
理
権
集
積
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 

市
町
村
が
経
営
管
理
権
の
設
定
を
受
け
る
森
林
（
以
下
「
集
積
計
画
対
象
森
林
」
と
い
う
。
）
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積 

二 

集
積
計
画
対
象
森
林
の
森
林
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所 

三 

市
町
村
が
設
定
を
受
け
る
経
営
管
理
権
の
始
期
及
び
存
続
期
間 

四 

市
町
村
が
設
定
を
受
け
る
経
営
管
理
権
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
経
営
管
理
の
内
容 

五 

販
売
収
益
か
ら
伐
採
等
に
要
す
る
経
費
を
控
除
し
て
な
お
利
益
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
森
林
所
有
者
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
金
銭
の
額
の
算
定
方
法
並
び
に
当
該
金
銭
の
支
払
の

時
期
、
相
手
方
及
び
方
法 

六 

集
積
計
画
対
象
森
林
に
つ
い
て
権
利
を
設
定
し
、
又
は
移
転
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
市
町
村
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
の
条
件 

七 

第
三
号
に
規
定
す
る
存
続
期
間
の
満
了
時
及
び
第
九
条
第
二
項
、
第
十
五
条
第
二
項
、
第
二
十
三
条
第
二
項
又
は
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定

す
る
委
託
が
解
除
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
時
に
お
け
る
清
算
の
方
法 

八 

そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項 

３ 

前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
算
定
方
法
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
計
画
的
か
つ
確
実
に
伐
採
後
の
造
林
及
び
保
育
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
経
営
管
理
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
伐

採
後
の
造
林
及
び
保
育
に
要
す
る
経
費
が
適
切
に
算
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

経
営
管
理
権
集
積
計
画
は
、
森
林
法
第
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
た
て
ら
れ
た
市
町
村
森
林
整
備
計
画
、
都
道
府
県
の
治
山
事
業
（
同
法
第
十
条
の
十
五
第
四
項
第
四
号

に
規
定
す
る
治
山
事
業
を
い
う
。
）
の
実
施
に
関
す
る
計
画
そ
の
他
地
方
公
共
団
体
の
森
林
の
整
備
及
び
保
全
に
関
す
る
計
画
と
の
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

５ 

経
営
管
理
権
集
積
計
画
は
、
集
積
計
画
対
象
森
林
ご
と
に
、
当
該
集
積
計
画
対
象
森
林
に
つ
い
て
所
有
権
、
地
上
権
、
質
権
、
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
、
賃
借
権
又
は
そ
の
他
の

使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
有
す
る
者
の
全
部
の
同
意
が
得
ら
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
経
営
管
理
意
向
調
査
） 

第
五
条 
市
町
村
は
、
経
営
管
理
権
集
積
計
画
を
定
め
る
場
合
に
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
集
積
計
画
対
象
森
林
の
森
林
所
有
者
（
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
申
出
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
対
し
、
当
該
集
積
計
画
対
象
森
林
に
つ
い
て
の
経
営
管
理
の
意
向
に
関
す
る
調
査
（
第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
経
営
管
理
意
向

調
査
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
作
成
の
申
出
） 

第
六
条 

森
林
所
有
者
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
権
原
に
属
す
る
森
林
に
つ
い
て
、
当
該
森
林
の
所
在
地
の
市
町
村
に
対
し
、
経
営
管
理
権
集
積
計
画
を

定
め
る
べ
き
こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

（
略
） 

 

（
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
公
告
等
） 

第
七
条 

市
町
村
は
、
経
営
管
理
権
集
積
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
公
告
が
あ
っ
た
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
に
経
営
管
理
権
が
、
森
林
所
有
者
に
金
銭
の
支

払
を
受
け
る
権
利
（
以
下
「
経
営
管
理
受
益
権
」
と
い
う
。
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
設
定
さ
れ
る
。 

３ 

（
略
） 

 

（
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
取
消
し
） 

第
八
条 

市
町
村
は
、
経
営
管
理
権
を
有
す
る
森
林
の
森
林
所
有
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
う
ち
当
該
森
林
所
有
者
に
係
る
部

分
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

偽
り
そ
の
他
不
正
な
手
段
に
よ
り
市
町
村
に
経
営
管
理
権
集
積
計
画
を
定
め
さ
せ
た
こ
と
が
判
明
し
た
場
合 

二
・
三 

（
略
） 

 

（
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
取
消
し
の
公
告
） 

第
九
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
う
ち
前
条
の
規
定
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
た
部
分
に
係
る
経
営
管
理
権
に
係
る
委
託
は
、
解
除
さ
れ
た
も

の
と
み
な
す
。 

 

第
二
節 

経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
作
成
手
続
の
特
例 

 

第
一
款 

共
有
者
不
明
森
林
に
係
る
特
例 
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（
不
明
森
林
共
有
者
の
探
索
） 

第
十
条 
市
町
村
は
、
経
営
管
理
権
集
積
計
画
（
存
続
期
間
が
五
十
年
を
超
え
な
い
経
営
管
理
権
の
設
定
を
市
町
村
が
受
け
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
款
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、
集
積
計
画
対
象
森
林
の
う
ち
に
、
数
人
の
共
有
に
属
す
る
森
林
で
あ
っ
て
そ
の
森
林
所
有
者
の
一
部
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も

の
（
以
下
「
共
有
者
不
明
森
林
」
と
い
う
。
）
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
森
林
所
有
者
で
知
れ
て
い
る
も
の
の
全
部
が
当
該
経
営
管
理
権
集
積
計
画
に
同
意
し
て
い
る
と
き
は
、
相
当

な
努
力
が
払
わ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
森
林
所
有
者
で
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
（
以
下
「
不
明
森
林
共
有
者
」
と
い
う
。

）
の
探
索
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
共
有
者
不
明
森
林
に
係
る
公
告
） 

第
十
一
条 

市
町
村
は
、
前
条
の
探
索
を
行
っ
て
も
な
お
不
明
森
林
共
有
者
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
定
め
よ
う
と
す
る
経
営
管
理
権
集
積
計
画
及
び
次
に
掲
げ

る
事
項
を
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

共
有
者
不
明
森
林
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積 

二 

共
有
者
不
明
森
林
の
森
林
所
有
者
の
一
部
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨 

三 

共
有
者
不
明
森
林
に
つ
い
て
、
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
が
経
営
管
理
権
の
設
定
を
、
森
林
所
有
者
が
経
営
管
理
受
益
権
の
設
定
を
受
け
る

旨 

四 

前
号
に
規
定
す
る
経
営
管
理
権
に
基
づ
き
、
共
有
者
不
明
森
林
に
つ
い
て
次
の
い
ず
れ
か
が
行
わ
れ
る
旨 

イ 

第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
森
林
経
営
管
理
事
業
の
実
施
に
よ
る
経
営
管
理 

ロ 

第
三
十
五
条
第
一
項
の
経
営
管
理
実
施
権
配
分
計
画
に
よ
る
経
営
管
理
実
施
権
の
設
定
及
び
当
該
経
営
管
理
実
施
権
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
に
よ
る
経
営
管
理 

五 

共
有
者
不
明
森
林
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

第
三
号
に
規
定
す
る
経
営
管
理
権
の
始
期
及
び
存
続
期
間 

ロ 

第
三
号
に
規
定
す
る
経
営
管
理
権
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
経
営
管
理
の
内
容 

ハ 

販
売
収
益
か
ら
伐
採
等
に
要
す
る
経
費
を
控
除
し
て
な
お
利
益
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
森
林
所
有
者
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
金
銭
の
額
の
算
定
方
法
並
び
に
当
該
金
銭
の
支
払

の
時
期
、
相
手
方
及
び
方
法 

ニ 

イ
に
規
定
す
る
存
続
期
間
の
満
了
時
及
び
第
九
条
第
二
項
、
第
十
五
条
第
二
項
又
は
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
委
託
が
解
除
さ
れ
た

も
の
と
み
な
さ
れ
た
時
に
お
け
る
清
算
の
方
法 

六 

不
明
森
林
共
有
者
は
、
公
告
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
以
内
に
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
権
原
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
市
町
村
に
申
し
出
て
、
経

営
管
理
権
集
積
計
画
又
は
前
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
異
議
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
旨 

七 

不
明
森
林
共
有
者
が
前
号
に
規
定
す
る
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
不
明
森
林
共
有
者
は
経
営
管
理
権
集
積
計
画
に
同
意
し
た
も
の
と
み
な
す
旨 

 

（
不
明
森
林
共
有
者
の
み
な
し
同
意
） 

第
十
二
条 

不
明
森
林
共
有
者
が
前
条
第
六
号
に
規
定
す
る
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
不
明
森
林
共
有
者
は
、
経
営
管
理
権
集
積
計
画
に
同
意
し
た
も
の
と
み



 

 

 

- 5 - 

 

な
す
。 

 

（
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
取
消
し
） 

第
十
三
条 
前
条
の
規
定
に
よ
り
経
営
管
理
権
集
積
計
画
に
同
意
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
森
林
所
有
者
（
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
の
長
に
対
し
、
当
該
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
う
ち
当
該
森
林
所
有
者
に
係
る
部
分
を
取
り
消
す
べ
き
こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

市
町
村
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
出
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
経
過
し
た
日
以
後
速
や
か
に
、
当
該
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
う
ち
当

該
森
林
所
有
者
に
係
る
部
分
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。 

 

第
十
四
条 

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
経
営
管
理
権
集
積
計
画
に
同
意
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
森
林
所
有
者
（
そ
の
権
原
に
属
す
る
森
林
の
う
ち
当
該
同
意
に
係
る
も
の
に
つ
い
て

第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
経
営
管
理
実
施
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
の
長
に
対
し
、
当
該
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
う
ち
当
該
森
林
所
有
者
に
係
る
部
分
を
取
り
消
す
べ
き
こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
う
ち
当
該
森
林
所
有
者
に
係
る
部
分
の
取
消
し
に
つ
い
て
、
当
該
部
分
に
係
る
経
営
管
理
権
に
基
づ
く
経
営
管
理
実
施
権
の
設
定
を
受
け
て
い
る
民

間
事
業
者
の
承
諾
を
得
た
場
合 

二 

予
見
し
難
い
経
済
情
勢
の
変
化
そ
の
他
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
う
ち
当
該
森
林
所
有
者
に
係
る
部
分
を
取
り
消
す
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
か
つ
、
当

該
部
分
に
係
る
経
営
管
理
権
に
基
づ
く
経
営
管
理
実
施
権
の
設
定
を
受
け
て
い
る
民
間
事
業
者
に
対
し
、
当
該
森
林
所
有
者
が
通
常
生
ず
べ
き
損
失
の
補
償
を
す
る
場
合 

２ 

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
取
消
し
の
公
告
） 

第
十
五
条 

市
町
村
は
、
第
十
三
条
第
二
項
（
前
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
取
消
し
を
し
た
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
う
ち
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
た
部
分
に
係
る
経
営
管
理
権
に
係
る
委
託
は
、
解

除
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

第
二
款 

確
知
所
有
者
不
同
意
森
林
に
係
る
特
例 

 

（
同
意
の
勧
告
） 

第
十
六
条 

市
町
村
が
経
営
管
理
権
集
積
計
画
を
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、
集
積
計
画
対
象
森
林
の
う
ち
に
、
そ
の
森
林
所
有
者
（
数
人
の
共
有
に
属
す
る
森
林
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

森
林
所
有
者
の
う
ち
知
れ
て
い
る
者
。
以
下
「
確
知
森
林
所
有
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
経
営
管
理
権
集
積
計
画
に
同
意
し
な
い
も
の
（
以
下
「
確
知
所
有
者
不
同
意
森
林
」
と
い

う
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
市
町
村
の
長
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
確
知
森
林
所
有
者
に
対
し
、
当
該
経
営
管
理
権
集
積
計
画
に
同
意
す
べ
き
旨
を

勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 



 

 

 

- 6 - 

 

（
裁
定
の
申
請
） 

第
十
七
条 

市
町
村
の
長
が
前
条
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
勧
告
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
以
内
に
当
該
勧
告
を
受
け
た
確
知
森
林
所
有
者
が
経
営
管

理
権
集
積
計
画
に
同
意
し
な
い
と
き
は
、
当
該
市
町
村
の
長
は
、
当
該
勧
告
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
以
内
に
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事

の
裁
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
意
見
書
の
提
出
） 

第
十
八
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
市
町
村
が
希
望
す
る
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
内
容
を
当
該
申
請
に
係
る
確
知
所

有
者
不
同
意
森
林
の
確
知
森
林
所
有
者
に
通
知
し
、
二
週
間
を
下
ら
な
い
期
間
を
指
定
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
意
見
書
を
提
出
す
る
確
知
森
林
所
有
者
は
、
当
該
意
見
書
に
お
い
て
、
当
該
確
知
森
林
所
有
者
の
有
す
る
権
利
の
種
類
及
び
内
容
、
同
項
の
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
内

容
に
同
意
し
な
い
理
由
そ
の
他
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
期
間
を
経
過
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
裁
定
を
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

 

（
裁
定
） 

第
十
九
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
確
知
所
有
者
不
同
意
森
林
に
つ
い
て
、
現
に
経
営
管
理
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
前
条
第
一
項
の
意
見

書
の
内
容
、
当
該
確
知
所
有
者
不
同
意
森
林
の
自
然
的
経
済
的
社
会
的
諸
条
件
、
そ
の
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
土
地
の
利
用
の
動
向
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
当
該
確
知
所
有

者
不
同
意
森
林
の
経
営
管
理
権
を
当
該
申
請
を
し
た
市
町
村
に
集
積
す
る
こ
と
が
必
要
か
つ
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
裁
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
裁
定
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 

確
知
所
有
者
不
同
意
森
林
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積 

二 

確
知
所
有
者
不
同
意
森
林
の
確
知
森
林
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所 

三 

市
町
村
が
設
定
を
受
け
る
経
営
管
理
権
の
始
期
及
び
存
続
期
間 

四 

市
町
村
が
設
定
を
受
け
る
経
営
管
理
権
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
経
営
管
理
の
内
容 

五 

販
売
収
益
か
ら
伐
採
等
に
要
す
る
経
費
を
控
除
し
て
な
お
利
益
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
確
知
森
林
所
有
者
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
金
銭
の
額
の
算
定
方
法
並
び
に
当
該
金
銭
の
支

払
の
時
期
、
相
手
方
及
び
方
法 

六 

確
知
所
有
者
不
同
意
森
林
に
つ
い
て
権
利
を
設
定
し
、
又
は
移
転
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
市
町
村
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
の
条
件 

七 

第
三
号
に
規
定
す
る
存
続
期
間
の
満
了
時
及
び
第
九
条
第
二
項
、
第
十
五
条
第
二
項
又
は
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
委
託
が
解
除
さ
れ

た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
時
に
お
け
る
清
算
の
方
法 

八 

そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項 

３ 

第
一
項
の
裁
定
は
、
前
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
申
請
の
範
囲
を
超
え
な
い
も
の
と
し
、
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
存
続
期
間
に
つ
い
て
は

五
十
年
を
限
度
と
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
裁
定
に
基
づ
く
経
営
管
理
権
集
積
計
画
） 
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第
二
十
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
第
一
項
の
裁
定
を
し
た
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
当
該
裁
定
の
申
請
を
し
た
市
町
村
の
長

及
び
当
該
裁
定
に
係
る
確
知
所
有
者
不
同
意
森
林
の
確
知
森
林
所
有
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
当
該
裁
定
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
に
よ
っ
て
当
該
裁
定
の
内
容

が
変
更
さ
れ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
市
町
村
は
、
速
や
か
に
、
前
条
第
一
項
の
裁
定
（
前
項
後
段
に
規
定
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
裁
決
に
よ
る
そ
の
内
容
の
変
更
後
の
も
の
）

に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
経
営
管
理
権
集
積
計
画
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
経
営
管
理
権
集
積
計
画
に
つ
い
て
は
、
確
知
森
林
所
有
者
は
、
こ
れ
に
同
意
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

（
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
取
消
し
） 

第
二
十
一
条 

前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
経
営
管
理
権
集
積
計
画
に
同
意
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
森
林
所
有
者
で
あ
っ
て
第
十
八
条
第
一
項
の
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
内
容
に

同
意
し
な
い
旨
の
同
項
の
意
見
書
を
提
出
し
た
も
の
（
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
経
営
管
理
権
集
積
計
画
に
つ
い

て
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
の
長
に
対
し
、
当
該
経
営
管

理
権
集
積
計
画
の
う
ち
当
該
森
林
所
有
者
に
係
る
部
分
を
取
り
消
す
べ
き
こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

市
町
村
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
申
出
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
経
過
し
た
日
以
後
速
や
か
に
、
当
該
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
う
ち

当
該
森
林
所
有
者
に
係
る
部
分
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。 

 

第
二
十
二
条 

第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
経
営
管
理
権
集
積
計
画
に
同
意
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
森
林
所
有
者
で
あ
っ
て
第
十
八
条
第
一
項
の
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
内

容
に
同
意
し
な
い
旨
の
同
項
の
意
見
書
を
提
出
し
た
も
の
（
そ
の
権
原
に
属
す
る
森
林
の
う
ち
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
経
営
管
理
権
集
積
計
画
に
係
る
も
の

に
つ
い
て
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
経
営
管
理
実
施
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
農
林
水
産
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
の
長
に
対
し
、
当
該
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
う
ち
当
該
森
林
所
有
者
に
係
る
部
分
を
取
り
消
す
べ
き
こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
う
ち
当
該
森
林
所
有
者
に
係
る
部
分
の
取
消
し
に
つ
い
て
、
当
該
部
分
に
係
る
経
営
管
理
権
に
基
づ
く
経
営
管
理
実
施
権
の
設
定
を
受
け
て
い
る
民

間
事
業
者
の
承
諾
を
得
た
場
合 

二 

予
見
し
難
い
経
済
情
勢
の
変
化
そ
の
他
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
う
ち
当
該
森
林
所
有
者
に
係
る
部
分
を
取
り
消
す
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
か
つ
、
当

該
部
分
に
係
る
経
営
管
理
権
に
基
づ
く
経
営
管
理
実
施
権
の
設
定
を
受
け
て
い
る
民
間
事
業
者
に
対
し
、
当
該
森
林
所
有
者
が
通
常
生
ず
べ
き
損
失
の
補
償
を
す
る
場
合 

２ 

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
取
消
し
の
公
告
） 

第
二
十
三
条 

市
町
村
は
、
第
二
十
一
条
第
二
項
（
前
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
取
消
し
を
し
た
と
き
は
、
農
林
水
産

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
う
ち
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
た
部
分
に
係
る
経
営
管
理
権
に
係
る
委
託
は
、

解
除
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 
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第
三
款 

所
有
者
不
明
森
林
に
係
る
特
例 

 

（
不
明
森
林
所
有
者
の
探
索
） 

第
二
十
四
条 
市
町
村
は
、
経
営
管
理
権
集
積
計
画
を
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、
集
積
計
画
対
象
森
林
の
う
ち
に
、
そ
の
森
林
所
有
者
（
数
人
の
共
有
に
属
す
る
森
林
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
森
林
所
有
者
の
全
部
。
次
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
（
以
下
「
所
有
者
不
明
森
林
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
相
当
な
努
力
が

払
わ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
森
林
所
有
者
（
以
下
「
不
明
森
林
所
有
者
」
と
い
う
。
）
の
探
索
を
行
う
も
の

と
す
る
。 

 

（
所
有
者
不
明
森
林
に
係
る
公
告
） 

第
二
十
五
条 

市
町
村
は
、
前
条
の
探
索
を
行
っ
て
も
な
お
不
明
森
林
所
有
者
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
定
め
よ
う
と
す
る
経
営
管
理
権
集
積
計
画
及
び
次
に
掲

げ
る
事
項
を
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

所
有
者
不
明
森
林
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積 

二 

所
有
者
不
明
森
林
の
森
林
所
有
者
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨 

三 

不
明
森
林
所
有
者
は
、
公
告
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
以
内
に
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
権
原
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
市
町
村
に
申
し
出
る
べ
き

旨 

四 

前
号
に
規
定
す
る
期
間
内
に
同
号
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
な
い
と
き
は
、
所
有
者
不
明
森
林
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
が
第
二
十
七
条
第
一
項
の
裁
定
を
す
る
こ
と
が
あ
る

旨 

五 

所
有
者
不
明
森
林
に
つ
い
て
、
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
が
経
営
管
理
権
の
設
定
を
、
森
林
所
有
者
が
経
営
管
理
受
益
権
の
設
定
を
受
け
る

旨 

六 

前
号
に
規
定
す
る
経
営
管
理
権
に
基
づ
き
、
所
有
者
不
明
森
林
に
つ
い
て
次
の
い
ず
れ
か
が
行
わ
れ
る
旨 

イ 

第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
森
林
経
営
管
理
事
業
の
実
施
に
よ
る
経
営
管
理 

ロ 

第
三
十
五
条
第
一
項
の
経
営
管
理
実
施
権
配
分
計
画
に
よ
る
経
営
管
理
実
施
権
の
設
定
及
び
当
該
経
営
管
理
実
施
権
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
に
よ
る
経
営
管
理 

七 

所
有
者
不
明
森
林
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

第
五
号
に
規
定
す
る
経
営
管
理
権
の
始
期
及
び
存
続
期
間 

ロ 

第
五
号
に
規
定
す
る
経
営
管
理
権
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
経
営
管
理
の
内
容 

ハ 

販
売
収
益
か
ら
伐
採
等
に
要
す
る
経
費
を
控
除
し
て
な
お
利
益
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
供
託
さ
れ
る
べ
き
金
銭
の
額
の
算
定
方
法
及
び
当
該
金
銭
の
供
託
の
時
期 

ニ 

イ
に
規
定
す
る
存
続
期
間
の
満
了
時
及
び
第
九
条
第
二
項
又
は
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
委
託
が
解
除
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た

時
に
お
け
る
清
算
の
方
法 

八 

そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項 

 

（
裁
定
の
申
請
） 
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第
二
十
六
条 

市
町
村
が
前
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
期
間
内
に
不
明
森
林
所
有
者
か
ら
同
号
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
な
い
と
き
は

、
当
該
市
町
村
の
長
は
、
当
該
期
間
が
経
過
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
四
月
以
内
に
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
の
裁
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

 

（
裁
定
） 

第
二
十
七
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
所
有
者
不
明
森
林
に
つ
い
て
、
現
に
経
営
管
理
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
当
該
所
有
者
不
明
森
林
の
自
然

的
経
済
的
社
会
的
諸
条
件
、
そ
の
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
土
地
の
利
用
の
動
向
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
当
該
所
有
者
不
明
森
林
の
経
営
管
理
権
を
当
該
申
請
を
し
た
市
町
村

に
集
積
す
る
こ
と
が
必
要
か
つ
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
裁
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
裁
定
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 

所
有
者
不
明
森
林
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積 

二 

市
町
村
が
設
定
を
受
け
る
経
営
管
理
権
の
始
期
及
び
存
続
期
間 

三 

市
町
村
が
設
定
を
受
け
る
経
営
管
理
権
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
経
営
管
理
の
内
容 

四 

販
売
収
益
か
ら
伐
採
等
に
要
す
る
経
費
を
控
除
し
て
な
お
利
益
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
供
託
さ
れ
る
べ
き
金
銭
の
額
の
算
定
方
法
及
び
当
該
金
銭
の
供
託
の
時
期 

五 

所
有
者
不
明
森
林
に
つ
い
て
権
利
を
設
定
し
、
又
は
移
転
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
市
町
村
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
の
条
件 

六 

第
二
号
に
規
定
す
る
存
続
期
間
の
満
了
時
及
び
第
九
条
第
二
項
又
は
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
委
託
が
解
除
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ

た
時
に
お
け
る
清
算
の
方
法 

七 

そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項 

３ 

第
一
項
の
裁
定
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
申
請
の
範
囲
を
超
え
な
い
も
の
と
し
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
存
続
期
間
に
つ
い
て
は
五
十

年
を
限
度
と
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
裁
定
に
基
づ
く
経
営
管
理
権
集
積
計
画
） 

第
二
十
八
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
第
一
項
の
裁
定
を
し
た
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
、
当
該
裁
定
の
申
請
を
し
た
市
町
村

の
長
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。
当
該
裁
定
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
に
よ
っ
て
当
該
裁
定
の
内
容
が
変
更
さ
れ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
市
町
村
は
、
速
や
か
に
、
前
条
第
一
項
の
裁
定
（
前
項
後
段
に
規
定
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
、
裁
決
に
よ
る
そ
の
内
容
の
変
更
後
の
も
の
）

に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
経
営
管
理
権
集
積
計
画
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
経
営
管
理
権
集
積
計
画
に
つ
い
て
は
、
不
明
森
林
所
有
者
は
、
こ
れ
に
同
意
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

（
供
託
） 

第
二
十
九
条 

前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
意
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
経
営
管
理
権
集
積
計
画
に
基
づ
き
森
林
所
有
者
に
支
払
う
べ
き
金
銭
が
生
じ
た
と
き
は
、
市
町
村
（
当
該

同
意
に
係
る
森
林
に
つ
い
て
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
経
営
管
理
実
施
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
経
営
管
理
実
施
権
の
設
定
を
受
け
た
民
間
事
業

者
）
は
、
当
該
金
銭
の
支
払
に
代
え
て
、
当
該
金
銭
を
供
託
す
る
も
の
と
す
る
。 
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２ 
前
項
の
規
定
に
よ
る
金
銭
の
供
託
は
、
当
該
森
林
の
所
在
地
の
供
託
所
に
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
取
消
し
） 

第
三
十
条 
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
経
営
管
理
権
集
積
計
画
に
同
意
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
森
林
所
有
者
（
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
当
該
経

営
管
理
権
集
積
計
画
に
つ
い
て
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村

の
長
に
対
し
、
当
該
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
う
ち
当
該
森
林
所
有
者
に
係
る
部
分
を
取
り
消
す
べ
き
こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

市
町
村
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
申
出
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
経
過
し
た
日
以
後
速
や
か
に
、
当
該
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
う
ち

当
該
森
林
所
有
者
に
係
る
部
分
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。 

 第
三
十
一
条 

第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
経
営
管
理
権
集
積
計
画
に
同
意
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
森
林
所
有
者
（
そ
の
権
原
に
属
す
る
森
林
の
う
ち
当
該
経
営
管
理
権
集

積
計
画
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
経
営
管
理
実
施
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は

、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
の
長
に
対
し
、
当
該
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
う
ち
当
該
森
林
所
有
者
に
係
る
部
分
を
取
り
消
す
べ
き
こ
と
を
申
し
出
る
こ

と
が
で
き
る
。 

一 

経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
う
ち
当
該
森
林
所
有
者
に
係
る
部
分
の
取
消
し
に
つ
い
て
、
当
該
部
分
に
係
る
経
営
管
理
権
に
基
づ
く
経
営
管
理
実
施
権
の
設
定
を
受
け
て
い
る
民

間
事
業
者
の
承
諾
を
得
た
場
合 

二 

予
見
し
難
い
経
済
情
勢
の
変
化
そ
の
他
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
う
ち
当
該
森
林
所
有
者
に
係
る
部
分
を
取
り
消
す
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
か
つ
、
当

該
部
分
に
係
る
経
営
管
理
権
に
基
づ
く
経
営
管
理
実
施
権
の
設
定
を
受
け
て
い
る
民
間
事
業
者
に
対
し
、
当
該
森
林
所
有
者
が
通
常
生
ず
べ
き
損
失
の
補
償
を
す
る
場
合 

２ 

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
取
消
し
の
公
告
） 

第
三
十
二
条 

市
町
村
は
、
第
三
十
条
第
二
項
（
前
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
取
消
し
を
し
た
と
き
は
、
農
林
水
産
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
う
ち
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
た
部
分
に
係
る
経
営
管
理
権
に
係
る
委
託
は
、
解

除
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

（
経
営
管
理
実
施
権
配
分
計
画
の
作
成
） 

第
三
十
五
条 

市
町
村
は
、
経
営
管
理
権
を
有
す
る
森
林
に
つ
い
て
、
民
間
事
業
者
に
経
営
管
理
実
施
権
の
設
定
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
経
営
管
理
実
施
権
配
分
計
画
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

経
営
管
理
実
施
権
配
分
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
五 

（
略
） 
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六 

第
二
号
に
規
定
す
る
森
林
に
係
る
経
営
管
理
権
集
積
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
第
四
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
金
銭
の
額
の
算
定
方
法
並
び
に
当
該
金
銭
の
支
払
の
時

期
、
相
手
方
及
び
方
法 

七
～
九 
（
略
） 

３ 

（
略
） 

 

（
民
間
事
業
者
の
選
定
等
） 

第
三
十
六
条 

（
略
） 

２ 

都
道
府
県
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
募
に
応
募
し
た
民
間
事
業
者
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
及
び
そ
の
応
募
の

内
容
に
関
す
る
情
報
を
整
理
し
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

経
営
管
理
を
効
率
的
か
つ
安
定
的
に
行
う
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

二 

経
営
管
理
を
確
実
に
行
う
に
足
り
る
経
理
的
な
基
礎
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

３
・
４ 

（
略
） 

 

（
経
営
管
理
実
施
権
配
分
計
画
の
公
告
等
） 

第
三
十
七
条 

市
町
村
は
、
経
営
管
理
実
施
権
配
分
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
公
告
が
あ
っ
た
経
営
管
理
実
施
権
配
分
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
民
間
事
業
者
に
経
営
管
理
実
施
権
が
、
森
林
所
有

者
及
び
市
町
村
に
経
営
管
理
受
益
権
が
、
そ
れ
ぞ
れ
設
定
さ
れ
る
。 

３
・
４ 

（
略
） 

 

（
経
営
管
理
実
施
権
配
分
計
画
の
取
消
し
） 

第
四
十
条 

市
町
村
は
、
第
九
条
第
二
項
、
第
十
五
条
第
二
項
、
第
二
十
三
条
第
二
項
又
は
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
委
託
が
解
除
さ
れ
た
も

の
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
経
営
管
理
実
施
権
配
分
計
画
の
う
ち
当
該
解
除
に
係
る
経
営
管
理
権
に
基
づ
い
て
設
定
さ
れ
た
経
営
管
理
実
施
権
に
係
る
森
林
に
係
る
部
分
を
取
り

消
す
も
の
と
す
る
。 

２ 

市
町
村
は
、
林
業
経
営
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
経
営
管
理
実
施
権
配
分
計
画
の
う
ち
当
該
林
業
経
営
者
に
係
る
部
分
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る

。 一 

偽
り
そ
の
他
不
正
な
手
段
に
よ
り
市
町
村
に
経
営
管
理
実
施
権
配
分
計
画
を
定
め
さ
せ
た
こ
と
が
判
明
し
た
場
合 

二 

第
三
十
六
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
と
認
め
る
場
合 

三 

経
営
管
理
実
施
権
の
設
定
を
受
け
た
森
林
に
つ
い
て
経
営
管
理
を
行
っ
て
い
な
い
と
認
め
る
場
合 

四 

経
営
管
理
実
施
権
配
分
計
画
に
基
づ
き
支
払
わ
れ
る
べ
き
金
銭
の
支
払
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
供
託
を
し
な
い
場
合 

五 

正
当
な
理
由
が
な
く
て
前
条
の
報
告
を
し
な
い
場
合 

六 

そ
の
他
経
営
管
理
に
支
障
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合 
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（
経
営
管
理
実
施
権
配
分
計
画
の
取
消
し
の
公
告
等
） 

第
四
十
一
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
経
営
管
理
実
施
権
配
分
計
画
の
う
ち
前
条
の
規
定
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
た
部
分
に
係
る
経
営
管
理
実
施
権
に
係
る
委
託
は
、
解
除

さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

（
災
害
等
防
止
措
置
命
令
） 

第
四
十
二
条 

市
町
村
の
長
は
、
伐
採
又
は
保
育
が
実
施
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
引
き
続
き
伐
採
又
は
保
育
が
実
施
さ
れ
な
い
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
森
林
（
森
林
法

第
二
十
五
条
又
は
第
二
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保
安
林
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
態
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必

要
か
つ
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
そ
の
必
要
の
限
度
に
お
い
て
、
当
該
森
林
の
森
林
所
有
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
当
該
事
態
の
発
生
の
防
止
の
た
め
に
伐
採
又
は

保
育
の
実
施
そ
の
他
必
要
な
措
置
（
以
下
「
災
害
等
防
止
措
置
」
と
い
う
。
）
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
森
林
に
つ
い
て
、
経
営
管
理
権
が
設

定
さ
れ
て
い
る
場
合
又
は
同
法
第
十
条
の
九
第
三
項
若
し
く
は
森
林
の
間
伐
等
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
十
七
条
第
三
項
の
規

定
の
適
用
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

当
該
森
林
の
周
辺
の
地
域
に
お
い
て
土
砂
の
流
出
又
は
崩
壊
そ
の
他
の
災
害
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
。 

二 

当
該
森
林
の
現
に
有
す
る
水
害
の
防
止
の
機
能
に
依
存
す
る
地
域
に
お
い
て
水
害
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
。 

三 

当
該
森
林
の
現
に
有
す
る
水
源
の
涵か

ん

養
の
機
能
に
依
存
す
る
地
域
に
お
い
て
水
の
確
保
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
こ
と
。 

四 

当
該
森
林
の
周
辺
の
地
域
に
お
い
て
環
境
を
著
し
く
悪
化
さ
せ
る
こ
と
。 

２ 

（
略
） 

 

（
代
執
行
） 

第
四
十
三
条 

市
町
村
の
長
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
自
ら
そ
の
災
害
等
防
止
措
置
の
全
部
又
は
一

部
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
号
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
相
当
の
期
限
を
定
め
て
、
当
該
災
害
等
防
止
措
置
を
講
ず
べ
き
旨
及
び
そ
の
期
限

ま
で
に
当
該
災
害
等
防
止
措
置
を
講
じ
な
い
と
き
は
、
自
ら
当
該
災
害
等
防
止
措
置
を
講
じ
、
当
該
災
害
等
防
止
措
置
に
要
し
た
費
用
を
徴
収
す
る
こ
と
が
あ
る
旨
を
、
あ
ら
か
じ

め
、
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
災
害
等
防
止
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
森
林
所
有
者
が
、
当
該
命
令
に
係
る
期
限
ま
で
に
当
該
命
令
に
係
る
災
害
等
防
止
措
置
を
講

じ
な
い
と
き
、
講
じ
て
も
十
分
で
な
い
と
き
、
又
は
講
ず
る
見
込
み
が
な
い
と
き
。 

二 

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
災
害
等
防
止
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
じ
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
相
当
な
努
力
が
払
わ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め

る
方
法
に
よ
り
当
該
災
害
等
防
止
措
置
を
命
ず
べ
き
森
林
所
有
者
の
探
索
を
行
っ
て
も
な
お
当
該
森
林
所
有
者
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
。 

三 

緊
急
に
災
害
等
防
止
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
災
害
等
防
止
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
い
と
ま
が
な
い
と
き
。 

２ 

市
町
村
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
災
害
等
防
止
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
講
じ
た
と
き
は
、
当
該
災
害
等
防
止
措
置
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
森
林
の
森
林
所
有
者
か
ら
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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３ 
前
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
行
政
代
執
行
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

４ 
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
の
長
が
災
害
等
防
止
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
講
ず
る
場
合
に
お
け
る
立
木
の
伐
採
に
つ
い
て
は
、
森
林
法
第
十
条
の
八
第
一
項
本
文
の
規
定
は

、
適
用
し
な
い
。 

 

（
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
に
よ
る
支
援
） 

第
四
十
六
条 

独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
は
、
林
業
経
営
者
に
対
す
る
経
営
の
改
善
発
達
に
係
る
助
言
そ
の
他
の
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
情
報
提
供
等
） 

第
四
十
七
条 

農
林
水
産
大
臣
は
、
共
有
者
不
明
森
林
及
び
所
有
者
不
明
森
林
に
関
す
る
情
報
の
周
知
を
図
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
連
携
し
、
第
十
一
条
又

は
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
係
る
共
有
者
不
明
森
林
又
は
所
有
者
不
明
森
林
に
関
す
る
情
報
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
る
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
都
道
府
県
に
よ
る
森
林
経
営
管
理
事
務
の
代
替
執
行
） 

第
四
十
八
条 

都
道
府
県
は
、
そ
の
区
域
内
の
市
町
村
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
務
の
実
施
体
制
の
整
備
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
当
該
市
町
村
の
当
該
事
務
の
全
部
又

は
一
部
を
、
当
該
市
町
村
の
名
に
お
い
て
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
（
第
三
項
に
お
い
て
「
森
林
経
営
管
理
事
務
の
代
替
執
行
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
市
町
村
に
協

議
し
、
そ
の
同
意
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

経
営
管
理
意
向
調
査
に
関
す
る
事
務 

二 

経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
作
成
に
関
す
る
事
務 

三 

市
町
村
森
林
経
営
管
理
事
業
に
関
す
る
事
務 

四 

経
営
管
理
実
施
権
配
分
計
画
の
作
成
に
関
す
る
事
務 

２ 

前
項
の
同
意
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
六
の
二
第
一
項
の
求
め
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

３ 

都
道
府
県
は
、
森
林
経
営
管
理
事
務
の
代
替
執
行
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
森
林
経
営
管
理
事
務
の
代
替
執
行
に
関
す
る
規
約
を
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。
森
林

経
営
管
理
事
務
の
代
替
執
行
を
す
る
事
務
を
変
更
し
、
又
は
森
林
経
営
管
理
事
務
の
代
替
執
行
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

 

第
五
十
二
条 

第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

  

○ 

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
（
抄
） 

※ 

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
二
百
八
十
八
条
に
よ
る
改
正
後 
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（
定
義
） 

第
二
条 
（
略
） 

２ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
森
林
所
有
者
」
と
は
、
権
原
に
基
き
森
林
の
土
地
の
上
に
木
竹
を
所
有
し
、
及
び
育
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
い
う
。 

３ 

（
略
） 

 

（
地
域
森
林
計
画
） 

第
五
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
全
国
森
林
計
画
に
即
し
て
、
森
林
計
画
区
別
に
、
そ
の
森
林
計
画
区
に
係
る
民
有
林
（
そ
の
自
然
的
経
済
的
社
会
的
諸
条
件
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
に

お
け
る
土
地
の
利
用
の
動
向
か
ら
み
て
、
森
林
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
相
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
民
有
林
を
除
く
。
）
に
つ
き
、
五
年
ご
と
に
、
そ
の
計
画
を
た
て
る
年
の
翌

年
四
月
一
日
以
降
十
年
を
一
期
と
す
る
地
域
森
林
計
画
を
た
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

地
域
森
林
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
六 

（
略
） 

七 

林
道
の
開
設
及
び
改
良
に
関
す
る
計
画
、
搬
出
方
法
を
特
定
す
る
必
要
の
あ
る
森
林
の
所
在
及
び
そ
の
搬
出
方
法
そ
の
他
林
産
物
の
搬
出
に
関
す
る
事
項 

八
～
十
二 

（
略
） 

３ 

地
域
森
林
計
画
に
お
い
て
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
森
林
の
整
備
及
び
保
全
の
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

４
・
５ 

（
略
） 

 

（
地
域
森
林
計
画
の
案
の
縦
覧
等
） 

第
六
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
地
域
森
林
計
画
を
た
て
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
告
し

、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
を
当
該
公
告
の
日
か
ら
お
お
む
ね
三
十
日
間
の
期
間
を
定
め
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
に
意
見
が
あ
る
者
は
、
同
項
の
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
都
道
府
県
知
事
に
、
理
由
を
付
し

た
文
書
を
も
つ
て
、
意
見
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
縦
覧
期
間
満
了
後
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
森
林
審
議
会
及
び
関
係
市
町
村
長
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
に
係
る
森
林
計
画
区
の
区
域
内
に
第
七
条
の
二
第
一
項
の
森
林
計
画
の
対
象
と
な
る
国
有
林
が
あ
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
は

、
併
せ
て
関
係
森
林
管
理
局
長
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
地
域
森
林
計
画
の
案
に
つ
い
て
都
道
府
県
森
林
審
議
会
の
意
見
を
聴
く
場
合
に
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
申
立
て
が
あ
つ
た
意
見
の

要
旨
を
都
道
府
県
森
林
審
議
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

都
道
府
県
知
事
は
、
地
域
森
林
計
画
を
た
て
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
項
を
除
き
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
当
該
地
域
森
林
計
画
に
定
め
る
事
項
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
手
続
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
事
項 

農
林
水
産
大
臣
に
協
議
す
る
こ
と
。 

二 

前
条
第
二
項
第
二
号
の
森
林
の
整
備
及
び
保
全
の
目
標
、
同
項
第
三
号
の
伐
採
立
木
材
積
、
同
項
第
四
号
の
造
林
面
積
、
同
項
第
五
号
の
間
伐
立
木
材
積
並
び
に
同
項
第
十
二

号
の
保
安
林
の
整
備 

農
林
水
産
大
臣
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
る
こ
と
。 
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三 

前
条
第
二
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項 

農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
。 

６ 
都
道
府
県
知
事
は
、
地
域
森
林
計
画
に
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
項
を
定
め
、
又
は
当
該
事
項
に
係
る
地
域
森
林
計
画
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

都
道
府
県
知
事
は
、
地
域
森
林
計
画
を
た
て
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
関
係
市
町
村
長
に
通
知
し
、
か
つ
、
農
林
水
産
大

臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
申
立
て
が
あ
つ
た
意
見
の
要
旨
及
び
当
該
意
見
の
処
理
の
結
果
を
併
せ
て
公
表
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

（
開
発
行
為
の
許
可
） 

第
十
条
の
二 

地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
つ
て
い
る
民
有
林
（
第
二
十
五
条
又
は
第
二
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保
安
林
並
び
に
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
指
定

さ
れ
た
保
安
施
設
地
区
の
区
域
内
及
び
海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
海
岸
保
全
区
域
内
の
森
林
を
除
く
。
）
に
お
い
て
開
発
行

為
（
土
石
又
は
樹
根
の
採
掘
、
開
墾
そ
の
他
の
土
地
の
形
質
を
変
更
す
る
行
為
で
、
森
林
の
土
地
の
自
然
的
条
件
、
そ
の
行
為
の
態
様
等
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
規
模
を
こ
え

る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号

の
一
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
行
な
う
場
合 

二 

火
災
、
風
水
害
そ
の
他
の
非
常
災
害
の
た
め
に
必
要
な
応
急
措
置
と
し
て
行
な
う
場
合 

三 

森
林
の
土
地
の
保
全
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
少
な
く
、
か
つ
、
公
益
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
事
業
で
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
の
施
行
と
し
て
行
な
う
場

合 

２ 

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
許
可
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
許
可
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

当
該
開
発
行
為
を
す
る
森
林
の
現
に
有
す
る
土
地
に
関
す
る
災
害
の
防
止
の
機
能
か
ら
み
て
、
当
該
開
発
行
為
に
よ
り
当
該
森
林
の
周
辺
の
地
域
に
お
い
て
土
砂
の
流
出
又
は

崩
壊
そ
の
他
の
災
害
を
発
生
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。 

一
の
二 

当
該
開
発
行
為
を
す
る
森
林
の
現
に
有
す
る
水
害
の
防
止
の
機
能
か
ら
み
て
、
当
該
開
発
行
為
に
よ
り
当
該
機
能
に
依
存
す
る
地
域
に
お
け
る
水
害
を
発
生
さ
せ
る
お
そ

れ
が
あ
る
こ
と
。 

二 

当
該
開
発
行
為
を
す
る
森
林
の
現
に
有
す
る
水
源
の
か
ん
養
の
機
能
か
ら
み
て
、
当
該
開
発
行
為
に
よ
り
当
該
機
能
に
依
存
す
る
地
域
に
お
け
る
水
の
確
保
に
著
し
い
支
障
を

及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。 

三 

当
該
開
発
行
為
を
す
る
森
林
の
現
に
有
す
る
環
境
の
保
全
の
機
能
か
ら
み
て
、
当
該
開
発
行
為
に
よ
り
当
該
森
林
の
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
環
境
を
著
し
く
悪
化
さ
せ
る
お
そ

れ
が
あ
る
こ
と
。 

３ 

前
項
各
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
き
同
項
各
号
に
規
定
す
る
森
林
の
機
能
を
判
断
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
森
林
の
保
続
培
養
及
び
森
林
生
産
力
の
増
進
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

４ 

第
一
項
の
許
可
に
は
、
条
件
を
附
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

前
項
の
条
件
は
、
森
林
の
現
に
有
す
る
公
益
的
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
最
小
限
度
の
も
の
に
限
り
、
か
つ
、
そ
の
許
可
を
受
け
た
者
に
不
当
な
義
務
を
課
す
る
こ
と
と
な

る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。 
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６ 
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
許
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
都
道
府
県
森
林
審
議
会
及
び
関
係
市
町
村
長
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
監
督
処
分
） 

第
十
条
の
三 
都
道
府
県
知
事
は
、
森
林
の
有
す
る
公
益
的
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
若
し
く
は
同
項
の
許
可

に
附
し
た
同
条
第
四
項
の
条
件
に
違
反
し
て
開
発
行
為
を
し
た
者
又
は
偽
り
そ
の
他
の
不
正
な
手
段
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
開
発
行
為
を
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
開

発
行
為
の
中
止
を
命
じ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
復
旧
に
必
要
な
行
為
を
す
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
市
町
村
森
林
整
備
計
画
） 

第
十
条
の
五 

市
町
村
は
、
そ
の
区
域
内
に
あ
る
地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
つ
て
い
る
民
有
林
に
つ
き
、
五
年
ご
と
に
、
当
該
民
有
林
の
属
す
る
森
林
計
画
区
に
係
る
地
域
森
林
計

画
の
計
画
期
間
の
始
期
を
そ
の
計
画
期
間
の
始
期
と
し
、
十
年
を
一
期
と
す
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
を
た
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
地
域
森
林
計
画
の
変
更
に
よ
り
新

た
に
そ
の
区
域
内
に
あ
る
民
有
林
が
当
該
地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
つ
た
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
最
初
に
た
て
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
に
つ
い
て
は
当
該
地
域
森
林
計
画

の
計
画
期
間
の
終
期
を
そ
の
計
画
期
間
の
終
期
と
し
、
当
該
市
町
村
森
林
整
備
計
画
に
引
き
続
く
次
の
市
町
村
森
林
整
備
計
画
に
つ
い
て
は
当
該
地
域
森
林
計
画
に
引
き
続
き
た
て

ら
れ
る
次
の
地
域
森
林
計
画
の
計
画
期
間
の
始
期
を
そ
の
計
画
期
間
の
始
期
と
し
て
、
た
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２
～
10 

（
略
） 

 

（
市
町
村
森
林
整
備
計
画
の
遵
守
） 

第
十
条
の
七 

森
林
所
有
者
そ
の
他
権
原
に
基
づ
き
森
林
の
立
木
竹
の
使
用
又
は
収
益
を
す
る
者
（
以
下
「
森
林
所
有
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
市
町
村
森
林
整
備
計
画
に
従
つ
て
森

林
の
施
業
及
び
保
護
を
実
施
す
る
こ
と
を
旨
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
森
林
の
土
地
の
所
有
者
と
な
つ
た
旨
の
届
出
等
） 

第
十
条
の
七
の
二 

地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
つ
て
い
る
民
有
林
に
つ
い
て
、
新
た
に
当
該
森
林
の
土
地
の
所
有
者
と
な
つ
た
者
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
市

町
村
の
長
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
土
利
用
計
画
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

（
略
） 

 

（
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
の
届
出
等
） 

第
十
条
の
八 

森
林
所
有
者
等
は
、
地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
つ
て
い
る
民
有
林
（
第
二
十
五
条
又
は
第
二
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保
安
林
及
び
第
四
十
一
条
の

規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保
安
施
設
地
区
の
区
域
内
の
森
林
を
除
く
。
）
の
立
木
を
伐
採
す
る
に
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
市
町
村
の
長
に

森
林
の
所
在
場
所
、
伐
採
面
積
、
伐
採
方
法
、
伐
採
齢
、
伐
採
後
の
造
林
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林

の
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

法
令
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
処
分
に
よ
り
伐
採
の
義
務
の
あ
る
者
が
そ
の
履
行
と
し
て
伐
採
す
る
場
合 
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二 

第
十
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
が
当
該
許
可
に
係
る
同
項
の
開
発
行
為
を
す
る
た
め
に
伐
採
す
る
場
合 

三 
第
十
条
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
係
る
第
十
条
の
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
公
益
的
機
能
維
持
増
進
協
定
（
そ
の
変
更
に
つ
き
第
十
条
の
十
八
に
お
い
て
準
用
す

る
第
十
条
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
に
基
づ
い
て
伐
採
す
る
場
合 

四 

第
十
一
条
第
五
項
の
認
定
に
係
る
森
林
経
営
計
画
（
そ
の
変
更
に
つ
き
第
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
が
あ
つ
た

と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
伐
採
を
す
る
場
合 

五 

森
林
所
有
者
等
が
第
四
十
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
伐
採
す
る
場
合 

六 

第
百
八
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
伐
採
す
る
場
合 

七 

法
令
に
よ
り
そ
の
立
木
の
伐
採
に
つ
き
制
限
が
あ
る
森
林
で
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
以
外
の
森
林
（
次
号
に
お
い
て
「
普
通
林
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
立
木
の
果

実
の
採
取
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
用
途
に
主
と
し
て
供
さ
れ
る
も
の
と
し
て
市
町
村
の
長
が
当
該
森
林
所
有
者
の
申
請
に
基
づ
き
指
定
し
た
も
の
に
つ
き
伐
採
す
る
場

合 

八 

普
通
林
で
あ
つ
て
、
自
家
の
生
活
の
用
に
充
て
る
た
め
必
要
な
木
材
そ
の
他
の
林
産
物
の
採
取
の
目
的
に
供
す
べ
き
も
の
の
う
ち
、
市
町
村
の
長
が
当
該
森
林
所
有
者
の
申
請

に
基
づ
き
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
指
定
し
た
も
の
に
つ
き
伐
採
す
る
場
合 

九 

火
災
、
風
水
害
そ
の
他
の
非
常
災
害
に
際
し
緊
急
の
用
に
供
す
る
必
要
が
あ
る
場
合 

十 

除
伐
す
る
場
合 

十
一 

そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
場
合 

２ 

森
林
所
有
者
等
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
に
係
る
森
林
の
状
況
に
つ

い
て
、
市
町
村
の
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
森
林
の
立
木
を
伐
採
し
た
森
林
所
有
者
等
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
の
長
に
伐
採
の
届
出
書
を
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
施
業
実
施
協
定
） 

第
十
条
の
十
一 

市
町
村
の
区
域
内
に
存
す
る
一
団
の
民
有
林
で
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
対
象
森
林
」
と
い
う
。
）
の
森
林
所
有
者
等
又
は

当
該
対
象
森
林
の
土
地
の
所
有
者
は
、
当
該
市
町
村
の
長
の
認
可
を
受
け
て
、
森
林
施
業
の
実
施
に
関
す
る
協
定
（
以
下
「
施
業
実
施
協
定
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
当
該
対
象
森

林
に
つ
い
て
行
う
間
伐
又
は
保
育
そ
の
他
の
森
林
施
業
の
共
同
化
及
び
そ
の
た
め
に
必
要
な
施
設
の
整
備
に
関
す
る
措
置
を
内
容
と
す
る
も
の
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
つ
て
い
る
森
林
で
あ
る
こ
と
。 

二 

森
林
の
保
続
培
養
及
び
森
林
生
産
力
の
増
進
を
期
す
る
た
め
に
は
一
体
と
し
て
整
備
す
る
こ
と
が
相
当
と
認
め
ら
れ
る
森
林
で
あ
る
こ
と
。 

２ 

緑
化
活
動
そ
の
他
の
森
林
の
整
備
及
び
保
全
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動

法
人
、
一
般
社
団
法
人
、
一
般
財
団
法
人
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
営
利
を
目
的
と
し
な
い
者
（
以
下
「
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
」
と
い
う
。
）
は
、
市
町
村
の
区
域
内

に
存
す
る
公
益
的
機
能
別
施
業
森
林
（
地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
つ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
対
象
森
林
」
と
い
う
。
）
の
森
林
所
有
者
等
又
は
当
該
対

象
森
林
の
土
地
の
所
有
者
と
、
当
該
市
町
村
の
長
の
認
可
を
受
け
て
、
施
業
実
施
協
定
で
あ
つ
て
当
該
対
象
森
林
に
つ
い
て
当
該
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
が
行
う
間
伐
又
は
保
育

そ
の
他
の
森
林
施
業
の
実
施
及
び
そ
の
た
め
に
必
要
な
施
設
の
整
備
に
関
す
る
措
置
を
内
容
と
す
る
も
の
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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３ 
施
業
実
施
協
定
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 
施
業
実
施
協
定
の
目
的
と
な
る
森
林
の
区
域
及
び
そ
の
面
積 

二 

森
林
施
業
の
実
施
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

第
一
項
の
申
請
に
係
る
施
業
実
施
協
定
に
あ
つ
て
は
、
森
林
所
有
者
等
が
共
同
し
て
行
う
森
林
施
業
の
種
類
並
び
に
そ
の
実
施
の
方
法
及
び
時
期
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で

定
め
る
事
項 

ロ 

前
項
の
申
請
に
係
る
施
業
実
施
協
定
に
あ
つ
て
は
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
が
行
う
森
林
施
業
の
種
類
並
び
に
そ
の
実
施
の
方
法
及
び
時
期
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定

め
る
事
項 

三 

前
号
に
掲
げ
る
事
項
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
作
業
路
網
そ
の
他
の
施
設
の
設
置
及
び
維
持
運
営
に
関
す
る
事
項 

四 

施
業
実
施
協
定
の
有
効
期
間 

五 

施
業
実
施
協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置 

４ 

施
業
実
施
協
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
施
業
実
施
協
定
の
対
象
と
な
る
森
林
の
森
林
所
有
者
等
及
び
当
該
森
林
の
土
地
の
所
有
者
の
全
員
の
合
意
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

施
業
実
施
協
定
の
有
効
期
間
は
、
十
年
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
施
業
実
施
協
定
の
内
容
と
法
令
等
と
の
関
係
） 

第
十
条
の
十
一
の
二 

施
業
実
施
協
定
の
内
容
は
、
こ
の
法
律
及
び
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
そ
の
他
関
係
法
令
（
条
例
を
含
む
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
す
る
も

の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

施
業
実
施
協
定
の
内
容
は
、
法
令
に
基
づ
き
策
定
さ
れ
た
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
計
画
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
施
業
実
施
協
定
の
縦
覧
等
） 

第
十
条
の
十
一
の
三 

市
町
村
の
長
は
、
第
十
条
の
十
一
第
一
項
又
は
第
二
項
の
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
告
し
、

当
該
施
業
実
施
協
定
を
当
該
公
告
の
日
か
ら
二
週
間
利
害
関
係
人
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
つ
た
と
き
は
、
利
害
関
係
人
は
、
同
項
の
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
施
業
実
施
協
定
に
つ
い
て
、
市
町
村
の
長
に
意
見
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
施
業
実
施
協
定
の
認
可
） 

第
十
条
の
十
一
の
四 

市
町
村
の
長
は
、
第
十
条
の
十
一
第
一
項
又
は
第
二
項
の
認
可
の
申
請
が
次
の
各
号
の
全
て
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
施
業
実
施
協
定
を
認
可
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

一 

申
請
の
手
続
又
は
施
業
実
施
協
定
の
内
容
が
法
令
に
違
反
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。 

二 

施
業
実
施
協
定
の
内
容
が
森
林
の
利
用
を
不
当
に
制
限
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。 

三 

施
業
実
施
協
定
の
内
容
が
市
町
村
森
林
整
備
計
画
の
達
成
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

２ 

市
町
村
の
長
は
、
前
項
の
認
可
を
し
た
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
告
し
、
か
つ
、
当
該
施
業
実
施
協
定
の
写
し
を
当
該
市
町
村
の
事
務
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所
に
備
え
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
施
業
実
施
協
定
の
対
象
と
す
る
森
林
で
あ
る
旨
を
当
該
森
林
の
区
域
内
に
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
施
業
実
施
協
定
の
変
更
） 

第
十
条
の
十
一
の
五 

施
業
実
施
協
定
に
係
る
森
林
所
有
者
等
、
森
林
の
土
地
の
所
有
者
及
び
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
は
、
施
業
実
施
協
定
に
お
い
て
定
め
た
事
項
を
変
更
し
よ
う

と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
全
員
の
合
意
を
も
つ
て
そ
の
旨
を
定
め
、
市
町
村
の
長
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
二
条
の
規
定
は
、
前
項
の
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
施
業
実
施
協
定
の
効
力
） 

第
十
条
の
十
一
の
六 

第
十
条
の
十
一
の
四
第
二
項
（
前
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
公
告
の
あ
つ
た
施
業
実
施
協
定
は
、
そ
の
公
告
の

あ
つ
た
後
に
お
い
て
当
該
施
業
実
施
協
定
の
対
象
と
す
る
森
林
の
森
林
所
有
者
等
又
は
当
該
森
林
の
土
地
の
所
有
者
と
な
つ
た
者
に
対
し
て
も
、
そ
の
効
力
が
あ
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
施
業
実
施
協
定
の
廃
止
） 

第
十
条
の
十
一
の
七 

施
業
実
施
協
定
に
係
る
森
林
所
有
者
等
、
森
林
の
土
地
の
所
有
者
及
び
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
は
、
第
十
条
の
十
一
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
十
条

の
十
一
の
五
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
施
業
実
施
協
定
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
過
半
数
の
合
意
を
も
つ
て
そ
の
旨
を
定
め
、
市
町
村
の
長
の
認
可
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

市
町
村
の
長
は
、
前
項
の
認
可
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
施
業
実
施
協
定
の
認
可
の
取
消
し
） 

第
十
条
の
十
一
の
八 

市
町
村
の
長
は
、
第
十
条
の
十
一
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
十
条
の
十
一
の
五
第
一
項
の
認
可
を
し
た
後
に
お
い
て
、
当
該
認
可
に
係
る
施
業
実
施
協

定
の
内
容
が
第
十
条
の
十
一
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
し
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
当
該
施
業
実
施
協
定
の
認
可
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。 

２ 

市
町
村
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
取
消
し
を
行
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
、
当
該
施
業
実
施
協
定
に
係
る
森
林
所
有
者
等
、
森
林
の
土
地
の
所
有
者
及
び
特
定
非
営

利
活
動
法
人
等
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
公
告
の
申
請
） 

第
十
条
の
十
二
の
二 

地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
つ
て
い
る
民
有
林
で
あ
つ
て
、
当
該
森
林
の
立
木
が
数
人
の
共
有
に
属
す
る
も
の
の
う
ち
、
過
失
が
な
く
て
当
該
森
林
の
森
林
所

有
者
の
一
部
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
（
以
下
「
共
有
者
不
確
知
森
林
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
共
有
者
不
確
知
森
林
の
森
林
所
有
者
で
知
れ
て
い
る
も
の
（
以

下
「
確
知
森
林
共
有
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
共
有
者
不
確
知
森
林
の
立
木
の
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
を
す
る
た
め
次
に
掲
げ
る
権
利
の
取
得
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該

確
知
森
林
共
有
者
は
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
共
有
者
不
確
知
森
林
に
係
る
次
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
求
め
る
旨
を
当
該
共

有
者
不
確
知
森
林
の
所
在
地
の
属
す
る
市
町
村
の
長
に
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

当
該
共
有
者
不
確
知
森
林
の
森
林
所
有
者
で
過
失
が
な
く
て
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
の
当
該
共
有
者
不
確
知
森
林
の
立
木
に
つ
い
て
の
持
分
（
以
下
「
不
確
知
立
木

持
分
」
と
い
う
。
） 
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二 

過
失
が
な
く
て
当
該
共
有
者
不
確
知
森
林
の
土
地
の
所
有
者
の
全
部
又
は
一
部
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
当
該
共
有
者
不
確
知
森
林
に
つ
い
て
行
う
伐
採
及

び
伐
採
後
の
造
林
の
実
施
並
び
に
そ
の
た
め
に
必
要
な
施
設
の
整
備
の
た
め
当
該
共
有
者
不
確
知
森
林
の
土
地
を
使
用
す
る
権
利
（
以
下
「
不
確
知
土
地
使
用
権
」
と
い
う
。
） 

２ 

（
略
） 

 

（
公
告
） 

第
十
条
の
十
二
の
三 
市
町
村
の
長
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
告
す

る
も
の
と
す
る
。 

一 

当
該
共
有
者
不
確
知
森
林
の
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積 

二 

当
該
共
有
者
不
確
知
森
林
の
森
林
所
有
者
の
一
部
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨 

三 

当
該
共
有
者
不
確
知
森
林
の
土
地
の
所
有
者
の
全
部
又
は
一
部
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
旨 

四 

次
に
掲
げ
る
者
は
、
公
告
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
以
内
に
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
権
原
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
、
市
町
村
の
長
に
申
し
出
る

べ
き
旨 

イ 

当
該
共
有
者
不
確
知
森
林
の
森
林
所
有
者
又
は
当
該
共
有
者
不
確
知
森
林
の
土
地
の
所
有
者
で
、
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
（
第
十
条
の
十
二
の
七
第
一
項
に
お
い

て
「
不
確
知
森
林
共
有
者
等
」
と
い
う
。
） 

ロ 

当
該
共
有
者
不
確
知
森
林
に
関
し
所
有
権
以
外
の
権
利
を
有
す
る
者
で
、
当
該
共
有
者
不
確
知
森
林
の
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
に
つ
い
て
異
議
の
あ
る
も
の 

五 

そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項 

 

（
公
益
的
機
能
維
持
増
進
協
定
） 

第
十
条
の
十
五 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

公
益
的
機
能
維
持
増
進
協
定
の
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
三 

（
略
） 

四 

公
益
的
機
能
維
持
増
進
協
定
区
域
内
に
存
す
る
民
有
林
又
は
当
該
公
益
的
機
能
維
持
増
進
協
定
区
域
に
近
接
す
る
民
有
林
に
お
い
て
、
都
道
府
県
が
治
山
事
業
（
第
四
十
一
条

第
三
項
に
規
定
す
る
保
安
施
設
事
業
及
び
地
す
べ
り
等
防
止
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）
第
五
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
地
す
べ
り
地
域
又
は
ぼ
た
山
に
関

し
て
同
法
第
三
条
又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
つ
て
指
定
さ
れ
た
地
す
べ
り
防
止
区
域
又
は
ぼ
た
山
崩
壊
防
止
区
域
に
お
け
る
同
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
地
す
べ
り
防
止
工

事
又
は
同
法
第
四
十
一
条
の
ぼ
た
山
崩
壊
防
止
工
事
に
関
す
る
事
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
い
、
又
は
行
お
う
と
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該

治
山
事
業
の
実
施
に
関
す
る
計
画
と
の
整
合
性
に
配
慮
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

五 

（
略
） 

５ 

（
略
） 

 

（
指
定
） 



 

 

 

- 21 - 

 

第
二
十
五
条 

農
林
水
産
大
臣
は
、
次
の
各
号
（
指
定
し
よ
う
と
す
る
森
林
が
民
有
林
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
）
に
掲
げ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必

要
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
（
民
有
林
に
あ
つ
て
は
、
重
要
流
域
（
二
以
上
の
都
府
県
の
区
域
に
わ
た
る
流
域
そ
の
他
の
国
土
保
全
上
又
は
国
民
経
済
上
特
に
重
要
な
流
域
で
農
林
水

産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
内
に
存
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
保
安
林
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
海
岸
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
指
定

さ
れ
る
海
岸
保
全
区
域
及
び
自
然
環
境
保
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
る
原
生
自
然
環
境
保
全
地
域
に
つ
い
て
は
、
指

定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

一 

水
源
の
か
ん
養 

二 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

三 

土
砂
の
崩
壊
の
防
備 

四 

飛
砂
の
防
備 

五 

風
害
、
水
害
、
潮
害
、
干
害
、
雪
害
又
は
霧
害
の
防
備 

六 

な
だ
れ
又
は
落
石
の
危
険
の
防
止 

七 

火
災
の
防
備 

八 

魚
つ
き 

九 

航
行
の
目
標
の
保
存 

十 

公
衆
の
保
健 

十
一 

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存 

２ 

前
項
但
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
農
林
水
産
大
臣
は
、
特
別
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
海
岸
管
理
者
に
協
議
し
て
海
岸
保
全
区
域
内
の
森
林
を
保
安
林
と
し
て
指
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
第
十
号
又
は
第
十
一
号
に
掲
げ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
前
二
項
の
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
環
境
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
林
政
審
議
会
に
諮
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 第
二
十
五
条
の
二 

都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
重
要
流
域
以
外
の
流
域
内
に
存
す
る
民
有

林
を
保
安
林
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
同
項
た
だ
し
書
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

２ 

都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
民
有
林
を
保
安
林
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
は
、
同
項
た
だ
し
書
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

３ 

都
道
府
県
知
事
は
、
前
二
項
の
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
都
道
府
県
森
林
審
議
会
に
諮
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
指
定
） 

第
四
十
一
条 

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
国
が
森
林
の
造
成
事
業
又
は
森
林
の
造
成
若
し
く
は
維
持
に

必
要
な
事
業
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
事
業
を
行
う
の
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
森
林
又
は
原
野
そ
の
他
の
土
地
を
保
安
施
設
地
区
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 
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２ 
農
林
水
産
大
臣
は
、
民
有
林
又
は
国
の
所
有
に
属
さ
な
い
原
野
そ
の
他
の
土
地
に
つ
い
て
、
第
二
十
五
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
前

項
の
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
事
業
（
以
下
「
保
安
施
設
事
業
」
と
い
う
。
）
を
都
道
府
県
が
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
都
道
府
県
知
事
か
ら
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て

、
そ
の
申
請
を
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
事
業
を
行
う
の
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
森
林
又
は
原
野
そ
の
他
の
土
地
を
保
安
施
設
地
区
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

第
二
十
五
条
第
一
項
但
書
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
又
は
前
項
の
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
五
条
第
二
項
中
「
森
林
を

保
安
林
と
し
て
」
と
あ
る
の
は
、
「
森
林
又
は
原
野
そ
の
他
の
土
地
を
保
安
施
設
地
区
と
し
て
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
林
地
台
帳
の
作
成
） 

第
百
九
十
一
条
の
四 

市
町
村
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
的
確
に
行
う
た
め
、
一
筆
の
森
林
（
地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
つ
て
い
る
民
有
林
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
百
九
十
一

条
の
六
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
土
地
ご
と
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
林
地
台
帳
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

そ
の
森
林
の
土
地
の
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所 

二 

そ
の
森
林
の
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積 

三 

そ
の
森
林
の
土
地
の
境
界
に
関
す
る
測
量
の
実
施
状
況 

四 

そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項 

２
・
３ 

（
略
） 

 第
二
百
六
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一 

第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
、
開
発
行
為
を
し
た
者 

二 

第
十
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者 

三 

第
三
十
四
条
第
二
項
（
第
四
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
、
土
石
又
は
樹
根
の
採
掘
、
開
墾
そ
の
他
の
土
地
の
形
質
を
変
更
す
る
行
為
を

し
た
者 

四 

第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
土
石
又
は
樹
根
の
採
掘
、
開
墾
そ
の
他
の
土
地
の
形
質
を
変
更
す
る
行
為
の
中
止
又
は
復
旧
に
必
要
な
行
為
を
す
べ
き
旨
を
命
ず

る
部
分
に
限
る
。
）
に
違
反
し
た
者 

  ○ 

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
（
抄
） 

 

（
通
知
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
執
行
機
関
へ
の
本
人
確
認
情
報
の
提
供
） 

第
三
十
条
の
十 

機
構
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
本
人
確
認
情
報
を
第
三
十
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
た

都
道
府
県
知
事
が
統
括
す
る
都
道
府
県
（
以
下
「
通
知
都
道
府
県
」
と
い
う
。
）
の
区
域
内
の
市
町
村
の
市
町
村
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
に
対
し
、
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
（
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
住
民
票
コ
ー
ド
を
除
く
。
）
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
個
人
番
号
に
つ
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い
て
は
、
当
該
市
町
村
長
そ
の
他
の
市
町
村
の
執
行
機
関
が
番
号
利
用
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
個
人
番
号
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
り
、
提
供
す
る
も
の
と

す
る
。 

一 

通
知
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
市
町
村
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
で
あ
つ
て
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
か
ら
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
の
処
理
に
関
し
求
め
が

あ
つ
た
と
き
。 

二 

通
知
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
市
町
村
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
か
ら
番
号
利
用
法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
条
例
で
定
め
る
事
務
の
処
理
に
関
し
求
め
が
あ
つ

た
と
き
。 

三 

通
知
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
市
町
村
長
か
ら
番
号
利
用
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
国
外
転
出
者
に
係
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
に
関
す
る
事
務
の
処

理
に
関
し
求
め
が
あ
つ
た
と
き
。 

四 

通
知
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
市
町
村
長
か
ら
住
民
基
本
台
帳
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
関
し
求
め
が
あ
つ
た
と
き
。 

２ 

前
項
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
通
知
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
市
町
村
長
へ
の
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
当
該
市
町
村
長
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
送
信
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
特
別
の
求
め
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（
通
知
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
執
行
機
関
へ
の
本
人
確
認
情
報
の
提
供
） 

第
三
十
条
の
十
二 

機
構
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
通
知
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
市
町
村

長
そ
の
他
の
執
行
機
関
に
対
し
、
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
住
民
票
コ
ー
ド
を
除
く
。
）
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
個
人
番
号
に
つ
い
て
は
、
当
該
市
町
村
長
そ
の
他
の
市
町
村
の
執
行
機
関
が
番
号
利
用
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
個
人
番

号
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
り
、
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

通
知
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
市
町
村
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
で
あ
つ
て
別
表
第
四
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
か
ら
通
知
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県

の
都
道
府
県
知
事
を
経
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
の
処
理
に
関
し
求
め
が
あ
つ
た
と
き
。 

二 

通
知
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
市
町
村
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
か
ら
番
号
利
用
法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
条
例
で
定
め
る
事
務
の
処
理
に

関
し
求
め
が
あ
つ
た
と
き
。 

三 

通
知
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
市
町
村
長
か
ら
番
号
利
用
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
国
外
転
出
者
に
係
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
に

関
す
る
事
務
の
処
理
に
関
し
求
め
が
あ
つ
た
と
き
。 

四 

通
知
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
市
町
村
長
か
ら
通
知
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
都
道
府
県
知
事
を
経
て
住
民
基
本
台
帳
に
関
す
る
事
務
の
処
理

に
関
し
求
め
が
あ
つ
た
と
き
。 

２ 

前
項
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
通
知
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
市
町
村
長
へ
の
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
の
提
供
は
、
総
務

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
当
該
市
町
村
長
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
送
信
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
の
求
め
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（
附
票
通
知
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
執
行
機
関
へ
の
附
票
本
人
確
認
情
報
の
提
供
） 



 

 

 

- 24 - 

 

第
三
十
条
の
四
十
四
の
三 

機
構
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
附
票
本
人
確
認
情
報
を
第
三
十
条
の
四
十
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
通
知
し
た
都
道
府
県
知
事
が
統
括
す
る
都
道
府
県
（
以
下
「
附
票
通
知
都
道
府
県
」
と
い
う
。
）
の
区
域
内
の
市
町
村
の
市
町
村
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
に
対
し
、
機
構

保
存
附
票
本
人
確
認
情
報
（
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
住
民
票
コ
ー
ド
を
除
く
。
）
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

附
票
通
知
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
市
町
村
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
で
あ
つ
て
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
か
ら
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
の
処
理
で
あ
つ
て

国
外
転
出
者
に
係
る
も
の
に
関
し
求
め
が
あ
つ
た
と
き
。 

二 

附
票
通
知
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
市
町
村
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
か
ら
番
号
利
用
法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
条
例
で
定
め
る
事
務
の
処
理
で
あ
つ
て
国
外

転
出
者
に
係
る
も
の
に
関
し
求
め
が
あ
つ
た
と
き
。 

三 

附
票
通
知
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
市
町
村
長
か
ら
戸
籍
の
附
票
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
関
し
求
め
が
あ
つ
た
と
き
。 

２ 

前
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
附
票
通
知
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
市
町
村
長
へ
の
機
構
保
存
附
票
本
人
確
認
情
報
の
提
供
は
、
総
務
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
当
該
市
町
村
長
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
送
信
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
特
別
の
求
め
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（
附
票
通
知
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
執
行
機
関
へ
の
附
票
本
人
確
認
情
報
の
提
供
） 

第
三
十
条
の
四
十
四
の
五 

機
構
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
附
票
通
知
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町

村
の
市
町
村
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
に
対
し
、
機
構
保
存
附
票
本
人
確
認
情
報
（
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
住
民
票
コ
ー
ド
を
除
く
。
）
を
提
供
す
る
も

の
と
す
る
。 

一 

附
票
通
知
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
市
町
村
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
で
あ
つ
て
別
表
第
四
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
か
ら
附
票
通
知
都
道
府
県
以
外
の

都
道
府
県
の
都
道
府
県
知
事
を
経
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
の
処
理
で
あ
つ
て
国
外
転
出
者
に
係
る
も
の
に
関
し
求
め
が
あ
つ
た
と
き
。 

二 

附
票
通
知
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
市
町
村
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
か
ら
番
号
利
用
法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
条
例
で
定
め
る
事
務
の
処

理
で
あ
つ
て
国
外
転
出
者
に
係
る
も
の
に
関
し
求
め
が
あ
つ
た
と
き
。 

三 

附
票
通
知
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
市
町
村
長
か
ら
附
票
通
知
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
都
道
府
県
知
事
を
経
て
戸
籍
の
附
票
に
関
す
る
事
務

の
処
理
に
関
し
求
め
が
あ
つ
た
と
き
。 

２ 

前
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
附
票
通
知
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
市
町
村
長
へ
の
機
構
保
存
附
票
本
人
確
認
情
報
の
提
供

は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
当
該
市
町
村
長
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
送
信
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
の
求
め
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

別
表
第
二
（
第
三
十
条
の
十
、
第
三
十
条
の
四
十
四
の
三
関
係
） 

 
 

提
供
を
受
け
る
通
知
都
道
府
県
又

は
附
票
通
知
都
道
府
県
の
区
域
内

の
市
町
村
の
市
町
村
長
そ
の
他
の

事

務 
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執
行
機
関 

  
 
（
略
） 

（
略
） 

五
の
四
十
一 

市
町
村
長 

森
林
経
営
管
理
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
五
号
）
に
よ
る
同
法
第
四
条
第
一
項
の
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
作
成
、
同
法
第
五
条

の
経
営
管
理
意
向
調
査
の
実
施
、
同
法
第
十
条
若
し
く
は
第
二
十
四
条
の
探
索
、
同
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
経
営
管
理
実
施
権
配
分

計
画
の
作
成
又
は
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
命
令
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の 

（
略
） 

（
略
） 

 

別
表
第
四
（
第
三
十
条
の
十
二
、
第
三
十
条
の
四
十
四
の
五
関
係
） 

提
供
を
受
け
る
通
知
都
道
府
県
及

び
附
票
通
知
都
道
府
県
以
外
の
都

道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
の
市

町
村
長
そ
の
他
の
執
行
機
関 

事

務 

（
略
） 

（
略
） 

四
の
四
十
一 

市
町
村
長 

森
林
経
営
管
理
法
に
よ
る
同
法
第
四
条
第
一
項
の
経
営
管
理
権
集
積
計
画
の
作
成
、
同
法
第
五
条
の
経
営
管
理
意
向
調
査
の
実
施
、
同

法
第
十
条
若
し
く
は
第
二
十
四
条
の
探
索
、
同
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
経
営
管
理
実
施
権
配
分
計
画
の
作
成
又
は
同
法
第
四
十
二
条

第
一
項
の
命
令
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の 

（
略
） 

（
略
） 

  

○ 

木
材
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
八
年
法
律
第
四
十
七
号
）
（
抄
） 

 

（
事
業
計
画
） 

第
四
条 

森
林
所
有
者
等
（
指
定
地
域
内
の
森
林
の
森
林
所
有
者
（
森
林
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
森
林
所
有
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
権
原
に
基
づ
き
森
林
の
立
木

の
使
用
若
し
く
は
収
益
を
す
る
者
又
は
森
林
経
営
管
理
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
て
い
る
民
間
事
業
者
、
国
有
林
野
の

管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
六
号
）
第
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
樹
木
採
取
権
の
設
定
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
そ
の
他
の
権
原
に
基

づ
き
森
林
の
立
木
の
使
用
若
し
く
は
収
益
を
し
よ
う
と
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
当
該
森
林
所
有
者
等
が
生
産
し
た
木
材
を
製
品
の
原
材
料
若
し
く
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
源

と
し
て
利
用
す
る
事
業
者
若
し
く
は
そ
の
組
織
す
る
団
体
（
以
下
「
木
材
利
用
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
又
は
木
材
利
用
事
業
者
等
及
び
当
該
木
材
を
原
材
料
と
す
る
製
品
（
第
三

項
第
二
号
ヘ
(2)
に
お
い
て
「
木
材
製
品
」
と
い
う
。
）
を
利
用
す
る
事
業
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
同
号
ヘ
(2)
に
お
い
て
「
木
材
製
品
利
用
事
業
」
と
い
う
。
）
を
行
う
者

（
第
十
六
条
第
二
号
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
「
木
材
製
品
利
用
事
業
者
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
そ
の
組
織
す
る
団
体
（
以
下
「
木
材
製
品
利
用
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
と
共
同
し

て
、
木
材
の
安
定
的
な
取
引
関
係
の
確
立
（
こ
れ
と
併
せ
て
実
施
す
る
作
業
路
網
、
乾
燥
施
設
そ
の
他
の
木
材
の
生
産
又
は
流
通
の
改
善
を
図
る
た
め
の
施
設
（
以
下
「
木
材
生
産
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流
通
改
善
施
設
」
と
い
う
。
）
の
整
備
を
含
む
。
）
を
図
る
事
業
（
以
下
「
木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
計
画
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
事
業
計
画
」
と

い
う
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ
を
当
該
指
定
地
域
を
指
定
し
た
都
道
府
県
知
事
（
同
項
第
二
号
ハ
の
事
業
所
、
同
号
ニ
の
木
材
生
産
流
通
改
善
施
設
又
は
同
号
ヘ
(2)
の
事
業
所
若
し

く
は
区
域
が
当
該
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
所
在
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
農
林
水
産
大
臣
。
以
下
「
都
道
府
県
知
事
等
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
て
、
当
該
事
業

計
画
が
適
当
で
あ
る
旨
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

事
業
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
者
が
森
林
所
有
者
等
、
木
材
利
用
事
業
者
等
又
は
木
材
製
品
利
用
事
業
者
等
と
の
安
定
的
な
取
引
関
係
に
基
づ
き
行
う
立
木
の
伐
採
及
び
木
材
の

搬
出
の
効
率
化
、
木
材
の
需
要
の
開
拓
そ
の
他
の
木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
（
以
下
「
促
進
措
置
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
計
画
を
含
め
る
こ
と
が
で
き

る
。 

一 

森
林
組
合
、
森
林
組
合
連
合
会
又
は
そ
の
他
の
森
林
所
有
者
の
組
織
す
る
団
体 

二 

素
材
生
産
業
若
し
く
は
木
材
卸
売
業
を
営
む
者
、
木
材
取
引
の
た
め
に
開
設
さ
れ
る
市
場
（
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
開
設
す
る
者
（
第
十
六
条
第
二
号
イ
に
お
い

て
「
市
場
開
設
者
」
と
い
う
。
）
又
は
木
材
の
輸
送
を
業
と
し
て
行
う
者 

三 

前
号
に
掲
げ
る
者
の
組
織
す
る
団
体 

３ 

事
業
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
の
目
標 

二 

木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
（
促
進
措
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
内
容
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
及
び
実
施
期
間 

イ 

取
引
関
係
に
関
す
る
事
項 

ロ 

森
林
の
区
域
並
び
に
当
該
区
域
に
お
け
る
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
に
関
す
る
方
針 

ハ 

木
材
利
用
事
業
者
等
の
事
業
所
で
あ
っ
て
森
林
所
有
者
等
が
生
産
し
た
木
材
の
引
取
り
を
行
う
も
の
の
所
在
地 

ニ 

木
材
生
産
流
通
改
善
施
設
を
整
備
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
施
設
の
所
在
地
、
種
類
及
び
規
模 

ホ 

促
進
措
置
に
関
す
る
計
画
を
含
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
促
進
措
置
の
内
容
（
ニ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
） 

ヘ 

森
林
所
有
者
等
、
木
材
利
用
事
業
者
等
及
び
木
材
製
品
利
用
事
業
者
等
が
共
同
し
て
事
業
計
画
を
作
成
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項 

(1) 

木
材
の
需
要
の
開
拓
の
内
容 

(2) 

木
材
製
品
利
用
事
業
者
等
の
事
業
所
で
あ
っ
て
木
材
製
品
の
引
取
り
を
行
う
も
の
の
所
在
地
又
は
木
材
製
品
利
用
事
業
を
行
う
区
域 

三 

木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
を
実
施
す
る
の
に
必
要
な
資
金
の
額
及
び
そ
の
調
達
方
法 

四 

森
林
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
た
て
ら
れ
た
地
域
森
林
計
画
（
以
下
「
地
域
森
林
計
画
」
と
い
う
。
）
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
民
有
林
（
同
項
に
規
定
す
る
民
有
林
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
保
安
林
（
同
法
第
二
十
五
条
又
は
第
二
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保
安
林
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
保
安
施
設
地
区
（

同
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保
安
施
設
地
区
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
区
域
内
及
び
海
岸
保
全
区
域
（
海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条

の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
海
岸
保
全
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
内
の
森
林
以
外
の
森
林
に
お
い
て
木
材
生
産
流
通
改
善
施
設
を
整
備
す
る
た
め
に
森
林
法
第
十
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
開
発
行
為
（
以
下
「
開
発
行
為
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
施
設
の
配
置
及
び
構
造 

五 

保
安
林
の
区
域
内
に
お
い
て
作
業
路
網
等
（
作
業
路
網
そ
の
他
の
伐
採
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設
で
あ
っ
て
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
を
整
備
す
る
た
め
に
森
林
法
第
三
十
四
条
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
行
為
（
以
下
「
形
質
変
更
等
行
為
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
作
業
路
網

等
の
配
置
及
び
構
造 
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４ 
事
業
計
画
に
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
に
係
る
立
木
の
伐
採
に
関
し
、
森
林
の
所
在
場
所
、
保
安
林
と
そ
の
他
の
森
林
と
の
区
別
、
伐

採
面
積
、
伐
採
方
法
、
伐
採
齢
、
伐
採
後
の
造
林
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種
そ
の
他
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
に
関
し
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。 

５ 

都
道
府
県
知
事
等
は
、
第
一
項
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
事
業
計
画
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定

を
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
目
標
が
森
林
所
有
者
等
か
ら
木
材
利
用
事
業
者
等
又
は
木
材
製
品
利
用
事
業
者
等
に
対
す
る
木
材
の
安
定
供
給
を
確
保
す
る
た
め
に
有
効
か
つ
適
切

な
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

そ
の
事
業
計
画
に
係
る
木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
が
地
域
森
林
計
画
そ
の
他
法
律
の
規
定
に
よ
る
森
林
の
整
備
に
関
す
る
計
画
に
照
ら
し
て
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と

。 

三 

第
三
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
項
を
含
む
。
）
が
第
三
項
第
一
号

に
掲
げ
る
目
標
を
確
実
に
達
成
す
る
た
め
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

四 

保
安
林
の
区
域
内
に
お
い
て
立
木
を
伐
採
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
業
計
画
に
係
る
伐
採
に
つ
い
て
、
当
該
保
安
林
に
係
る
森
林
法
第
三
十
三
条
第
一
項
（

同
条
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
告
示
に
係
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
施
業
要
件
（
そ
の
変
更
に
つ
き
同
法
第
三
十
三
条

の
三
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
項
（
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
告
示
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変

更
後
の
も
の
。
第
十
項
第
一
号
に
お
い
て
「
指
定
施
業
要
件
」
と
い
う
。
）
及
び
伐
採
の
限
度
に
関
し
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

五 

地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
民
有
林
で
あ
っ
て
保
安
林
並
び
に
保
安
施
設
地
区
の
区
域
内
及
び
海
岸
保
全
区
域
内
の
森
林
以
外
の
森
林
に
お
い
て
木
材
生
産
流
通
改

善
施
設
を
整
備
す
る
た
め
に
開
発
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
森
林
法
第
十
条
の
二
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

六 

保
安
林
の
区
域
内
に
お
い
て
作
業
路
網
等
を
整
備
す
る
た
め
に
形
質
変
更
等
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
業
計
画
に
係
る
形
質
変
更
等
行
為
に
つ
い
て

、
当
該
保
安
林
の
指
定
の
目
的
の
達
成
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

６ 

都
道
府
県
知
事
等
は
、
地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
民
有
林
（
保
安
林
及
び
保
安
施
設
地
区
の
区
域
内
の
森
林
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て

の
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
を
含
む
事
業
計
画
に
つ
い
て
第
一
項
の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
事
業
計
画
に
お
い
て
伐
採
及
び

伐
採
後
の
造
林
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
民
有
林
の
所
在
地
の
属
す
る
市
町
村
の
長
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

都
道
府
県
知
事
は
、
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
事
業
計
画
に
つ
い
て
第
一
項
の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
森
林
審
議
会
及
び

関
係
市
町
村
長
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

８ 

農
林
水
産
大
臣
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
事
業
計
画
に
つ
い
て
第
一
項
の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

森
林
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

保
安
林
の
区
域
内
に
お
け
る
立
木
の
伐
採
（
森
林
法
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
択
伐
に
よ
る
立
木
の
伐
採
（
以
下
「
択
伐
に
よ
る
立
木
の
伐
採
」
と
い
う
。
）
及

び
同
法
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
間
伐
の
た
め
の
立
木
の
伐
採
（
以
下
「
間
伐
の
た
め
の
立
木
の
伐
採
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
第
十
項
第
一
号
及
び
第
十
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
事
項 

当
該
保
安
林 

二 

第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項 

当
該
木
材
生
産
流
通
改
善
施
設
の
用
に
供
さ
れ
る
森
林 

三 

第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項 

当
該
作
業
路
網
等
の
用
に
供
さ
れ
る
保
安
林 
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９ 
農
林
水
産
大
臣
は
、
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
（
保
安
林
の
区
域
内
に
お
け
る
立
木
の
伐
採
（
択
伐
に
よ
る
立
木
の
伐
採
及
び
間
伐
の
た
め
の
立
木
の
伐
採
に
限
る
。
）
を
含
む

も
の
に
限
る
。
）
を
含
む
事
業
計
画
に
つ
い
て
第
一
項
の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
伐
採
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
保
安
林

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

10 

都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
事
業
計
画
に
つ
い
て
の
協
議
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
項
が
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す

る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
八
項
の
同
意
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

保
安
林
の
区
域
内
に
お
け
る
立
木
の
伐
採
に
関
す
る
事
項 

当
該
伐
採
が
当
該
保
安
林
に
係
る
指
定
施
業
要
件
及
び
伐
採
の
限
度
に
関
し
第
五
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
基

準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

二 

第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項 

当
該
木
材
生
産
流
通
改
善
施
設
を
整
備
す
る
た
め
の
開
発
行
為
が
森
林
法
第
十
条
の
二
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
と
認
め
ら

れ
る
こ
と
。 

三 

第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項 

当
該
作
業
路
網
等
を
整
備
す
る
た
め
の
形
質
変
更
等
行
為
が
当
該
保
安
林
の
指
定
の
目
的
の
達
成
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ

と
。 

11 

都
道
府
県
知
事
は
、
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
事
業
計
画
に
つ
い
て
の
協
議
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
第
八
項
の
同
意
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に

つ
い
て
都
道
府
県
森
林
審
議
会
及
び
関
係
市
町
村
長
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

12 

都
道
府
県
知
事
等
は
、
第
一
項
の
認
定
（
当
該
認
定
に
係
る
事
業
計
画
が
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
を
含
む
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
と
き
は
、
当
該
認

定
に
係
る
事
業
計
画
に
お
い
て
伐
採
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
民
有
林
の
所
在
地
の
属
す
る
市
町
村
の
長
（
農
林
水
産
大
臣
に
あ
っ
て
は
、
第
八
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む

事
業
計
画
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
各
号
に
定
め
る
森
林
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
及
び
当
該
市
町
村
の
長
）
に
当
該
認
定
を
し
た
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

13 

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
森
林
所
有
者
等
が
森
林
法
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
農
林
水
産
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
者
で
あ
る
と
き
は
、

農
林
水
産
大
臣
に
第
一
項
の
認
定
を
し
た
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
の
業
務
） 

第
十
六
条 

独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
（
以
下
「
信
用
基
金
」
と
い
う
。
）
は
、
木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
（
森
林
所
有
者
等
、
木
材
利
用
事
業
者
等
及
び
木
材
製
品
利
用

事
業
者
等
が
共
同
し
て
作
成
し
た
認
定
事
業
計
画
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
必
要
な
資
金
の
供
給
を
円
滑
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
次
に
掲

げ
る
業
務
を
行
う
。 

一 

（
略
） 

二 

信
用
基
金
に
出
資
し
て
い
る
認
定
事
業
者
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
そ
の
者
が
ロ
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
直
接
の
構
成
員
と
な
っ
て
い
る
ハ
に
掲
げ
る
者

を
含
む
。
）
が
、
当
該
認
定
に
係
る
木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
を
実
施
す
る
の
に
必
要
な
資
金
を
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）

第
十
三
条
第
一
項
の
融
資
機
関
か
ら
借
り
入
れ
る
こ
と
（
当
該
資
金
に
充
て
る
た
め
手
形
の
割
引
を
受
け
る
こ
と
を
含
む
。
）
に
よ
り
当
該
融
資
機
関
に
対
し
て
負
担
す
る
債
務

を
保
証
す
る
こ
と
。 

イ 

（
略
） 
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ロ 

木
材
卸
売
業
者
等
（
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
千
万
円
以
下
の
会
社
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従
業
者
の
数
が
百
人
以
下
の
会
社
及
び
個
人
に
限
る
。
ハ
に
お
い
て
同

じ
。
）
又
は
木
材
製
品
利
用
事
業
者
（
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
直
接
又
は
間
接
の
構
成
員
と
な
っ
て
い
る
中
小
企
業
等
協
同
組
合 

ハ 
木
材
卸
売
業
者
等
又
は
木
材
製
品
利
用
事
業
者 

三 

（
略
） 

  

○ 

独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
（
抄
） 

 

（
業
務
の
範
囲
） 

第
十
二
条 

信
用
基
金
は
、
第
三
条
第
一
項
に
掲
げ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。 

一 

農
業
信
用
保
証
保
険
法
第
三
章
第
一
節
の
規
定
に
よ
る
保
証
保
険
を
行
う
こ
と
。 

二 

農
業
信
用
保
証
保
険
法
第
三
章
第
二
節
の
規
定
に
よ
る
融
資
保
険
を
行
う
こ
と
。 

三 

農
業
信
用
基
金
協
会
の
農
業
信
用
保
証
保
険
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
農
業
近
代
化
資
金
等
に
係
る
保
証
債
務
及
び
同
法
第
八
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
保
証
債
務
の

額
を
増
大
す
る
た
め
に
必
要
な
原
資
と
な
る
べ
き
資
金
並
び
に
そ
の
履
行
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
。 

四 

農
業
信
用
基
金
協
会
に
対
し
農
業
信
用
保
証
保
険
法
第
八
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
。 

五 

次
条
、
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
助
成
法
第
十
七
条
及
び
木
材
安
定
供
給
特
措
法
第
十
六
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
債
務
の
保
証
を
行
う
こ
と
。 

六 

都
道
府
県
に
対
し
木
材
安
定
供
給
特
措
法
第
十
六
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
を
行
う
こ
と
。 

七 

中
小
漁
業
融
資
保
証
法
第
三
章
第
一
節
の
規
定
に
よ
る
保
証
保
険
を
行
う
こ
と
。 

八 

中
小
漁
業
融
資
保
証
法
第
三
章
第
二
節
の
規
定
に
よ
る
融
資
保
険
を
行
う
こ
と
。 

九 

漁
業
信
用
基
金
協
会
の
中
小
漁
業
融
資
保
証
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
漁
業
近
代
化
資
金
等
に
係
る
保
証
債
務
及
び
同
法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
保
証
債
務
の

額
を
増
大
す
る
た
め
に
必
要
な
原
資
と
な
る
べ
き
資
金
並
び
に
そ
の
履
行
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
。 

十 

漁
業
信
用
基
金
協
会
に
対
し
中
小
漁
業
融
資
保
証
法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
。 

十
一 

前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。 

２ 

信
用
基
金
は
、
第
三
条
第
二
項
に
掲
げ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
農
業
保
険
法
第
二
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
行
う
業
務
（
以
下
「
農
業
保
険
関
係
業
務
」
と
い
う
。
）
及
び

漁
業
災
害
補
償
法
第
百
九
十
六
条
の
三
に
規
定
す
る
業
務
（
以
下
「
漁
業
災
害
補
償
関
係
業
務
」
と
い
う
。
）
を
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
特
例
そ
の
他
必
要
な

事
項
は
、
そ
れ
ぞ
れ
農
業
保
険
法
及
び
漁
業
災
害
補
償
法
で
定
め
る
。 

３ 

信
用
基
金
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
業
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
森
林
経
営
管
理
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
四
十
六
条
の

規
定
に
よ
る
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

  

○ 

地
域
に
お
け
る
生
物
の
多
様
性
の
増
進
の
た
め
の
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
十
八
号
）
（
抄
） 
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（
森
林
法
の
特
例
） 

第
二
十
条 
認
定
増
進
活
動
実
施
者
（
そ
の
市
町
村
の
区
域
に
お
け
る
認
定
増
進
活
動
実
施
計
画
を
作
成
し
た
市
町
村
及
び
当
該
市
町
村
と
共
同
し
て
当
該
認
定
増
進
活
動
実
施
計
画

を
作
成
し
た
者
を
除
く
。
）
が
地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
民
有
林
（
森
林
法
第
二
十
五
条
又
は
第
二
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保
安
林
及
び
同
法
第
四

十
一
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
保
安
施
設
地
区
の
区
域
内
の
森
林
を
除
く
。
）
に
お
い
て
認
定
増
進
活
動
実
施
計
画
に
従
っ
て
行
う
立
木
の
伐
採
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
十
条

の
八
第
一
項
本
文
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
同
条
第
二
項
中
「
森
林
所
有
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
に
お
け
る
生
物
の
多
様
性
の
増
進
の
た
め
の
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（

令
和
六
年
法
律
第
十
八
号
）
第
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
増
進
活
動
を
行
う
者
（
そ
の
市
町
村
の
区
域
に
お
い
て
当
該
認
定
増
進
活
動
を
行
う
市
町
村
及
び
当
該
市
町
村
と

共
同
し
て
当
該
認
定
増
進
活
動
を
行
う
者
を
除
く
。
）
」
と
、
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
書
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
増
進
活
動
実

施
計
画
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

２ 

認
定
増
進
活
動
実
施
者
（
そ
の
市
町
村
の
区
域
に
お
け
る
認
定
増
進
活
動
実
施
計
画
を
作
成
し
た
市
町
村
及
び
当
該
市
町
村
と
共
同
し
て
当
該
認
定
増
進
活
動
実
施
計
画
を
作
成

し
た
者
に
限
る
。
）
又
は
認
定
連
携
市
町
村
等
が
認
定
増
進
活
動
実
施
計
画
又
は
認
定
連
携
増
進
活
動
実
施
計
画
に
従
っ
て
行
う
立
木
の
伐
採
に
つ
い
て
は
、
森
林
法
第
十
条
の
八

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

  

○ 

不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
（
抄
） 

 

（
地
図
等
） 

第
十
四
条 

登
記
所
に
は
、
地
図
及
び
建
物
所
在
図
を
備
え
付
け
る
も
の
と
す
る
。 

２
～
６ 

（
略
） 

 

（
定
義
） 

第
百
二
十
三
条 

こ
の
章
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

筆
界 

表
題
登
記
が
あ
る
一
筆
の
土
地
（
以
下
単
に
「
一
筆
の
土
地
」
と
い
う
。
）
と
こ
れ
に
隣
接
す
る
他
の
土
地
（
表
題
登
記
が
な
い
土
地
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
の

間
に
お
い
て
、
当
該
一
筆
の
土
地
が
登
記
さ
れ
た
時
に
そ
の
境
を
構
成
す
る
も
の
と
さ
れ
た
二
以
上
の
点
及
び
こ
れ
ら
を
結
ぶ
直
線
を
い
う
。 

二 

筆
界
特
定 

一
筆
の
土
地
及
び
こ
れ
に
隣
接
す
る
他
の
土
地
に
つ
い
て
、
こ
の
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
筆
界
の
現
地
に
お
け
る
位
置
を
特
定
す
る
こ
と
（
そ
の
位
置
を

特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
位
置
の
範
囲
を
特
定
す
る
こ
と
）
を
い
う
。 

三
・
四 

（
略
） 

五 

所
有
権
登
記
名
義
人
等 

所
有
権
の
登
記
が
あ
る
一
筆
の
土
地
に
あ
っ
て
は
所
有
権
の
登
記
名
義
人
、
所
有
権
の
登
記
が
な
い
一
筆
の
土
地
に
あ
っ
て
は
表
題
部
所
有
者
、
表

題
登
記
が
な
い
土
地
に
あ
っ
て
は
所
有
者
を
い
い
、
所
有
権
の
登
記
名
義
人
又
は
表
題
部
所
有
者
の
相
続
人
そ
の
他
の
一
般
承
継
人
を
含
む
。 

 

（
筆
界
特
定
登
記
官
） 
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第
百
二
十
五
条 

筆
界
特
定
は
、
筆
界
特
定
登
記
官
（
登
記
官
の
う
ち
か
ら
、
法
務
局
又
は
地
方
法
務
局
の
長
が
指
定
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
行
う
。 

 

（
筆
界
特
定
の
申
請
） 

第
百
三
十
一
条 

（
略
） 

２ 

地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
区
域
内
の
対
象
土
地
の
所
有
権
登
記
名
義
人
等
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
者
の
同
意
を
得
た
と
き
は
、
筆
界
特
定
登
記
官
に
対
し
、
当
該
対
象
土
地
の
筆
界

（
第
十
四
条
第
一
項
の
地
図
に
表
示
さ
れ
な
い
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
筆
界
特
定
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３
～
５ 

（
略
） 

  

○ 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
（
抄
） 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
非
営
利
活
動
法
人
」
と
は
、
特
定
非
営
利
活
動
を
行
う
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
団
体
で
あ
っ
て
、
こ
の
法

律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。 

一 

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
団
体
で
あ
っ
て
、
営
利
を
目
的
と
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

社
員
の
資
格
の
得
喪
に
関
し
て
、
不
当
な
条
件
を
付
さ
な
い
こ
と
。 

ロ 

役
員
の
う
ち
報
酬
を
受
け
る
者
の
数
が
、
役
員
総
数
の
三
分
の
一
以
下
で
あ
る
こ
と
。 

二 

そ
の
行
う
活
動
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
団
体
で
あ
る
こ
と
。 

イ 

宗
教
の
教
義
を
広
め
、
儀
式
行
事
を
行
い
、
及
び
信
者
を
教
化
育
成
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。 

ロ 

政
治
上
の
主
義
を
推
進
し
、
支
持
し
、
又
は
こ
れ
に
反
対
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。 

ハ 

特
定
の
公
職
（
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
公
職
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
候
補
者
（
当
該
候
補
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
を
含
む

。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
公
職
に
あ
る
者
又
は
政
党
を
推
薦
し
、
支
持
し
、
又
は
こ
れ
ら
に
反
対
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。 

３
・
４ 

（
略
） 

  

○ 

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
（
抄
） 

 

（
海
岸
保
全
区
域
の
指
定
） 

第
三
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
海
水
又
は
地
盤
の
変
動
に
よ
る
被
害
か
ら
海
岸
を
防
護
す
る
た
め
海
岸
保
全
施
設
の
設
置
そ
の
他
第
二
章
に
規
定
す
る
管
理
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
防
護
す
べ
き
海
岸
に
係
る
一
定
の
区
域
を
海
岸
保
全
区
域
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
三
条
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第
一
項
に
規
定
す
る
河
川
の
河
川
区
域
、
砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
土
地
又
は
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十

九
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
林
（
同
法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
後
段
又
は
第
二
項
後
段
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
林
を
除
く
。
以
下
次
項
に
お
い
て
「
保
安
林
」
と
い
う
。
）
若
し
く
は
同
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
保
安
施
設
地
区
（

以
下
次
項
に
お
い
て
「
保
安
施
設
地
区
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

２ 

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
海
岸
の
防
護
上
特
別
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
保
安
林
又
は
保
安
施
設
地
区
の
全
部
又
は
一
部
を
、
農

林
水
産
大
臣
（
森
林
法
第
二
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
指
定
し
た
保
安
林
に
つ
い
て
は
、
当
該
保
安
林
を
指
定
し
た
都
道
府
県
知
事
）
に
協
議
し
て
、
海
岸
保

全
区
域
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
は
、
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要
な
最
小
限
度
の
区
域
に
限
つ
て
す
る
も
の
と
し
、
陸
地
に
お
い
て
は
満
潮
時
（
指
定
の
日
の
属
す
る

年
の
春
分
の
日
に
お
け
る
満
潮
時
を
い
う
。
）
の
水
際
線
か
ら
、
水
面
に
お
い
て
は
干
潮
時
（
指
定
の
日
の
属
す
る
年
の
春
分
の
日
に
お
け
る
干
潮
時
を
い
う
。
）
の
水
際
線
か
ら

そ
れ
ぞ
れ
五
十
メ
ー
ト
ル
を
こ
え
て
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
地
形
、
地
質
、
潮
位
、
潮
流
等
の
状
況
に
よ
り
必
要
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
五
十

メ
ー
ト
ル
を
こ
え
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
海
岸
保
全
区
域
を
指
定
す
る
と
き
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
海
岸
保
全
区
域
を
公
示
す
る
と
と

も
に
、
そ
の
旨
を
主
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
廃
止
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

５ 

海
岸
保
全
区
域
の
指
定
又
は
廃
止
は
、
前
項
の
公
示
に
よ
つ
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。 

  

○ 

国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
六
号
）
（
抄
） 

 

（
樹
木
採
取
権
の
設
定
） 

第
八
条
の
五 

農
林
水
産
大
臣
は
、
民
間
事
業
者
に
次
条
第
一
項
の
樹
木
採
取
区
に
お
い
て
生
育
し
て
い
る
樹
木
を
採
取
す
る
権
利
（
以
下
「
樹
木
採
取
権
」
と
い
う
。
）
を
設
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 
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